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裾野市議会 予算決算委員会 総務分科会 

 

令和元年９月２７日（金） 

                       ９時００分 開会 

〇委員長（中村純也） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  これより、予算決算委員会に付託され、総務分科会に割り振られました認定第１

号 平成30年度裾野市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうちの関係部分、認

定第５号 平成30年度裾野市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第７号 平成30年度裾野市墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についての審査を

行います。 

  審査の方法は、各課単位で行い、それぞれ当局の説明を求めてから質疑に入りた

いと思います。 

  質疑の後、意見を伺います。 

  これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ご異議がありませんので、そのようにいたします。 

  ここで、各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式で、要点を明確に、簡潔な

質疑をお願いいたします。 

  意見につきましても、要点を明確に、簡潔にお願いいたします。 

  次に、分科会外委員の発言の許否についてお諮りいたします。 

  質疑、意見について、分科会外委員からの発言の申し出があった場合には委員長

がその発言の許否を定めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ご異議がありませんので、そのようにいたします。 

  なお、分科会外委員の発言は、本委員の発言終了後といたします。 

  また、発言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。 

暫時休憩いたします。 

                       ９時01分 休憩 

 

                       ９時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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総務部 

財政課（１号） 

〇委員長（中村純也） 総括説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。 

                       ９時09分 休憩 

 

                       ９時09分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。では、調書のほうの42ページから。財政調整基

金の部分です。取り崩し額が約６億になっているのですけれども、中期財政計画の

見込みとの乖離が大分大きくなっているかなというふうに思うのですけれども、そ

の点に関してはどのような認識でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 中期財政計画においては、歳入関係の見込みを見込んでおるところです。

これにつきましては、景気の動向等で数値の変更がかかわってきますので、その部

分が決算のところの数字の乖離にあらわれてしまっているのかと思っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、決算ベースでの影響はそれほど大きくないという

ふうな認識になりますでしょうか。結果的になっているというふうな。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 今年度につきましては、実際は歳入歳出とも増加しております。財政調

整基金の中期財政計画との乖離については、余り影響がない結果になったと判断し

ております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点は、では結構です。 

  調書のほうの47ページをお願いします。説明のほうであったのであれば申しわけ

ないのですが、借り入れ実績のほうが予算に対して半分ぐらいになっている部分が

ありますが、これの主な要因は何でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 実の借入額については、事業の清算を持って行っております。３月補正

要求時に間に合わないものがございます。借り入れ枠については、使わないという

よりは、そこまで借りずに事業が完了することができたというもの、あるいは翌年

度に繰り越しが発生してしまうと、こちらの表にもございますが、一番右の欄、繰

り越し財源という形で数字がそちらのほうに移りますもので、そこにずれが発生し
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ております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） とすると、ヘルシーパークの改修に関しては、実際の見込みよ

りも低い借り入れで済んで事業が完了しているというふうな、そういう認識でよろ

しいですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 お話しいただいたとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今話も出ましたので、繰り越しのほうです。監査の指摘からも

繰り越しが前年対比で193.5％というふうなことがありましたけれども、それに対し

て繰り越しする際に協議というものはあったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 監査の指摘のほうにもございます。当然財政課のほうに協議をいただく

わけでありますが、今回は繰り越し対象になっているものの複数が昨年度の夏の天

候不順による影響がございます。どうしても当初より計画している事業については、

期間をしっかり見きわめた上で発注関係ができるのですが、不慮に発生した工事と

いう形で複数件が繰り越しのほうに該当してしまいまして、件数が伸びてしまって

いるというふうな経過です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点は理解するのですけれども、もう一点、そうすると、消

費税増税に対して前倒しで発注をしたがために繰り越しがふえたというふうな認識

は、余り持たなくてもいいですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時43分 休憩 

 

                       ９時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 今お話しいただいた要件による繰り越しはございません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） もう一点済みません。繰り越しに関して適正な規模というのは

財政課のほうで、このラインというものはあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 金額等の規模というのは考えておりません。現場の繰り越し事由で判断

させていただいております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それは、財政課として現場のほうの判断に任せるというふうな
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ことでいいという認識でいいですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 今年度に入りまして、６月補正の段階で理由のほうを計上させていただ

きます。各種理由がございますので、これは担当課のほうで理由を上げてきて、最

終的には財政課のほうがその判断をしているという考え方です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。調書ではないですけれども、決算監査の意見の

中に29年度もそうだったと思うのですけれども、いろいろ概要に関する意見とか、

事務事業に執行する意見とかいろいろあって、それをいただいて全庁に展開してい

くのだろうけれども、そこを主導する部署というのは多分総務部でいいのかなと思

うのだけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 おっしゃるとおり、どちらかといいますとやっぱり財政面の話、あとは

契約面の話になりますので、総務部のほうになります。内容を判断しまして、あと

の説明にあります行政課がいいのか財政でやったほうがいいのかという部分を判断

して、それぞれ監査のご指摘いただいた内容を分析した上で展開しております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 私がいるときもそうなのですけれども、いろいろ継続的、同じ

ような指摘が何件か出ているものですから、そこの人も周知していくにはもちろん

総務部が主導なのだけれども、各所属長がやっぱりしっかりしてもらうのかなとい

う気もしていますけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 ご指摘のとおりでして、一般的な話につきましてはもちろんその予算の

執行の説明会とか、各説明会でやっていきますけれども、やはり同じ部署が多くと

いうところは、それぞれ所属長に対して事務の適正な管理をするようには話をして

おります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 次へ行きます。これも調書にないことなのです。過日のほかの

委員会の中で、入札差金、財政課が凍結しているよという話が出ました。30年度も

多分しているのでしょうけれども、それの凍結した後の処置、どういうふうにして

いたのかを。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 入札差金というものは、入札の当初の段階で発生するものでございます。

例えば工事等で現場の変更等がございましたら、それは凍結というよりは、凍結と

いう表現ですと、逆に解除しまして、その予算を執行するという形を考えておりま

す。また、当初予算のほうで議会のほうに諮っているもの以外のものが発生する場
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合には、一度補正等を通してしっかり説明した上で、ほかの事業等に使ってほしい

という形で指導を行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） その辺の共有が恐らく担当部署と財政課とできているとは思う

のですけれども、片方は執行する側で、片方は抑える側、そこは上手に連携をとっ

てもらいたいなと思っています。 

  調書の47ページの借り入れの関係ですけれども、先ほど説明があって、政府系で

あったり民間であったりという、この政府系にする、民間で借りる、その辺の判断

というのはもう少し詳しく教えてください。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 政府系のほうが以前は低利でございました。基本的には政府系のものを

借り入れを行いたいという形で取りまとめられます静岡県のほうにお話をさせてい

ただきます。県は、それをまた国のほうに上げて、政府系でどのくらいの資金が必

要かというような形をとります。それの配分の不足が生じますと、県のほうから、

この部分については市中銀行から借りてほしいというような依頼が来まして、最終

的に振り分けが行われます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 同じところで、大体借り入れを起こすというのが５月の末なの

ですけれども、２つだけ３月末というのがあるのですけれども、それは何か理由が

あるのでしょう。具体的に言うと、非常備消防のやつと中学校耐震のやつ、一番下

の。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 こちらにつきましては、貸し出し側の貸し付ける期限が３月末までにと

いうようなルールがございまして、それによってほかのものとは異なっております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） もう一点、51ページの予備費の関係ですけれども、落雷とかい

ろいろ早急にしなければならないというところはあるのでしょうけれども、例年に

比べるとかなりな金額が予備費で充用されています。何か早急にしなければならな

いという理由もあるのでしょうけれども、ほかに予備費を充用する基準というのは

あるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 やはり現地のほうの対応を急がなければならないという判断がございま

す。あとは、予備費を入れるかどうかの判断は補正等で予算可決を待ついとまがあ

るのかどうかというところの判断で、予算の判断を行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると……休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 
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                       ９時50分 休憩 

 

                       ９時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。それでは、42ページの経常収支比率について伺

います。先ほどの説明では、市の平均は87％とおっしゃったのですが、多分総務省

では市町で75から80を上回らないようにという指針があったと思います。そうする

と、裾野市はずっとこれが自治体のエンゲル係数と言われているのですけれども、

伸び続けているのですけれども、上回り続けているのですけれども、これはどのよ

うにお考えでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 今議員のほうから総務省の数値のほうをお話いただいたところなのです

が、先ほど私の説明をさせていただいた中で、県内の平均値を申し上げますと、再

度です。県内市町平均政令都市を除く数値が86.9、そのうち市の平均は87というふ

うな数字になっております。確かに県内の平均値を当市は上回ってはおるところで

もございますが、総務省でいう数値自体が現実と少し乖離してしまっているのかな

という感じがございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それにしても同じところなのですけれども、92.5というのはや

っぱり高過ぎると思うのですけれども、ここはどうでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時54分 休憩 

 

                       ９時54分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  総務部長。 

〇総務部長 経常収支比率につきましては、過去は70％台で割りました。それもちょ

っと昔の話になりますけれども、法人市民税とか税収が高いときの話のものですか

ら、どうしても自主財源は税収に影響される分あります。現在上がってきていると

いうのは、構造改革をやっておりますけれども、なかなか経常的な固定経費がふえ

ているものですから、そこに占める収支の割合がふえているということでありまし

て、その辺というのは財政面の課題であると認識しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そのことは理解しました。ただ、財政をめぐる状況というのは

近隣市町も同じだと考えるのですけれども、平成27年からずっと振り返ってみると、
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東部の自治体の中でも裾野は高いのですが、この東部の計数というのは、比較とい

うか、把握していますか。例えば…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時55分 休憩 

 

                       ９時56分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 近隣市町の状況は把握しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その近隣市町の状況と比して、裾野はどうでしょうか。望まし

いのか、ちょっともっと努力を必要とするのか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 先ほど部長のお話からありましたとおり、固定経費のほうがふえてござ

います。その部分を減少させて数値を下落させる必要があると考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この件でもう一つお尋ねします。経常的経費の中で、一般的に

大きいのは人件費と言われているのですが、総務省の指標で例えば市町は22％とか

あるのですけれども、裾野市の場合はその人件費が大きく下がっているということ

はありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時57分 休憩 

 

                       ９時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 経常経費の中でやはり人件費というのは割合は高い状況にございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件はわかりました。 

  それでは、49ページをお願いします。49ページの中の借り入れ先別なのですけれ

ども、先ほど勝又議員の質問で、政府系がなかなか難しいとおっしゃったのですけ

れども、ここ数年の中で市中銀行のほうが政府系を上回ったのは初めてなのですよ

ね。この傾向というのはやっぱり続くのでしょうか、これからも。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 先ほども説明させていただいておるのですが、当市以外にも同じような

考えを持つ市町がございます。傾向はこの状況が続くかと思っております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 
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〇委員（内藤法子） 先ほど市内の９社とおっしゃったのですが、多分前年度までは

８社だったと思うのですが、どこか１社加わったところはどこですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 この８社と９社の件については、申しわけございません……暫時休憩を。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時00分 休憩 

 

                       10時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

財政課長。 

〇財政課長 実際見積書を提出してきているところときていないところの差がござい

まして、今回は９社だったということで、９社に見積もり依頼を出させていただい

ておるのですが、実際は提出していただいたのが去年は８社、今回は９社。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件はわかりました。 

  それでは、ちょっと済みません、46ページに戻っていただけますでしょうか。将

来負担比率が上がってきているのです。ここのところは、どのようにお考えでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 将来負担比率については、お話しいただいたとおり上がってきておりま

す。数値の分析をさせていただきました。分母となる標準財政規模等が縮小の傾向

にございます。また、分子となる財政調整基金や将来見込まれる充当可能財源が減

少してしまっているために、数値の変動が大きくなってございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この辺は翌年度、それから32年度に向けて将来負担比率を下げ

ていく努力というのはどんなふうに議論されたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 これは、行財政構造改革等でもお話ししておりますが、分子になる財政

調整基金の取り崩し等を減少させると、要は残高を確保していくことによって、こ

の辺の数値というものは改善されていく考えでございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この将来負担比率なのですけれども、第４次総合計画の後期計

画では32年までは27％以下になっているのです。この目標は、達成されると思って

いらっしゃいますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 正直なところ、困難な可能性が正直出ております。それにつきましては、

先ほど申し上げましたが、やはり分母となる標準財政規模の縮小という部分がござ
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います。これは、算定の際に人口等を加味して出してきますもので。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時03分 休憩 

 

                       10時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇財政課長 申しわけございません。数値の目標については、達成が少し難しい状況

にございます。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 45ページの行政コスト計算書の中で、29年度、28年度普通会計

のところで比較増減がすごいマイナスの数値になっているのですが、これの要因は

どういうものなのでしょうか。 

 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時04分 休憩 

 

                       10時05分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 減価償却費や経常収益の減少がこちらのコストの減につながっていると

判断しております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、このところに指定管理者を導入するとか、そういうこと

になれば、ここやっぱりもっとマイナスになっていくという考え方ですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 指定管理にかかる経費というのは、やはりコストのほうに反映されてき

ますもので、直接それが要因で数値の変更は余り大きくないと思っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） この営利を目的に市の行政、どれだけに費用がかかった、これ

はどういう数値を目指していらっしゃるのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時06分 休憩 

 

                       10時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 
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〇財政課長 目標値というものは持ってございません。数値の分析という考えでござ

います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 50ページ、基金の状況の中で都市施設建設基金が31年度末の現

在高が17億になっているのですが、30年度の中で区画整理事業にもかなりの基金が

投入されておりますけれども、あと市債の投入もありますが、まだこれから、昨年

の決算の中でたしか委員会…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時07分 休憩 

 

                       10時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 区画整理事業について、基金投入、あと市債投入がこれからも

続いていくのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時08分 休憩 

 

                       10時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  総務部長。 

〇総務部長 区画整理事業に限らず、市ではいろんな事業をやっております。その事

業を含めた上での収支の見通しというのを中期財政計画はお示ししております。そ

の計画の中で、それぞれ事業の必要において起債を入れたり基金を入れたりして事

業を進めていくというふうに考えております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、都市施設建設基金の積み立て計画のようなものとい

うのはあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 実際の歳入の計画というものは存在しておりません。ただし、今後は土

地等の売却等が行われた際には、積み立てのほうに回していきたいと考えておりま

す。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調書ではないのですけれども、行財政構造改革の中で、税料金

等の自主財源の積極的な確保というのが、これは監査の指摘でもあったのですけれ
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ども、それに向けて財政課のほうで、協議、検討したことというのは、30年度何か

ありましたか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 構造改革の中で自主財源という話でありまして、やはり特に大きいのが

ふるさと納税とかの税になりますけれども、あるいは公共資産の売却、それにつき

ましては私のほうの所管も結構あるものですから、私と、中の行政課あるいは財政

課、税務課と協議しながら進めていこうという話をして協議をしております。 

  以上です。 

            （「ちょっと暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時10分 休憩 

 

                       10時11分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 45ページです。これで終わります。先ほどの説明でも新地方公

会計財務書類等の業務委託で説明いただいたのですけれども、随意契約のその契約

の流れについて少し説明をいただいてもいいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 こちらの随意契約につきましては、総務省の統一的基準によるに基づく

財務書類作成業務でございます。当市におきましては、平成26年度より業者選定を

行いまして作成をしております。その段階で先ほども申し上げましたが、調書の作

成と数値の分析の両業務を行える事業者が県内にはございませんでした。県外の事

業者からも見積もり等を聴取しましたが、浜松市のヤマダ会計さんのほうが一番安

価だったという形です。実際プロポーザルもお受けしたところ、ヤマダ会計さんの

ほうからプロポーザルに提案があったという状況です。その後も当該特殊な事情か

ら、内容を熟知している事業者に随意契約をお願いしている状況でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、平成26年度から継続して毎年度ヤマダ会計さんの

ほうでやられていると……名前出してしまって大丈夫かな、でやられているという

ことでいいですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 ヤマダ会計様のほうにお願いしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その中で印刷製本費が安価に仕上がったとかというふうなこと

で、今年度は安価に仕上がっているということなのですけれども、その見通しとい

うのは継続される予測でいますでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 印刷物については、現在内製化のほうを職員のほうで行っております。

より安価に済めばなという考えでおります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほどの都市施設建設基金で、土地の売却等で積み立てていく

ということでしたけれども、30年度は久根の山林は応募がなかったというような状

況の中で、具体的に土地売却の計画というか、何かそういうものというのはあるの

ですか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 現在、幾つか市有地の中で売却予定しているものはございます。行政課

の所管になりますけれども、企業などの周知を何カ所かやりまして、それが売れた

ら検討したいというふうには考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほど決算は終わったので、市民向けに公表されるということ

でしたけれども、ぜひ数字の羅列ではなくて、この決算が市の財政にとってどうだ

ったのか、それと１月、２月の広報に市長が出した行財政改革の取り組みに対して

は、その辺わかる言葉でぜひ市民に公表をお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 わかりやすい説明に努力いたします。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） 48ページをお願いします。何回か上がっているのですけれども、

市中の民間銀行から７億、22件やられているのですけれども、この22件のうち、政

府系金融機関から断られて民間に借り入れを起こさなければいけなくなった件数は

何件ありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時15分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 内容につきましては、一度資料のほうを確認させていただきたいと思っ

ております。 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小田議員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 調書の43ページ、寄附の関係です。一般寄附いただい
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たこの件数、金額のうち、裾野市民からの寄附の件数、金額を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時17分 休憩 

 

                       10時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  財政課長。 

〇財政課長 市民からの寄附については、後ほど報告をさせていただきます。 

〇委員長（中村純也） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） あわせて、きのう観光産業振興の中で、観光に対する

指定寄附、この１件50万円は、市民からの指定寄附だということはわかっているの

で、いわゆる用途を指定した寄附がそのうちどれぐらいあるのかもあわせて教えて

もらえるとありがたいです。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 あわせて後ほど説明させていただきます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       10時18分 休憩 

 

                       10時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わりま

す。 
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財政課（５号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １点だけ、52ページの土地の明細のところに553.97平米残って

いますけれども、平成20年度取得ならかなりの期間たっているのですけれども、30年

度で具体的に処分をするとかしないとかというのはなかったからここに載っている

のだけれども、可能性というのはどういう、建設部がやるのだろうけれども、その

辺の調整というのはできていますか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 この事業用地につきましては、現在建設部のほうで業務を進めておりま

す平松深良線の公文名工区に隣接した代替用地でございます。当該路線につきまし

ては、間もなく全面供用開始を行われる予定でございます。 

  続いて、隣接する工区を事業化していきたいというお話を受けておりますので、

そちらの代替用地としてまた検討するというような考えを聞いてございます。しか

し、隣接する道路が開通することによって、売却の機会も発生すると思っておりま

すので、今後検討していきたいと思っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第５号に関する質疑を終わります。 

  これより認定第５号について意見を伺います。賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第５号に関する意見を終わります。 

以上で財政課の質疑を終わります。 
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財政課（答弁漏れ） 令和元年９月27日（金） 13時05分～ 

〇委員長（中村純也） 初めに、財政課より答弁漏れについての発言の申し出があり

ましたので、これを許します。 

  財政課長。 

〇財政課長 先ほどの質問の中で答弁漏れがございましたもので、お話しさせていた

だきたいと思います。 

  １件目、起債の借り入れ実績の中で、政府系の金融機関のほうに申し込んだが、

市中銀行のほうに割り振られたものは何件あったかというご質問です。借り入れに

ついては、当初より市中金融機関からの指定のみのものがございますが、政府系金

融機関のほうに申し入れましたが、変更になったものは５件、２億7,690万ございま

した。 

  続きまして、調書43ページ、寄附受け入れ件数の中でご質問が一般寄附の中で裾

野市からの個人からによるもので指定があったものは何件あるかというご質問で

す。一般寄附の場合、基本的にはこの調書の中に書いてあります使途の項目の中で

指定をいただきますが、それを超えたもう少し細部のもので指定をいただいたもの

が計３件ございました。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時07分 休憩 

 

                       13時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  財政課長。 

〇財政課長 市民の方からの寄附は全部で８件ございました。 

〇委員長（中村純也） 財政課長の説明は終わりました。 

  委員の皆さん、どうでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） あと、分科会外委員の小田さん。 

〇委員外議員（小田圭介） お答えありがとうございます。市民からの一般寄附に関

しては、大枠の指定でも、30年度あった細部の指定でも、基本的にはお断りをしな

いという方向でよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 財政課長。 

〇財政課長 当市のほうの受け入れの考えと合致するものについては、寄附をお受け

いたしております。 

〇委員長（中村純也） では、以上で答弁漏れについて終わります。 
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税務課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 65ページです。説明、今最後のところであったのかもしれない

ですけれども、賦課徴収費の不用額なのですけれども、この根拠をまず伺ってもい

いでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 賦課徴収費の還付の金額ですが、主に法人市民税等の還付を想定した予

算額に対しての執行になります。 

  暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時50分 休憩 

 

                       10時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調書の71ページです。一番下の17番の不納欠損、こちらのほう

の時効による消滅があるのですけれども、時効の内訳というのを教えてもいいでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 時効については５年で扱っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 全部５年のものというふうな認識でいいですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 表にあらわしているものは全部５年です。また、下の括弧書きになって

いる執行停止で中止した分は、執行停止は３年になります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 欠損に至るのは時効になってしまうというふうなことなのです

けれども、それまでの間、言ったらここには出ていない来年度欠損になる可能性が

あるものというのもあるのでしょうけれども、その点に関しての徴収をどうしてい

くかということに関して、30年度の協議事務はどのように動いていましたか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 欠損に至るまでは滞納処分ということで、同じページにありますとおり

財産調査を行ったりとか訪問したり、機構に案件したりと、そういったことで対応

しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 
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〇委員（増田祐二） 今の部分に関連して、債権調査もこれもかなりふえているので

すけれども、これは何か集中的な意図があって来年度よりも倍増させて３倍ぐらい

になっているのですけれども、そういう調査をしているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 昨年度は徴収専門官、そういった職員もおりましたものですから、職員

が強化したと、そういうところであります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それが国保税も含めてなのですけれども、少し徴収率が上がっ

ているというのは、その影響によるものというふうな捉え方でいいですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 日々多くの事務を当たっている中で、量、質ともに職員が対応したかな

というところであります。 

            （「済みません。暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時54分 休憩 

 

                       10時55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。65ページの固定資産評価審査委員会の審査中取

り下げというのがあったけれども、差しさわりない程度で内容をちょっと教えてく

ださい。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 別荘地内の木造家屋についての評価、こちらが高いのではという、当初

課税における高いのではという審査申し出です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、申請した側の都合で取り下げたということですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 次に、ちょっと確認ですけれども、69ページの６番の納付方法

のところがあって、30年度、29年度、特別徴収の件数が22,998かな、全く同じなの

だけれども、たまたま同じでいいのかな。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 一致しました。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 滞納の整理の関係で、一般質問でもちょっと出ているのですけ
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れども、簡単に教えてもらいたい。29年度から30年度にかけて、30年度特に取り組

んだ内容があったら簡潔に教えてください。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 取り組みとしては、昨年度賦課徴収部門が一体になってやれたというと

ころ、それから特徴的な取り組みとしては、徴収専門官が配置されたこと、また滞

納整理機構の実績、そういったものが影響あったかなと思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解です。16番の滞納整理機構のところなのだけれども、かな

り徴収を頑張ってもらって徴収率が高く、29年度23％か５％だったと思うのですけ

れども、要因というのは何か分析されていますか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 滞納整理機構の自体の取り組みがやはり活発、積極的だったのかと、例

年に比べてより積極的だったかなと思います。 

  暫時休憩お願いします。 

                       10時57分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 県の滞納整理機構の取り組み方法を徴収率上がっていることを

受けて市のこれから参考となるようなものはありそうですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 大いに参考にいたします。こちらの徴収でわからないことも、滞納整理

機構のほうに相談、そういったものも随時行っております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 71ページの先ほど勝又委員、増田委員が言った不納欠損です。

即時欠損というのは外国人が帰国したということで、そういうことでよろしいでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 主な理由としては、そのとおり、そういう部分が大きいです。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 行政としてどういうふうな対応をとっているかちょっと 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時00分 休憩 
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                       11時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 即時欠損になる前に滞納者と接触等を試みたいと考えています。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 外国人が出国しますよね。また入ってくる、入国してくると思

うのですけれども、それに対してはこの不納欠損、こういう即時に対してどういう

ふうに対応するかちょっと。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 即時欠損した案件については、もう再入国というものは考えておりませ

ん。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ここで聞いていいのかちょっとあれなのですけれども、例えば

市として借地を借りていますよね。その借地を払うのは土地取得した地権者ですよ

ね。それで、地権者で未収という件って何かありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時02分 休憩 

 

                       11時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 そういう調査方法はしておりません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 全体的なところから、監査員報告で収納率がアップしてとても

よかったよということとともに、だけれども、これからも収入未済の発生防止と早

期回収に向けて引き続き強化してほしいという意見があるのですけれども、さらに

頑張ってほしいということに関してはどのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 先ほど課全体で賦課徴収全体で当たるということ、それから徴収に対す

るスキル等も維持していきたいと考えています。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件はわかりました。 

  ちょっと個別に聞きます。70ページの分割納付状況で、29年度と30年度比べて

260ぐらい分納件数が減っているのですけれども、これはどういう内容で。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 実績で少なくなったと捉えています。 
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  暫時お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       11時03分 休憩 

 

                       11時04分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、72ページをお願いします。租税の教育実績なのです

けれども、小学校と中学校をやっています。これは、全部ではないのですけれども、

何かローテーションを組んで全部ということに考えているのですか、小中学校。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 教室の実施の申し込みがあったところに対応しています。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、教室って学校からの要請で、市から例えばやって

いないところにこっちお願いしますという呼びかけとかはないんですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 市からは特別しておりませんが、税務署単位でやはり税の普及というも

のは行っていると聞いております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、市のほうは長年やっていない学校とかはあるかど

うかというのは把握しているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 市内の小学校は、全て実施していると認識しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 加えて中学校はどうでしょう。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 中学校のほうに関しては、要請があれば税務署と相談して拡大して行う

態勢をとりたいと思います。 

            （「休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時06分 休憩 

 

                       11時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 富岡中学校と須山中学校で実施していません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 
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〇委員（内藤法子） やっていないところをやるという方向で30年度協議はしました

か。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 昨年度はやっておりません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 引き続き努力をお願いして、終わります。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 71ページ、滞納処分状況のところについてお尋ねします。今年

度、債権計の給与とか年金、また普通預金の差し押さえ件数はとてもふえています

けれども、１つ給与、年金のところ112件とありますけれども、それは債権調査で件

数が416件調査に基づいて、最終的にはこの112件が差し押さえの件数になったとい

うことなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時07分 休憩 

 

                       11時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 差し押さえの前には必ず債権調査を行いますので、合致している件数と

は限りませんけれども、含まれております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 調査をされて112件の差し押さえにいかなかった、その差のとこ

ろはどういう条件というか、調査をしたけれども、差し押さえにいかなかったとい

う、そこはどういう要件があったのか、対象とならなかったのか…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時09分 休憩 

 

                       11時09分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 給与等がない場合は、調査を行っても生活困窮とか、そういったところ

で差し押さえに至らない場合が、その差となっております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その場合、生活費とみなすその判断は、どういう基準を持って

いらっしゃるのですか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 
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〇税務課長 扶養している家族の人数とか、そういったものが私たちのガイドライン

でありますので、それに沿っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、実際に給与を差し押さえるまでの手続は、調査をされて、

その後はどのような手続になるのでしょうか。 

            （「暫時休憩を」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時10分 休憩 

 

                       11時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  暫時休憩。 

                       11時12分 休憩 

 

                       11時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 差し押さえのほうは、会社等も含めて本人に連絡してから行っておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その場合、徴収のスキルアップとか、いろいろ本当に苦労され

ているというのがよくわかるのですけれども、もう一つ、市民の担税能力とかなん

とかというお話があるのですけれども、生活実態とか、その辺の調査というのは行

われたことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 日々の滞納者の方の納税相談を行っておりますので、そういった中で調

整させてもらっています。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 70ページ、その上のページですが、コンビニ収納の委託、件数

がふえれば当然委託料が増えるということなのですが、１件増えると幾ら増える、

幾らコストかかっているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 基本料で１件当たり56円になります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） かかるのは件数がふえればプラス掛ける56でいくということで

すか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 
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〇税務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 69ページに証明書の交付状況があるのですけれども、税務の窓

口の件数はとても減って、その分市民課の窓口がふえていますけれども、これで市

民課の窓口のほうが大変だみたいな、その辺の問題というのは発生しなかったので

しょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 なかったものと考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 市民課の窓口も最近業務委託をしてから本当にいつも待つ時間

が長いという状態で、改善されていないように思うのですけれども、その点で課税

証明書に関しては税務課のほうでというような広報というか、その辺のところの必

要性ってあるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 税の関係だけのお客様は、税務課に来られる方が多いと聞いております。

市民課でほかの窓口、証明とあわせて税証明ということのカウントになっています。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。71ページの滞納処分状況の中で、その他というと

ころがあるのですけれども、このその他は何を示しているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時16分 休憩 

 

                       11時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 確定申告の還付金ですとか、個人がかけている互助葬祭関係の還付金等

になります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件はわかりました。 

  先ほど職員のスキルアップという話がありました今多重債務の相談者も結構多い

と思うのですけれども、それに寄り添って解決すると、過払い金が戻ってくるとい

う事例が多いのです。過払い金戻ってくると、本人の生活も再建できるのですけれ

ども、その中から徴収するという手法もとっている自治体もたくさんあるのですけ

れども、裾野の場合はこういう事例はありますか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 今のところありません。 
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〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調書にある部分ではないのですけれども、ふるさと納税に対し

ての税控除されている金額というのは、税務課のほうで把握されていますでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 30年度で約6,000万の控除になります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 約6,000万ということで、行財政構造改革の中の取り組みの一環

として、歳入確保の一環でふるさと納税によるというものがあります。それに対し

て直接課は税務課ではないかもしれないのですけれども、この税控除を減らすとい

うことも一つになろうかとは思うのですけれども、30年度そういったことに関して

税務課の中で協議されたということはありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時19分 休憩 

 

                       11時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  税務課長。 

〇税務課長 協議しておりません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今後ぜひ検討を願います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 75ページの税務相談の関係ですけれども、30年度から取りやめ

をしていると思います。ほかの税務相談もあるからということで取りやめたと思う

のだけれども、特に支障はなかったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 具体的に苦情等はありませんでした。大きな市民サービス低下というこ

とには至らなかったと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） よかったと思います。 

  もう一点、77ページの償却資産の関係で、別の委員会の中でちょっと審議が出た

のですけれども、先端技術の関係の償却資産が３年間減免されるということで、そ

の質疑がありました。税務課のほうは、多分31年度からになると思うのだけれども、

その次の年になるか、何か情報共有ができていますか。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 
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〇税務課長 担当の産業の部門と情報共有はしております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（増田祐二） 内容というか、何社なりそうだとかというのはわかっています

か。 

〇委員長（中村純也） 税務課長。 

〇税務課長 今手元にはありませんけれども、会社でどの機械が該当するというとこ

ろは情報を共有しております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  次に、分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で税務課の質疑を終わります。 
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人事課 

〇委員長（中村純也） 人事課の質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調書の35ページからお願いします。 

  この２の（２）の部分なのですけれども、採用職員の枠というのは、それぞれ職

種によって設定があるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 毎年度退職者等によりまして、採用人数は変わっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 技師さんに関しては、常に不足が言われている中で、１に対し

てゼロなのですけれども、ここには募集枠としてはあった。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 30年度におきましても募集はございました。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それに対して、もちろん試験ですので、至らずということなの

でしょうけれども、基本的にそこの枠を埋めるためのケアというもの、不足に対し

てのケアというのは、どのような方策をとりましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 専門職種ですけれども、土木建築技師につきましては、昨年の取り組み

としましては、当市のお世話になっている委員が大学の教授の先生のほうに直接依

頼するような形で募集を募っていたりですとか、保健師に当たりましては順天堂大

学のほうの就職説明会に参加いたしました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点はわかりました。 

  次に、36ページのほうをお願いします。まず、分限休職のほうからなのですけれ

ども、これも毎年必ず発生されるようなことだろうとは思うのですけれども、ここ

に対しての仕組み上のケアというのは30年度何か手当てをしたことはありますでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 分限処分につきましては、公務の効率に応じて処分されるということで、

内容的には病気休暇のものなのですけれども、産業医と相談しながら対応している

といった状況でございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 
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〇委員（増田祐二） あわせて、これはその前の35ページのほうにもあるのですけれ

ども、懲戒処分のほうでございます。毎年こちらも残念ながら発生してしまってお

って、コンプライアンスに関してはかなり厳しくやられているとは理解しているの

ですけれども、にもかかわらず発生しているというふうな状況に対して、30年度さ

らにケアしたことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 30年度の取り組みとしましては、まず一つが講習会の実施ということと、

職場内での対応が重要ということの中で、職場の意見交換会というのを隔月やって

いるのですけれども、そういう中での取り組み、継続の事業ではございますけれど

も、引き続きやっていくということを重点的にやっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 別なところで36ページをお願いします。 

  時差出勤を29年から始められていると思いますが、もともとの目標としている数

字というのはあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 具体的な数字の目標というのはございません。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、数としてはこの数だということで、その効果としてどの

ような認識でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 昨年度対比によりまして、増加しているということの中で見ますと、ワ

ークライフバランスの部分でいいますと、出勤パターンの早い時間のところを利用

しているということで、そういう部分では寄与している部分もあるのではないかと

いうことと、また遅い時間の実績も上がっておりますので、こういう部分につきま

しては、時間外の削減にも一助になっているのではないかというふうには考えてお

ります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 時間外の削減につながっているということなので、その点は大

丈夫なのですけれども、あとのほうにもつながりますが、調書だと40ページ、微増

ではあるのですけれども、目標とする数値に対してまだまだ足りていない、３番の

総合計画の職員の職務満足度に対してなのですけれども、これが低いということの

要因は分析されていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 分析につきましては、こちらのほうの要因が複雑ということもあるもの
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ですから、分析は難しい状況ということで把握はできてございません。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、ヒアリング等、先ほどの時差出勤に関してもそうなので

すけれども、職員たちに対するヒアリングというものは実施していますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 職員各個の個々のヒアリングということはございませんが、こちらのほ

うの自己満足度を図るものに自己申告書というものを採用しておりますので、こち

らのほうで職員の個々の状況はある程度把握というふうに努めております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時14分 休憩 

 

                       13時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。今コンプライアンスの関係が出たから、そこか

らちょっといきますけれども、29から30に向かっていろいろやってきているのです

けれども、30で特に変えて、29より30をもう少し何かやったというようなことはあ

りますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 職場の意見交換会の話の延長ですけれども、推進月間というのを設けま

して、そちらのほうの内容をやっております。そちらのほうのやったものの意見発

表という形で部課長会議でやっていただくということと、内部講師を養成するとい

うことで、そのコンプライアンスのということの派遣をやって、内部のそういう指

導できるものをふやしていくという取り組みを継続的に重点的にやっていくという

ふうには考えておりますので、30年度もそれを行ったということです。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。コンプライアンスは、当然やってもらうのです

けれども、やはり職員ってどちらかというと内向き内向きになってしまうとよくな

くて、外向きの目をどうしても必要だから、その辺のバランスをとりながら上手に

進めてもらえればと思います。 

  次に、そのページの人事評価が課長級から段階的におりてきているのでしょうけ

れども、人数って言えるのかな、優秀以上の実績、公表できる。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 
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                       13時17分 休憩 

 

                       13時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 30年度の人数ですけれども、１年間という形で年に２回賞与ありますけ

れども、部課長で18名、監督者と言われる係長級から課長代理で36名という形にな

っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） これは、６月と12月合わせての話。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 37ページですけれども、５の職員の部分の時間外がかなり結構

削減をされているということで、当然時差出勤の関係もあると思いますけれども、

これはいいことだと思うのですけれども、ただ単に時間外を縮減されるということ

ではなくて、いろいろ取り組み方を変えてやられていると思いますけれども、人事

課として各所属に何か30年度で特に意識したことってありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 目標値としましては、前年度の20％を削減目標という形で取り組んでお

った中で、30年度につきましてはさらにその生産性を意識させるという意味で、個

人にその20％というものを具体的に持たせるということと、超過勤務の多い所属に

対して人事課のほうで所属長面談という形の取り組みを行いました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 36ページです。懲戒処分数で減給が２名、交通事故と私的公用

車でということなのですけれども、公用車の私的、簡単に私的利用ってできるので

すか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 公用車につきましては、集中管理につきましてはデスクネッツというイ

ンターネットで管理しておりますので、使用につきましてはそちらに記入して使用

できるという状況になっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 例えば市外とか出るのに対して申告する場合は前ですか、後で

いいのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時19分 休憩 
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                       13時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） では、それはいいです。 

  次行きます。39ページ、研修名、総務委員会視察研修と厚生文教、産業建設委員

会研修あります。この効果ってどのように考えていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 行政視察という形で、職員の見分を広めるということとあわせまして、

議員さんと情報共有できるという部分について効果があるのではないかというふう

には考えております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 効果があるということなのですけれども、そのことについてど

ういうふうに人事課で考えていますでしょう。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時21分 休憩 

 

                       13時23分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 継続についてどのように考えているか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 検討いたしますけれども、先を見てという状況でございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 40ページなのですけれども、人間ドックと自己検診の受診者を

含む健康診断受診ですが、職員97.5％、わずかですけれども、受けない人がいるの

ですか。本来は100％のほうがいいと思うのですけれども、ここはどういう方が受け

ない。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時24分 休憩 

 

                       13時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 
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〇人事課長 受けなかったものについては、個々で受診しているという状況がござい

ます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 心の健康を見たいのですけれども、これここでわかるのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時25分 休憩 

 

                       13時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 40ページの表中でいいますと、１番の表の下段の臨床心理士による個別

相談という部分と、そこの下の囲みの中の産業医による健康相談、また２番の業務

委託関係の中のストレスチェックといったところの項目がそれに当たるかというふ

うに思います。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 現在裾野の職員で心の健康に問題を抱えている人って何人いま

すか。 

            （「暫時休憩をお願いします。」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時26分 休憩 

 

                       13時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 30年度で職員で心の健康で問題があって休職している人はいま

すか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ３名ということでされております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 期間は、それぞれどれくらい休職されているのでしょうか。 

            （「暫時休憩を」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時28分 休憩 

 

                       13時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  人事課長。 

〇人事課長 休職者のうち、１年というものが１名と４カ月、５カ月というものが２

名といったような状況になっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 休暇って１年とったらこの先どうなるのですか。ごめん、質問

の仕方悪いのだけれども、何年まで大丈夫なのですか。復職に大丈夫なのは何年ま

でですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 病気休暇という範疇でいいますと180日、休職につきましては最低３年と

なっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 30年度にこのメンタルで休職された人が復帰してきたという事

例はありますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 35ページに戻ります。長期の職員派遣なのですが、ちょっと基

本に戻ってそれぞれの派遣先の目的を教えていただきたい。ここにした目的。 

            （「ちょっと暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時30分 休憩 

 

                       13時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消します。 

  ７番の長期の職員の派遣先で、30年度を検証して、翌年に続けるところはみんな

継続ということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 30年度の継続。 

〇委員（内藤法子） 30年度でやったのを、それを…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時30分 休憩 

 

                       13時31分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 トヨタ自動車東富士の研究所の派遣につきましては、30年度ということ

で終わってございます。それ以外の、あと県のスポーツ振興課も県の交流事業とい

うことでやっておりますので、それ以外につきましては事業の関係上派遣している

という形になっておりますので、政策的な派遣というよりも少し毛色が違うのかな

ということですので、結果、そういうものでやっているものについては、31年度に

はないといった状況です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） トヨタ自動車の派遣は、いろんな意味で大切だと思うのですけ

れども、この30年度を見て継続しようというような議論はなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 トヨタの派遣につきましては、27年から３カ年やっているということで、

ある程度３年一区切りではないですけれども、そこの効果を見ながら一区切りをつ

けてというような状況もございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 36ページなのですけれども、６番の組織改編です。シビックプ

ライド推進室に市民協働室を移管して統合ということですけれども、市民協働とい

う名前がなくなったのにちょっと、市長は市民協働にすごく力を入れているので、

名前がなくなったことにちょっと不安を思っているのですけれども、その辺は議論

がなかったですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 名前の議論というよりも、より効果的な部分ということで組織会議を目

的として行っております。名称につきましては、特段具体的な議論という部分では

出ていなかったというふうなことでございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 前年度は市民協働室は……この３階のシビックプライド室に市

民が行くのというのは、何となくちょっと行きづらいというのがあるのですけれど

も、その辺は考えなかったですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 場所ということの問題ということだとは思うのですけれども、目的を達

成するためにはより大きな人数でやったほうがそれぞれ目的達成されるだろうとい

うことの観点で行っております。場所の関係につきましては、担当課のほうで不合

理にならないようにというか、ような対応をしていただくということでお願いする

しかないのかなと、その関係についてはそういうふうに考えております。 
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〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 同じページの育児休業のところですが、育児のための休暇をと

る男性職員というのはいなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 30年度には男性の育児休業者がございませんでした。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） いない、少ないという、このことについては、どのように認識

されていますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 男性の育児休暇の取得の推進は、図りたいというふうには考えておりま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 具体的にはどのようなことをされていますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 出産に伴う手続がございますので、そういうときにおきまして制度の説

明等は行っております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） あと、次のページの検証の中で、女性管理職のキャリア研修と

いうのはあるのですが、今裾野で女性管理職の割合というのはどのように捉えられ

ているのですか。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時35分 休憩 

 

                       13時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 今手元にございませんので、後ほど女性の管理職の率をご報告させてい

ただきます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） あと、時差出勤の制度が導入されていますけれども、聞いてい

いのかちょっとわからないですけれども、定時できちんと退庁している管理職員の

方というのはいらっしゃるのですか。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時36分 休憩 

 

                       13時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 個別に人事課のほうでそこの把握はしていません。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 何か市民にとってもとてもそこのところがきっちりしてもらっ

たほうがいろいろ改革されているということで、一応時間が過ぎても何となく人が

わさわさといるというような雰囲気が見える部分では、それとやっぱり時間が来た

らとにかく仕事終わってあしたに備えるみたいな部分とても必要だと思うのですけ

れども、その辺どうですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 議員おっしゃるとおりというふうに理解しております。先ほどの把握し

ていないという意味ですけれども、基本的には５時15分、終業したらば何にもなけ

れば帰るというのが基本ですので、そういう意味で把握していないということです。

ですから、残っている職員については、何らかの業務があったらというふうになっ

ているというふうには理解しております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 36ページ、隣の組織改編のところです。いつもわからないので

すけれども、民間の経営戦略のような言葉がずらずらと並んでいるのですが、人事

の硬直化、あと業務の属人化解消、あと業務の平準化、わかりやすい言葉でぜひ現

状をお話いただきたいと思いますが、それぞれ。何を問題なのか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 一つの例ということで答えますと、例えば小規模所属におきましては、

なかなか業務の情報共有ができないということがございます。そういうことですと

か、あと硬直化につきましては、長い職員がいると、なかなか異動も難しくなって

くるといったところが硬直化、属人化というのは同様で、例えばそういう職員が１

人で情報を抱え込んでいるということが属人化かなということです。これらが組織

にとっては余り効率的ではないという判断のもと、スリム化を図るということが今

回の組織改編の内容の趣旨となってございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 職員の人数が減ってきている中で、専門性を高めるという部分
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で、このことがマイナスになるということなのですか。そこに長い職員がいるとか

何とかという、それはそれともまた違いますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時39分 休憩 

 

                       13時40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 職員が減っている中で、専門性を担保するという意味で、この

対策というのは有効なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 個々の専門的な職員ということではなくて、であるならば組織において

専門的な知識を共有するべきという考えのもとで平準化をするといった意味でござ

います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それに関連してというか、派遣研修でいろいろな取り組みが、

39ページのところで取り組まれています。コンプライアンス推進の中で、一つ明確

な設計図書の作成というのがたしかあったと思うのですけれども、そこのところの

専門性をちゃんと担保していくための方策というのは、30年度のところではどのよ

うな取り組みをされたのかお伺いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時41分 休憩 

 

                       13時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 土木建築の専門研修につきましては、こちらに掲載しないという種もご

ざいます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、不十分であるという認識ではないということですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 こちらの人事課のほうで十分か不十分かという判断は少し難しいかなと

いうふうに思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 
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〇委員（岡本和枝） 39ページの自主研修グループ、2018年度で裾野たちばなプロジ

ェクトというのはゆずきちの種の保存と特産化の可能性を研究するというとても楽

しいグループがあったのですが、29年度のものなのですが、その実績報告はどのよ

うなものかちょっとお聞きしたいと思うのです。29年度の自主研修グループのその

後の実績報告。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 自主研修グループにつきましては、職員研修、職員の資質向上というこ

となので、それらを取り組む過程に政策立案的なことが研修の目的となっておりま

す。実際、29年に取り組んだゆずきちってありますけれども、その後事業展開とい

うところを主眼としているわけでないものですから、こういう成果取り組みました

ということの成果発表はされているということで終わってございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その成果発表でお聞きしてよろしいでしょうか、どのようなも

のだったのか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時46分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほどの質問は取り消します。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） １つだけ確認したいことがあって、36ページの２、労務関係の

（２）で、平成30年度に公務災害の認定件数が２件あります。この内容を教えてく

ださい。 

            （「暫時休憩をお願いいたします」の声あり） 

 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 この２件につきましては、骨折とか打撲という形で、一般行政職ではな

くて専門職、幼稚園と給食員という形になっております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは、原因を究明して今後のそういうことにならないように



- 39 - 

というところも人事が何か指導するのですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この公務災害というのは、比較的軽傷だったというふうに理解

していいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 はい、そんなにひどい事故ではなかったです。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 済みません。調書外になるかもしれないですけれども、人材育

成基本方針のほうでございます。これの２章の２の（５）の市民との交流の促進と

いうところあるのですけれども、これに資するような事業ではないにしても取り組

みというものの実践はあったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時48分 休憩 

 

                       13時49分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 職員研修の中でこれらの支出に関係するという部分であれば、コミュニ

ケーションに関する研修かと思いますが、こちらにつきましては市民の原動力とい

うことの内容になりますので、多くは市民協働室、昔のですけれども、というとこ

ろの中の取り組みが一つ大きな取り組みになっているというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時49分 休憩 

 

                       13時50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 済みません。１点、決算書の37ページの職員厚生費の委託料が

不用額があるのだけれども、これは当初予定していたものが全てできて、なおかつ
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不用額となったのか、そこだけ教えてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時51分 休憩 

 

                       13時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  職員厚生費につきましては、健康診断の部分が主で受診者の実績という形による

ものとなっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、当初予定していたものは全てできていると、そう

いう考え方でそうしてですか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 実施項目につきましては、実施されております。人数の関係の減となっ

ております。 

〇委員長（勝又 明） 村田委員。 

〇委員（村田 悠） １点、39ページ、派遣研修になります。指名職員を受講者とす

る講座が何個かあるのですけれども、これは担当課で必要であったから指名職員を

出した講座は、この中でどれがそれに該当しますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時52分 休憩 

 

                       13時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 担当課のほうで指名ということの意味でいいますと、危険物取り扱いで

すとか防火管理者の講習会がそれに当たるのではないかというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 調書の40ページですけれども、自己申告書の職務満足

度の詳細を教えていただきたいと思います。 

  暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時53分 休憩 
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                       13時54分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 申しわけありません。今各項の数字を持ってきていなかったものですか

ら、後ほど回答させていただいてよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 40ページの職員の厚生費のところです。30年度と29年

度、健康診断のほうなのですけれども、29年が277とかいう形から30年度が増加して

いますよね。所見があった方です。受診した方の85％が検査でひっかかってしまっ

ているということだと思うのですけれども、どんなことが要因というか、わかった

ら教えていただきたいと思いますけど。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 ふえた要因というのは少し分析までは至っていないのですけれども、こ

ちらのほうの有所見者につきましては、問題ないという人以外は全て経過観察を含

めまして有所見者となっております。１つ分析したのが内容としましては、脂質だ

とか肝機能の部分で悪い職員が多いといった状況ではございます。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 自分のことを言われたみたいで済みません。 

  それで、それに対して年齢層というのはどういうところが一番多いか教えてもら

いたいのです。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時56分 休憩 

 

                       13時56分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 個々の20代、30代という分析ではございませんけれども、やはり若年層

のほうは数値がいいということです。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） それに対して対応策というか、どんな対応をしている

か教えてください。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 特定の保健指導ということで、数値の悪い方、促しているといった取り



- 42 - 

組みをしてございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） もう一つ、メンタルのほうをちょっと教えてください。

今３人という先ほどお答えあったのですけれども、年齢層というか、年代、例えば

その３名の方は何歳、何歳、何歳というのがあったら教えていただきたいのです。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時57分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 何歳というとあれなものですから、50代が１名と30代が２名という形で

す。 

〇委員長（中村純也） ほかありませんか。 

  浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 済みません。調書の36ページの４、勤務時間とそのほ

かの勤務条件に関する状況の中の（２）の年次有給休暇の使用状況１人当たりなの

ですけれども、これは職員の平均値ということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 職員１人当たり年間の有休日数、有休ですか、年休は

日数は何日支給されていますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 採用年数によってちょっと違うものですからあれですけれども、最大で

40日となっております。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） そうしますと、平均値ということで、年代別という中

でありますが、非常にちょっと年休取得の率が悪いように感じますが、その辺のと

ころをどう感じられておりますか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 目標としましては、次世代育成というふうな中の取り組みの中で、10日

を目標としているということです。至っていない部分がありますので、そちらを目

指してやっていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） ほか市町でベンチマークといいますか、そういった情

報等々はとっているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 人事課長。 

〇人事課長 県のほうの数値といいますか、そういう中で情報が得られるケースある

ものですから、そういう中で把握に努めているところではございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 浅田委員。 

〇分科会外委員（浅田基行） 今目標が10日というお話がありましたけれども、一般

企業といいますか、今民間企業って年間20日という状況で、15日ぐらいを大体目標

というのがあります。ぜひ高い目標を持ってやっていただければ、これは要望とい

う形で終わります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又豊） 40ページなのですけれども、職員の健康診断ですか、その中で人

間ドックと破傷風予防接種というところなのですけれども、これは29年度も30年度

も大体似たような人が受診しているのですけれども、同じ人がやっているのですか、

それとも輪番みたいな形なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時00分 休憩 

 

                       14時01分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  人事課長。 

〇人事課長 破傷風のほうにつきましては、輪番という形で特定の業種となっていま

す。人間ドックにつきましては、例えば障害の方で検診が一緒に受けられないとい

うふうな方が人間ドックを受診したという形になっております。 

            （「ちょっと休憩でお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時01分 休憩 

 

                       14時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより、認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する
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意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で人事課の質疑を終わります。 
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行政課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） まず、54ページの行財政構造改革のところからです。 

  内容に関しては、昨年度からなので、あれですけれども、結果の報告と公表につ

いてですが、実際ここには３つ分のしか書いていないのですけれども、これ以外で

市民の方に対する告知に対する活動というのはありましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 結果公表につきましては、下段に書いてある記載、この３つのみ

となっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 戦略広報課のほうになってこようかなという気もしているので

すけれども、市民の方への周知という点が議会からも指摘はかなりあったと思うの

ですけれども、にもかかわらず年度中にはこれで十分というふうな認識ということ

でよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 こちらにつきましては、個々の案件につきましては、担当課より

各市民の皆様方に丁寧な質問をするという形で対応をさせていただいております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） この点はわかりました。 

  57ページのほうです。行政不服審査会の部分なのですけれども、内容を可能な範

囲でご説明いただくことは可能でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 こちらは、土地区画整理事業に伴います建築行為不許可処分につ

いての審査請求となっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 現在の継続、30年度中に終了してはいないですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 29年度から継続審議をしておりまして、30年度の２回あわせて第

３回の審査を得まして、結審をしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点はわかりました。 

59ページでございます。庁舎の設備点検保守管理業務委託の庁舎管理業務の点な

のですが、この業務委託の契約というのは、期間はどういうふうになっていますで

しょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 
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                       14時36分 休憩 

 

                       14時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 平成29年４月１日から平成32年３月31日までの３カ年の長期継続

契約となっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） ３カ年、そうすると30年度は……わかりました。後でこれは別

でいきます。 

  59ページ同じくなのですけれども、６番のところです。右側の中段ぐらい、久根

公文名山入札広告なのですけれども、現状に関しては特段動きはなく、そのまま入

札なしのままでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時37分 休憩 

 

                       14時37分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  総務部長。 

〇総務部長 久根公文名山につきましては、公告しまして一応しておりまして、その

後申し出がないものですから、現在のままになっております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 行政課としてここを活用しようとかということで何かお考えは

ありますか、協議はありましたか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時38分 休憩 

 

                       14時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  総務部長。 

〇総務部長 もともと公売にかかった理由が庁内で活用について特になかったもので

すから、後申し出があったから、公売にかけたということでございます。現在、そ

の状況が変わっていないものですから、もしあればあるかもしれませんけれども。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。 

  60ページお願いします。２番の選挙出前授業で、先ほど説明の中ではあったので
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すけれども、基本的には主権者教育の一環で、これは高校２年生というのが対象で

決まっているものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 高校２年生の３年生になる年が要するに18歳になるものですか

ら、その前に受けていただこうということと、あと高校３年生はちょうど進学の時

期になるものですから、ちょっと時間的にとれないということで、２年生を対象に

という形で考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 例えば高校１年生ですとか、その前の中学生とかということは、

想定としてはほぼあり得ない話ですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 もちろん早ければ早いほどその部分については対応できる可能性

はあるかなと思います。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そういった協議はなかったので、２年が受けられないのであれ

ばやらなかったというふうな、そういうことでいいですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 高校のほうには、２年生も含めましてお話をしておりますが、別

に１年生でなければいけないということで私どもはお話をしているわけではなかっ

たと認識しております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 56ページの官製談合の関係だけれども、発生して３年ぐらいた

とうとしていると思うのですけれども、予定価格は今事前公表しているのです。そ

ういう中で、そろそろ事後公表とか云々とかいろいろ考え方あるでしょうけれども、

30年度で何か検討したことありますか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 指名委員会という席の中では、確かにその当時３年程度という話があっ

たものですから、どうしようかという話は出てはいましたけれども、具体的にいつ

からというふうなまだ検討は至っておりません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 落札率の関係をちょっと聞きますけれども、僕が見る限り大分

落ちついて下がってきているのかなとは思っているのだけれども、そっちの考え方

はいかがでしょう。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時41分 休憩 
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                       14時41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 平成27年当時の落札率が95.2％でございます。平成30年度の落札

率が92.6％という形で下がってきております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時42分 休憩 

 

                       14時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 下がってきており、落ちついていると考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 前後してしまってあれですけれども、58ページの太陽光発電設

備の発電施設、非常用電源として使うとは思うのですけれども、有事の際には恐ら

くそれが庁舎の建物に何らかの効果が働いてくると思うのだけれども、何か実験み

たいなのしたことありますか。要するに一回…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時42分 休憩 

 

                       14時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 実は実験というか、昨年度庁舎の早朝にちょっと停電になりまし

て、復旧は８時ぐらいにしたのですが、10月に一度そういうふうな状況になりまし

て、把握はできております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 効果として十分にある程度は期待できるということなのかな、

非常時に。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時43分 休憩 

 

                       14時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 今の発言を取り下げさせていただきます。 

  太陽光についての検証については行っておりません、現時点で。 
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〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 実は平成26年に１回、たしか26か27にやっているのです。だか

ら、もう一回ぐらいやってもいいのかなと思っています。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 59ページの車両管理費220のところなのですけれども、車両は78台

ありますけれども、ドライブレコーダーというのは何台ついているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 ドライブレコーダーは、24台掲載しております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 今年度購入するという考えはなかったでしょうか、30年度。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 30年度につきましては、予算措置をとっておらず、対応はしてお

りません。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 暫時休憩をお願い。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時45分 休憩 

 

                       14時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 58ページの特定財源等で、公用車使用料の自主返納２万877円、

燃料代ということなのですけれども、この公用車を私的に簡単に利用というのはで

きるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 公用車につきましては、庁内にありますデスクネッツという機能

を使って担当課員が予約して使うシステムとなっております。今般の私的利用に伴

いまして、再発防止策として先ほど申しましたように記録簿、実際乗った後に書く

記録簿についての改正を行い、不正使用ができないような形で改正をしております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） だから、申請するに対してはやっぱり事前に申請するべきです

よね。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 申請自体は、個人でやっていただくのですが、事後のほうで要す

るに厳しくチェックをするというふうな形の体制をとっております。 
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〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 59ページの車両管理についてお伺いします。 

  先ほど集中化していくということですが、この車両は30年度お使いになってみて、

減らすというような考えは議論されなかったでしょうか。その車両を公用車の数を

減らしていくと…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時48分 休憩 

 

                       14時48分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 平成30年度におきましては、集中管理車両以外に公用車12台程の

シェアリングを実施しております。その中で全体的な利用等を含めて検討していく

というふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今後、効率化的に使って減らしていくということは理解しまし

た。 

  それでは、同じページの１番ですけれども、電気料の件なのですけれども、ＰＰ

Ｓで電力自由化になったときに、そういうＰＰＳを利用するということで削減した

経緯があると思うのですけれども、現在東電以外の削減のために自由化のほうを利

用しているというのは、場所はどこがあるのですか。それは、もうふえていないと

いうことかな…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時49分 休憩 

 

                       14時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の質問取り消します。 

  電気料の件ですけれども、電力自由化ということで、安いところを使うという工

夫はされておりますか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 東電以外のところと契約しており、安いところと契約をしており

ます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、60ページをお願いします。 

  60ページの２番の選挙出前授業で、裾野高校はなかったということですが、不二
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聖心、もう一つ高校がありますが、そちらには声かけはしていないのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 そちらのほうにはアクセスというか、依頼はしておりません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 公立と私立ありますけれども、市内の高校ということで、当然

声かけをしていいと思うのですが、30年度なかったということで、今後につなげて、

この高校生を教育していくというので、やる方向で30年度検討したのでしょうか。

なかったから、もうこれから先もやらない、今後公立も私立も…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時52分 休憩 

 

                       14時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 以前に平成29年当時に不二聖心のほうにも依頼をしております

が、結果として受けられないという形で回答を得ております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） とりあえずいいです。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 53ページ、市内総合賠償補償保険がありますけれども、今裾野

市内でスポーツ施設とかの指定管理者の制度を導入されていますけれども、指定管

理者が導入されている施設も同じように、これは対象になるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 なります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは、そこで行われている全てのことに対して対象になると

いうことでいいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時53分 休憩 

 

                       14時54分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 指定管理事業者が行う自主事業は対象になりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 指定管理者のほうは、独自の何かそういう保険を持っていると

いうことで。 
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〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 基本的にはそういうふうな形で対応をしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） あと、子供の施設なのですが、放課後児童施設の場合は、公設

民営という形で今までも来て、今度は新たにまた民間の事業者に委託をするのです

が、同室の場合は同じ、それとも何かほかの保険が…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします 

                       14時54分 休憩 

 

                       14時56分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 対象となります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 58ページ、土地売り払い状況がありますが、２番と11番につい

ては状況等の説明がありましたけれども、他のものはどのような状況の土地の売り

払いなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 用途廃止に伴います水路、道路等の一部払い下げとなります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 午前中の審議の中で、都市施設の基金の積み立てが少なくなっ

ている部分では、土地の売り払いのものを当てていくというようなお話がたしかあ

ったのですが、この土地売り払いの方針みたいなものって、方針というか、工事の

ついでに出てきたから売る、何かその土地を売り払うことによって財源を得るみた

いな、そういう計画というか、方針みたいなものというのは何かあるのですか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 午前中の関係の話になりますと、都市施設建設基金のほうに積み立てを

考える場合には土地をという話で、行政課の普通の売り払いで今話しているのは、

よく換地、水路とか白地みたいないろんな公共のものを用途がなくなったので、払

い下げとか、ことで出している部分がこの部分です。これはただどんなものがある

かとか、年度年度で変わってきますので、こういうのではなくて、どちらかという

ともう少し市が普通財産で持っていたもの、例えば旧庁舎とか、そういうようなも

のを売った場合には、お金の活用としてそういうものを考えていきたいというふう

な話でございました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 先ほど委員のほうからも少し質疑がありましたが、調

書の59ページの220車両管理費のところですけれども、平成29年に行革推進委員から

の意見書が出ました。 

  暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時58分 休憩 

 

                       14時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇分科会外委員（井出 悟） 行革推進委員が出された意見書に対する対応並びにそ

れをどのようにやられたか、お願いします。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 平成30年度の取り組みとしましては、先ほども申し上げましたよ

うに、公用車のシェアリングの拡大ということで、集中管理者以外に公用車12台の

ほどのシェアリングを実施して、全体的な利用度を含めて図ってきたということで

ございます。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 行革推進委員からは、削減することによる経費の削減

も可能性が示されているというふうに見えるのですけれども、行財政構造改革の中

でこの速やかな削減という部分は、どのような議論があったのでしょうか。 

  暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       15時00分 休憩 

 

                       15時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 シェアリングの実施等の実績を見ながら、公用車の集中管理化の

可能性を探っていっております。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 今の30年度の結果をもとに31年度またさらに進んでい

るということになっている認識で大丈夫ですか。 

〇委員長（中村純也） 行政課課長代理。 

〇行政課課長代理 現在、それを含めて検討しております。 
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〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又 豊） 59ページです。久根公文名山入札の件なのですけれど

も、ここに土地利用条件つきとありますけれども、どんな条件なのでしょう。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       15時03分 休憩 

 

                       15時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  総務部長。 

〇総務部長 この用途指定につきましては、第３次国土利用計画裾野市計画に基づき

まして、森林の水源涵養、景観保全、治水などの機能維持を図るとともに学術研究

拠点を形成する用途として売り払い申請に添付した事業図面とか利用計画というこ

とを見させていただいて、検討するということでございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又議員。 

〇委員外議員（勝又 豊） それでは、80ヘクタールで５億何がしかの予定価格とい

うことなのですけれども、これの金額の根拠というのは。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 こちら、標準各地について鑑定をとりまして、それから全体額を算出し

ております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又議員。 

〇委員外議員（勝又 豊） 暫時休憩でお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       15時04分 休憩 

 

                       15時05分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又議員。 

〇委員外議員（勝又 豊） これが入札できなかった理由というのは何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 総務部長。 

〇総務部長 申込者がなかったということで不調になっております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「ちょっと聞かせてください」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       15時06分 休憩 
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                       15時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより、認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する

意見はありませんか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ここで意見を述べることになると思わなかったのですが、行財

政構造改革の事務ということで、歳入歳出の均衡を図るということなのですが、市

民直結の本当に小さなところのサービスを削減しながら数字を合わせているという

現状、大きいところをしっかり見ていない、そういう方向性に対して反対の意見で

す。 

  それで、あとこの問題について各市民へ丁寧な説明をするということでしたけれ

ども、質問をしてしっかり意見を聞くということもあわせてやっていただきたいと

思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で行政課の質疑を終わります。 
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検査監 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １点だけ、64ページの竣工評定のＤランクが１つあると思うの

ですけれども、普通であるということだから問題はないと思うのですけれども、こ

この業者はその後なのか、それ以前なのか、ほかの工事でどうだったかというとこ

ろをちょっと聞きたいと思います。わかりますか。 

〇委員長（中村純也） 検査監。 

〇検査監 この建設課の工事につきましては、この工事に限ってＤ評価となっており

ます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  検査監。 

〇検査監 業者につきましては、この１件の工事で、その他につきましては通常のＢ、

Ｃの評価となっております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） このＤという評価は何かあったの、特に要因があってＤになっ

たのか。 

〇委員長（中村純也） 検査監。 

〇検査監 この工事は、書類の不備等がありまして、主に施工体制台帳というものが

あるのですけれども、そこのところの業者との下請等の変更等もありまして、そこ

ら辺の書類の手続に不備があったということで、主にＤという評価になります。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  次に、分科会外委員の質疑を、質疑はありませんか。 

  土屋議員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 今のＤランクの関係なのですけれども、書類の今不備

ということだったのですけれども、完全に現場の施工が悪いという工事で私指摘し

たことがあるのです。例えば舗装なのですけれども、舗装の１車線１車線随時やり

ますよね。 

  暫時休憩。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 
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                       15時14分 休憩 

 

                       15時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 今の質問は取り消します。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより、認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する

意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で検査監の審議を終わります。 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和元年９月３０日（月） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（中村純也） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、先日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

 

企画部 

秘書課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） おはようございます。お願いします。負担金のところなのです

けれども、この中で義務的なものというものとそうでないものというのは分けるこ

とは可能でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時07分 休憩 

 

                       ９時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 委員長、先ほどの質問は取り消します。 

  負担金の中で、行っている各会議に関してその効果のほどをどのように分析され

ていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時09分 休憩 

 

                       ９時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長。 

〇秘書課長 会議等に出席いたしまして、そこの情報等を各担当部署に流しておりま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） １点でも具体例が明示できればお願いします。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 



- 59 - 

〇秘書課長 教育再生会議等、そういう会議等で教育部のほうにものを流しておりま

す。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １番の市長の公務の状況ですけれども、ここに書いてあるその

他の部類に入るとは思うのですけれども、裾野市単独で国へ行ったり、県へ行った

り要望活動した回数というのはおおむね何回ぐらいかわかりますか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 正確には出しておりませんが、20回から30回程度、この108回のその他の

うちの中に入っておると思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） わかりました。それで全国市長会とかいろんなところへ行った

ついでに東京寄るとか国へ寄るという回数も多分あるとは思うのですけれども、そ

れは全国市長会のほうへ入ってしまっている。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時11分 休憩 

 

                       ９時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 日程上は１日の中でこなすのですが、全国市長会、それから会館が

別のスケジュールということでつくっておりますので、108回のほうにそちらは入っ

ています。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ５番の業務委託、これ運転手の委託だと思いますけれども、こ

れ150日って書いてありますけれども、それ以外に職員が運転したりしている回数と

いうのはあると思うのですけれども、休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時12分 休憩 

 

                       ９時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） 職員がこれ以外に運転している日にち、おおむねで何日程度、

何回程度で結構ですから、お答えください。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 
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〇秘書課長 送迎等も含めますと、ほぼ毎日になります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、運転業務委託をする場合としない場合の、職員が

できるところは職員がやる、そうではないところは業務委託していると、なるべく

経費を少なくするという、そういう考えのもとでやっているのですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ４番の表彰のところでちょっとお聞きいたします。この市長表

彰というのは基準等あるのですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 表彰につきましては、裾野市表彰条例並びに裾野市表彰条例の施行規則

に基づいております。また、別紙に表彰審査の推薦基準というのは設けてございま

す。その基準を満たしている者につきまして、個人、法人等を表彰審査委員会にお

きまして、選定をお願いしているところでございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 推薦するに当たりまして、多分区長さんとかいろんな人から推

薦があると思うのですけれども、区長さんというのはこの基準というのを知ってお

りますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 区長のほうは基準というのはわかっていないと思います。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） そうすると、推薦するってなかなかちょっと厳しいと思うので

すけれども、その点どうでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 本市に公益寄与、いろんなものをしておる方、また個人、団体等に表彰

するものでございまして、もともと、最初から基準等を皆様にお見せして、それに

基づいて表彰するということはこちらとしてはないのではないかなと考えており

ます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時15分 休憩 

 

                       ９時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。執行率77.1％、従って不用額が大きいのですけれ
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ども、75万4,000円については委託料のことで説明していただきました。あと、報償

費と旅費と需用費が押しなべて不用額出ているのですけれども、ここのところもう

ちょっと説明していただけますか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 報償費につきましては、部課長会議等講演の関係、こちらのほうの予算

を取っておりましたが、そちらのほうを回数を減らしたことと金額が減ったこと、

もう一つは市長表彰の人数が少なかったことが報償費の中でございます。あと、需

用費につきましては、やはり市長表彰の関係、こちらのほうが人数が少なかったこ

と、あと１点市長車、セルシオを公売いたしまして、このセルシオに取っておりま

したスタッドレスのタイヤとか、こちらのほうが使用しなくて済んだということで

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 当初予算では報償費ですか、部課長会議ということで43万2,320円

取っていたのですけれども、その減らしたことで支障とかはなかったのですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 特にございません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、３番の市長交際費でお伺いします。会費が前年度の

92件から78件に減っているのですけれども、主にどういった会費が減ったのでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時17分 休憩 

 

                       ９時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 支障のない範囲で削減のほうさせていただいております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その下に雑というのがあるのですけれども、この雑という中身

は、20件増えているのですけれども、この雑、雑費ですか、この中身は何でしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 手土産等ＰＲとして使った分でございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件はわかりました。 
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  あと、１番に戻りますけれども、秘書の公務状況で多分その他のところに市民と

かが訪問してきたとかいうのもあると思うのですけれども、市民と語る会とか制度

として直接市民が市長に会える機会とかいうのをつくっていないのですけれども、

これはそのことに関しては議論はなかったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 特にございません。暫時休憩。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時19分 休憩 

 

                       ９時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 市民の中にはやっぱり定例的に市長と語る会とか、そういう機

会を設けてほしいという声はあるのですけれども、そういうのは秘書課には聞こえ

ていないでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 声が聞こえていないということはないと思いますけれども、市長の公務

も日々変わってしまいます。なものですから、何カ月か前から予約しておいて、ど

うしてもその日に別の公務が入った場合にキャンセルになってしまうということが

ございますので、なるべく市長が公務がないところであれば来客対応というのはで

きるような形にしております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） わかりました。そういうのが市長と語る会がないという理由は、 

やっぱりちゃんと説明機会があれば説明してあげていただければ結構です。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 決算書のほうで需用費の流用、これはどのようなものなのでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 流用の関係ですよね。11節一般消耗品から12節賃借料のほうに６万円の

流用を行っております。こちらのほうは、先ほども勝又委員さんのほうからありま

したようにタクシーとか、こちらのほうの金額が載せてありまして、そちらのほう

に流用してございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 何か６万円もの流用ということですが、それは当初想定できな
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い状況が何か発生したのですか、タクシー。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長。 

〇秘書課長 運転委託をしないかわりにいろんな会議の中で懇親会等の会議の帰りを

タクシー等を使わせていただいています。暫時休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時22分 休憩 

 

                       ９時23分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 運用の中で一番効率のいい方法を選択した結果であります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、今年度の予算にはしっかりこの部分は組み込まれて

いるのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時24分 休憩 

 

                       ９時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、31年度の当初予算への影響というのはあるのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時25分 休憩 

 

                       ９時26分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 市長の全国市長会議等への参加があるのですが、今全国市長会

で国に対しても50件とかいろいろ提言をしていますけれども、その取りまとめとい

うのはどのようになっていくのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 国への提言につきましては、まず県の市長会がございます。県の市

長会から東海市長会のブロックに上がります。東海市長会のブロックから今度全国

市長会へ上げていくというステップを踏んでおります。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 
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〇委員（岡本和枝） 30年度のところで裾野市として提言したものというか、提案し

たものというのは何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 少子化対策に係る部分、とくに保育料に関する部分については提言

しておりますが、ただしそれはほかのまちでも同じように当然提言しておりますの

で、これが裾野市だというものが全国に行っているというものは見えづらいのかな

と思いますが、裾野市のものについても上げております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 当然他市も一緒ということはわかるのですけれども、具体的に

はどのような提言されましたか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 多子軽減の関係で裾野市単独でこの９月までやっている部分があり

ましたので、その分についての要望のほうはしておりました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） あと、市長の公務状況で来客等246件ありますけれども、これを

目的別に分類というか、何かそれはされていますか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 目的等の分類はしておりません。市民の方で市長に会いたい、話を

したいという方がいらっしゃればそれぞれもう入れているという状況でございま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、それは提言を持ってきたりとかいろいろとにかくひっく

るめて市民の方に会われたという数と解釈してよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 市民ばかりではなくて団体の方もいらっしゃいますので、そういっ

たものもトータル含めての来客対応になっております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 先ほど増田委員も質問されましたけれども、いろんな会議

に出て効果、内部の部署に振るということで効果としていたのですけれども、30年

度振って返ってきて形になったものって何かありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時29分 休憩 
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                       ９時30分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 秘書課としましては、随行等で秘書が情報を仕入れてそれを各課に

展開かけていくということが秘書課の仕事になっておりますので。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今ので秘書課が振るまでが仕事だということがわかったも

のですから、これからの決算審査の聞き方というのは秘書課からどういうものが送

られてきて、どういう展開を起こしましたかということを各課に聞かなければいけ

ないということはわかりました。 

  もう一点お願いします。市長の公務状況で1,475件の公務もこなしているのですけ

れども、市長の稼働日数というのは何日になりますか。かぶっている公務があるも

ので、出ている日数です。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 年間365日のうち元旦も市長出ますので、もうほぼ300日以上は稼働

していると考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 市長、副市長の公務状況のところなのですけれども、

イベント等の来賓の出席の回数の多さに対する課題意識ってありますか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 秘書課としてそれが課題かというところは考えておりませんが、そ

の団体、集まりの方が市長呼んで挨拶をということですから、それが秘書課として

これは要らないだろうという判断は特に表だってはちょっとできないのかなと思っ

ております。 

〇委員長（中村純也） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 自治体によっては、それぞれ担当の課長とか、部長と

かが直接出向いたほうが課題意識を地域の団体とかと共有できるみたいな視点でむ

しろ市長ではなく、その担当部課長が行くというところをとっているところありま

すけれども、そういう議論はないのですか。 

〇委員長（中村純也） 秘書課長代理。 

〇秘書課長代理 そういったイベントにつきましては担当部長ですとか、担当課長が

行っている、呼ばれているというパターンもありますので、逆にもしいなければ秘

書のほうから担当部課長のほうにこういった話があったというふうに展開をかけて
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おります。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、秘書課の質疑を終わります。 
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企画政策課、情報政策室 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。調書のほうの16ページからです。課長のご説明

にもありましたが、後期基本計画の達成目標の部分が至っていないというふうなお

話だったのですが、至っていないというか前年29年度の決算よりも数値として落ち

ているのですが、この点どのような認識でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 その点なのですけれども、後期基本計画のほう達成率は29年度が

39.1％でしたので、こちらは少しながら上がっておりますが、総合戦略のほうが50％

が38.5％ということで下がっております。これは達成をしたという数字は上げてお

りますので、達成見込みも含めますとほぼ、昨年と総合戦略のほうは同程度となっ

ております。ただ、指標としまして、転出者の抑制という部分があるのですが、や

はり大手事業所の動向が影響するなどそういう部分の影響が出ているというふうに

も考えております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 下がっている部分、それだけで下がっているかなという気もす

るはするのですけれども、それはそれとして、現状、これ監査の指摘からもありま

したけれども、数値として30年度の段階でこれを令和２年度までの目的達成に向け

て改善するための協議というのはどの程度行われていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 各課に分析をしていただきまして、どういう点が達成できないかと

いう分析をしてもらいまして、その対応を書類としてとにかく出してくださいとい

うことで各課に分析を依頼しまして、その対応を要請したところであります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それは30年度中にはもう終了しているという話でしょうか、そ

れとも30年度からまだ継続している話でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 当然前年度中に結果が聴取しましたので、それについての対応を求

めるとともに当然今年度もそれについて実行してくださいということでさらに協議

をしたところであります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） ということは、31年度の決算では数値としては上向いているの

は間違いないだろうというに判断していいですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 
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〇企画政策課長 そういうふうに期待しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 別のところ行きます。別のところと言いながら16ページではあ

ります。地方創生推進交付事業、これ２事業あって、実際には担当課だと思うので

すが、企画政策課としてそれぞれの事業をどのように認識しているかというのをお

聞かせいただいてもいいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 屋上緑化推進事業につきましては、新しい産業を興すということで

意義があるというふうに感じております。また、連携のプラットホーム事業につき

ましては、いわなみキッチン等に事業が委託で行われているというふうに考えてお

ります。近年その評価が高くなっているということは常々感じているところです。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） それぞれ関係課で管理していると思いますが、市のこれからの

持続性に資するものだというふうに判断しているということでいいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 地方創生の意義にふさわしい事業だと考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 別です。こちらの③の部分です。総合戦略のほうだろうかと思

うのですけれども、これ参加人数というのはどういうふうに数えていますかで暫時

休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時57分 休憩 

 

                       ９時57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 創生計画を開いておりますので、その出席者の人数を記載しており

ます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 18ページです。公共交通網形成計画の部分です。形成計画の中

で基本方針と19の事業を上げられて、30年度初年度として検討のものもあればいろ

いろあると思うのですけれども、それぞれ細かくなくていいです、掲げたものに対

して網計画どの程度実行できているかというのを大枠でお答えいただいてもいいで

しょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時58分 休憩 

 

                       ９時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 この４月にすそのーるの路線網の再編をしております。また、次の

各種議論の土台となります公共交通マニュアルを今年度策定するということで、現

在進めておる状況です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今年度というのは令和１年度ということでいいですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 19ページでございます。細かい話ですが、高齢者バスタクシー

利用助成のほうなのですけれども、この数値が減っている要因というものはどうい

う点でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 28年、27年の数値を見ますと、28年は940枚、94人の申請がありまし

たので、27年度は840枚ということで29年度が少し突出して多かったようにも受け取

られておりますので、使用率が下がっておりますので、ただ昨年はバスの便数等が

大幅に減少したことも考え合わせますと、そこの影響で使い切れなかった方も出て

きたのかなというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今のご説明ですと、バスのほうが減っていないと話のつじつま

合わないのですけれども、タクシーのほうが減っているという点です。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 バスの利用が減ったということで、券を両方とも結果として使われ

なかったというふうに考えているという状況です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わからないけれども、わかりました。 

  20ページ行きます。データ利活用のところです。この一番下の部分のデータ利活

用エキスパート認定22名というのは、これは職員ということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） この職員の方の所属課の内訳というのがもしわかればお願いし
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ます。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 現在資料を持ち合わせておりませんが、さまざまな課から職員を出

していただいております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今後の拡大というものはしていく想定でいらっしゃることでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 できれば各課に１名程度はそういう知識を持った職員がおるような

形にしていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点で、現状で見える効果というもので出ているものがあれ

ば教えてください。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 現在総合計画を策定しておる段階ですが、その指標設定に分析のと

きに役立つような知識を今現在教育しているという段階ですので、まだ明確にお示

しできるような段階にはなっておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。調書には直接ないのですけれども、産業部のほ

うで企業訪問やっています。それに対して企業立地は産業部だからかもしれません

が、企画部門が同行したことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 私の承知している範囲ではおりませんが、企業に職員が定期的に打

合会を持つような形に現在はなっております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今のは…… 

            （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時03分 休憩 

 

                       10時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 職員が行っているところは１社ですよね。そうではなくて、企

業訪問というのは各企業を回るから、そういうところで市ができること、あるいは

向こうの情報をもらってきたりしているはずなのです。それ庁内に展開していくた
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めにはどうしても企画部門の考え方が必要なのかなという意味合いで聞いているの

ですけれども、いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 確かにおっしゃるとおり企画もその訪問結果について必要があれば

協力していきたいというふうには考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、産業部が行ってきたものの情報については企画部

門はその都度承知しているって、そういう考え方でいいのかな。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 特別なことがあれば連絡をしてくるという今の現状になっておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 暫時休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時04分 休憩 

 

                       10時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 17ページの広域行政のところ、現在長泉町と広域というか、一

部事務組合つくって斎場やるのだけれども、広域行政で長泉町というのはそんなに

広域的なお付き合いというのは現在やっていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 ここにあるような広域行政の枠の中では直接のものはありません

が、個別個別で県の東部という枠組みで個別の連絡体制、協力体制はできておると

いうふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時07分 休憩 

 

                       10時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 長泉町との単独での連携という、そういう部分というのは考え

たことあるのかなというか、実際にどういうつながりを持っていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 
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〇企画政策課長 特定の定期的なつながりは持っていない現状です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 20ページの権限移譲の関係ですけれども、30年度で新たに権限

移譲されたのはここの中に載っていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時08分 休憩 

 

                       10時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 後ほど調べて回答させていただきます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時08分 休憩 

 

                       10時09分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 権限移譲で事務量が当然増えてくるわけだから、そこがまず最

初に情報が来るのは企画部門ってなると、組織を持っている総務部門との連絡調整

というのは図られていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 今の権限移譲につきましては、移譲を受けたい事務について問い合

わせが来て、それに対して担当課が受けたい、受けたくないというふうな回答をす

るような形になっております。ですから、その時点で当然人員配置と権限移譲の内

容等見比べて各担当課のほうでまずその判断がされると思います。その上で企画の

ほうで大丈夫かというふうな問い合わせ的なものをするというような形で現在やっ

ております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 担当部署は当然それは意見聴取をするからいいのだけれども、

それを受けてやることになった段階でもやる前でもいいのだけれども、人事当局、

あるいは総務部門との調整はしていますかということです。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時10分 休憩 

 

                       10時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 企画のほうで直接総務部門と調整するということは基本的にやって

おりません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） これからやっていったほうがいいと思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ９番の国土利用計画の関係ですけれども、届け出があると市の

計画があれば当然買い取り協議団体として申し入れすることができるのだけれど

も、この中でそういうケースってありましたか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 昨年度はございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ここに太陽光発電とかいろいろあるのだけれども、国土利用計

画の届出が出た場合に当然規模によっても土地利用も係ってくるはずですから、ま

ちづくり課との情報共有はできていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 できております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 23ページです。統計の関係ですけれども、統計調査員の確保と

いうのはスムーズにいっていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 苦慮しておるところであります。 

            （「休憩してください、委員長」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時12分 休憩 

 

                       10時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 苦慮しているという話ですけれども、対応はどうしていますか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 例えばシルバー人材センターに募集をかけるとか、ハローワーク等
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で募集をかけておりますが、なかなか集まらない、また協議会に属している方の人

づてにお願いをしているというところですが、なかなか高齢化等もあって思うよう

に人が集まらないという状況であります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 何とか対応できているということですから、これからの話もあ

りますので、いろいろ工夫はしていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 21ページの地下水対策としまして、富士山自然動物公園の環境

保全に関する水質検査、立ち会いということなのですけれども、この結果というの

はどういうふうになっているかわかりますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 基準内ということで、全ての回数基準内でありました。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（勝又利裕） これは、公表しているのですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 異常があった場合は公表するという段取りをしております。また、

問い合わせがあればこういう結果でしたということで説明のほうはさせていただい

ております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） わかりました。別のところ行きます。 

  17ページ、（１）の主な取り組みとしまして地元説明会等の開催ってこれ３日間

富岡地区への説明会がありましたけれども、これはどういう意見と課題等あったの

でしょうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時14分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 今資料を手に持っておりませんので、後ほどまとめて回答させてい

ただきます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 16ページの４です。一番右下です。みらい会議がありますけれ

ども、これ市長による市政報告、この参加人数を多いと思いますか、少ないと判断
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している、どちらでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 動員等をかけておりませんので、これだけ集まっていただけるのは

多いというふうに正直考えております。 

            （「休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時16分 休憩 

 

                       10時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 動員をしていなくて来ていただいたということですけれども、

やっぱりもうちょっと参加していただきたいという気持ちがあるのですけれども、

何か工夫とかいうのは、待ちの姿勢だけだったのでしょうか。この結果を受けてど

うしようというふうに判断されたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 参加者の年齢構成等を考えまして、少し高齢の方が多かったという

ことで、例えば題を変更しようということで、例えば今年ちょっと中断しましたけ

れども、学校について取り上げてもう少し若い世代の声を聞くというような形で工

夫をさせていただいたところです。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そういうふうに工夫していただいたということはありがとうご

ざいます。先ほど説明のときにこれは市民への説明と意見聴取のためにやったとい

うことですが、ここで出た意見はどのようなものがあったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 例えば３月24日なのですけれども、10年後の裾野市のワークショッ

プということで、こういうまちになりたいというような意見が出ております。また、

暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時19分 休憩 

 

                       10時20分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、皆さんの意見が行政の中にどういうようにフィードバッ

クして、どうやって生かされるのかお伺いします。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 
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〇企画政策課長 今回のワークショップの結果につきましては、第５次総合計画策定

のときに意見の一つとして参考にさせていただいておるところであります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その点わかりました。よろしくお願いします。 

  それから、19ページなのですけれども、（６）の高齢者バスタクシー利用助成事

業なのですけれども、これ１人当たり100円券を10枚を交付ということで、１回に

100円しか使えないのですよね。その使い勝手が悪かったというところの分析という

か、どうすれば使っていただけるのかという分析はなかったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 そういう部分を含めてまして、今年度2,000円にしまして、利用も

200円まで、２枚まで利用できるというふうに工夫をしておるところであります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 極端に言うと1,000円１回使ってしまっていいではないかという

ような議論はなかったですか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 なるべく乗っていただきたいということがあるものですから、それ

で１回の上限を導入しているという事情もありますので、１回ですと１回で終わり

ということですので、なかなか乗車人員の慣用には結びつくのは難しいなというふ

うに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでも、その利用率が半分に満たないのであれば、使わない

よりも使ってくれたほうがいいと私は、１回でもいいから出ていただいたほうがい

いと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 今年度の利用実績等を含めてまた方法等は検討していきたいと考え

ております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 同じ19ページ、一番下のところに第４次裾野市総合計画のバス

路線や便数の満足度ということで10％という数値がありますけれども、この10％と

いうのはどういう考えで目標設定されたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時22分 休憩 

 

                       10時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 満足度がやはり10％以下ということで１つの途中経過として10％の
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数値を掲げたものであります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） バス路線というか、その公共交通では地域によって中心市街地

の駅の周辺の方とか、あと本当に深良とか富岡とかバスの公共交通が十分でない地

域の方の満足度というのは全く違うのではないかと思うのですけれども、それを一

緒にこれは満足度として集計をしているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 これにつきましては、市民意識調査の中の項目でありまして、トー

タル集計された形で継続的に管理をしておるものであります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 継続されているということですけれども、指標目標として適切

ではないのかなというふうに思うのですが、その点いかがお考えなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 市域全体でということで、比較的データがとれるものということで

この指標が設定されたというふうに聞いております。ですから、現在のところはこ

の指標でいきたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、先ほど増田委員の質問の中で、公共交通マニュアル

を作成中ということでしたけれども、それはこれらの考え方とか、あと立地適正化

計画だとか、地域の公共交通網計画を視点にした公共交通マニュアルということな

のでしょうか。考え方として。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 公共交通マニュアルにつきましては、公共交通につきましてはまず

市民の方がいらっしゃって、行政もいる、それに事業者、３者があるものですから、

その役割分担を基本的に定めまして、こういう場合はそういう方法がある、こうい

う場合はこういう方法がある、こういう方法をとる場合には市はどのようにしてい

くか、事業者はどういうことをするのか、あと市民の方はどういうことをしていた

だくのか、そういうものを議論の土台となるマニュアルをつくるということを考え

ております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その場合にこれまでバスの収支率のような形ですそのーるなん

か見てきたと思うのですけれども、この点に関してもう少し視点を変えていくとか

というような論議はないのでしょうか。収支だけでバスの運行を考える。そうでは

なくて、よく言われているのがいろんな総合的な、健康増進はどうなのか、介護予

防にどうなのかというようないろんな視点が公共交通の中にはあると思うのですけ

れども、その点の論議みたいなものはなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 
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〇企画政策課長 公共交通ということになりますので、あくまで公共ということで多

数の方が使われるという前提で政策等が基本的には組み立てていくことになります

ので、やはり限られたごく特定の方しか使わないということになりますと、それは

例えばその分野の政策で別途対応していく必要があるというふうに考えておりま

す。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） １つだけお願いします。同じページの（４）の乗り合いタクシ

ー千福が丘線運行業務なのですが、これをやってみて次年度に続けてどんなふうに

分析したのか教えてください。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 現在の運行状況を考えますと、公共交通としての枠組みではなかな

か維持が難しいということを考えております。これにつきましては今後検討を進め

ているところであります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 維持が難しい理由なのですけれども、コスト面で行くとざっく

り割ると１人当たり5,000円弱なのですけれども、維持が難しいその理由をちょっと

少し教えてください。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 １便当たり1.1人ということで、これが公共交通という部分に該当す

るかというとなかなか難しいのかなというのが正直言ってございますので、そうい

うことも含めて今後事業展開を考えていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １点、22ページの第４次総合計画の進捗情報、右の下の枠です

けれども、オープンデータの活用、利用を推進した市の事業数が30年度５つあるの

ですけれども、これ具体的に何の事業。 

〇委員長（中村純也） 情報政策室長。 

〇情報政策室長 こちらにつきましては、市がオープンにしたデータを使って利用し

たアプリなんかを件数に入れさせていただいております。ごみ出しアプリですとか、

子育てアプリなんかもオープンデータをもとにやっておりますので、そういったも

のがこの事業数に入っております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、企画政策課の質疑を終わります。 
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企画政策課（答弁漏れ） 令和元年９月30日（月） 13時05分～ 

〇委員長（中村純也） まず、答弁漏れについて発言です。 

  初めに、企画政策課により答弁漏れについての発言の申し出がありましたので、

これを許します。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長 先ほどの答弁漏れ２カ所について答弁をさせていただきます。 

  まず、主要事務事業調書の17ページ、２の（１）、主な取り組みの地元説明会の

意見等の内容でございますが、都市計画原案の説明会に合わせて開催をしておりま

す。出ました意見としましては、区画整理をもっと早くすべきとか、いつ完成する

のかというそういう区画整理に関する意見、それからその整備の内容、例えば洪水

対策とか、道路の拡幅はどうするかというような整備の内容、また御宿新田区との

関係、自治会をどうするのかというようなご意見をいただいております。 

  それから、20ページの権限移譲の関係で30年度に移行された事務はという質問に

対しましては、建築基準法関係など10種類が決定しております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 質疑ありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 17ページ、区画整理と、早く完成する、洪水対策等意見があっ

た、課題があったというふうなことで、それに対して対応はどのような対応を行っ

たのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 企画政策課長。 

〇企画政策課長 まず、事業の内容につきましては、そのお問い合わせについては説

明をさせていただいております。例えば洪水対策ということで整備予定の調整池が

どのような時間雨量50ミリに対応するもの等の説明をさせていただいております。

また、自治会につきましては、新田区の区長様と、また個別協議をさせてください

ということでお話をさせていただいたところです。 

〇委員長（中村純也） よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） ほかもいいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） では、企画政策課を終了します。 
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戦略広報課、シビックプライド推進室 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） では、頭に戻って24ページお願いします。まず、雑入の部分で、

ホームページバナー広告で300万の収入がありますが、これに対してそれぞれを分け

て発注するもの、暫時休憩お願いします 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時57分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 雑入のこの委託に関して、委託の仕方を変えようというふうな

検討は30年度されたことはありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 30年度中に検討はしているということは聞いておりますが、まだ実

際に具体的な実施策についてはまだ見つけられていないというふうに聞いておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点はわかりました。 

  あわせてなのですけれども、24ページの表の中で言うと３番と５番になります。

これの効果測定というのはしたことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 ３番、５番について具体的な効果について数値等で出しているもの

はまだ把握できていないです。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時59分 休憩 

 

                       10時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 26ページです。先ほど企画政策課のほうでもその話になったの

ですけれども、定住移住の部分に関して転出者数を減少されるということに対して、

213人転出が出ているという状況に対してのまず要因分析されていることがありま

したら、お聞かせください。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 
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〇戦略広報課長 やはり大手自動車製造メーカーの従業員さんの転出がすごく多いの

ではないかと思っております。一応ちょっと状況確認しているのですが、まだここ

についての人口の流出は続いていくのかなというふうには想定しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 要因としてそれだけが理由かなという点が少し疑問なのが、暫

時休憩でお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時00分 休憩 

 

                       11時01分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 転出が増加しているということに関して、さらに詳細な調査と

いうものはこれはしているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現在のところは、詳細な調査というのはまだしていないです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点を勘違いしていると実際には理由がそこではないかもし

れないということがありますので、その点に関しては調査をぜひ次年度以降の予算

でお願いします。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 27ページです。こちらもふるさと納税の納税されている方の分

析、どこの地域の方とかというふうなのはデータとして持っていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 寄附していただいた方の一覧は必ず添付されて処理をしておりま

す。ただ、それについての集計というのはしている状況ではありません。 

            （「委員長、休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時02分 休憩 

 

                       11時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） その集計をしない理由はありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 特にないです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 休憩でいいです。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時03分 休憩 

 

                       11時04分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 発言の訂正をおねがいします。ふるさと納税のどちらの方が納税し

ていただいているのかというのは大まかに資料としては把握をしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 実際ふるさと納税、納税していただくもの、返礼品との兼ね合

いがあると思うものですから、それを今後伸ばしていくというのがこれは行財政構

造改革でも言っている点ですので、それについて買い手側のマーケティングをしっ

かりしていない状態のまま継続してもやみくもに打つだけの話になってしまうとい

うことがありますので、その点に関して先に買い手側がどういう層がどういうもの

に対して納税行動に移るのかという点は分析されたほうがいいと思いますが、シビ

ックプライド推進室としてのお考え、戦略広報課としてのお考えをお聞かせいただ

けますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 分析というのは必要だと思いますので、今年度行っていきたいと思

っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 済みません。休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時05分 休憩 

 

                       11時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 29ページのほうです。２つ、海外友好協会さんと日中友好協会

さんとの定期的な協議の場というものは戦略広報課として持たれているでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 担当が両協会の会議なんかに参加しておりまして、状況の把握はし

ております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点結構です。 

  31ページです。視察の中で現場を見させていただいた防災無線のデジタル化の話
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なのですけれども、30年度中、済みません。休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時07分 休憩 

 

                       11時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 防災無線の工事が済んだものを活用して、危機管理等と連携し

て防災に役立てたようなことは何かありますでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時08分 休憩 

 

                       11時08分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 順次工事をしております。まだ、個別受信機については30年度中に

ついては新しいものの配付はないのですが、デジタルの無線とアナログの無線と併

用して流れているところがありますので、そういうところについては利用されてい

るのかなというふうに認識しております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 25ページの関係で、フィルムコミッションの関係で一生懸命や

っていただいてロケ地が裾野市に来てＰＲができていて、非常にすばらしいことだ

と思っています。話はちょっとあれなのですが、まちづくり課の決算やったときに

ちょっと非常に残念で指導が入ったと、ロケ地の関係でそれがあって、恐らく前も

って協議はしているのだろうけれども、その辺はどうなのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 たまたま私たちが担当していたわけではないですけれども、やはり

30年度中に協議が足りなかった部分があったのではないかというふうに認識してお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） せっかくＰＲするっていいことなものですから、その辺の協議

はしっかりしていただいて、そういうことのないようにお願いしたいなと思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 24ページの６番の記者会見の関係ですけれども、定例的にやっ

ているのは４回とここに書いてあるとおりなのですけれども、記者会見の回数を話

題がなければやる必要はないのだけれども、もう少し増やしたらどうだとかという



- 85 - 

議論はありましたか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 30年度中についてはとりあえず年４回ということで、それ以上の検

討というのはしていないです。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ＰＲというか、報道への情報提供は非常に大事だということは

お互いに認識していますけれども、やはり積極的に情報発信していくという意味で

は定例議会ごとの定例記者会見なのだけれども、もう少し回数を増やすのも必要な

のかなと思っています。いかがですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 私もそう思います。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時11分 休憩 

 

                       11時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 27ページ、ふるさと納税の主な返礼品実績、ここの中で市内の

返礼品があるのですけれども、なぜ市内ではなくて市外の返礼品を選んだのでしょ

うか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時13分 休憩 

 

                       11時14分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 一部市外というふうな形の部分も表示的にはあるのですが、県のほ

う等に確認をいたしまして、こういう部分についても返礼品としていいだろうとい

うふうな答えをいただきまして、こちらのほうとしても販路の拡大が見込まれるの

で入れさせてもらっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） もちろん時之栖は、裾野市在住わかります。だとしたら、市内

でまだ返礼品ってあると思うのですけれども、そういうことは考えなかったのでし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 順次販路の拡大を広げていくように現在でも進めております。 
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〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） わかりました。 

  31ページ、個別受信機の新規購入、29年も30年も購入していませんけれども、こ

れストックがあるから購入しなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そうです。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 前ページに個別受信機修繕したというその中でもやはり交換す

るという機数あったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 個別受信機は、使える限り修繕で対応させてもらっております。そ

れで、ストックについては新たな新規転入者とか新たな配付をする際に利用してい

るような形でいずれにせよストックはあります。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これこれから購入するのはデジタルでよろしいのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そうです。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） １台ってデジタルにするとどのぐらいかかるのでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時16分 休憩 

 

                       11時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 おおむね税込みで５万円弱ということになっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） それと、ストックはアナログですよね。その場合はデジタルを

購入し始めたら、そのアナログのストックはどうするのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 来年度から順次アナログをデジタルに変えていくのですが、年間

1,500台しか更新できないものですから、平行ランになりますので、アナログのスト

ックはそういう部分の更新とかに使うようにとりあえず持っています。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、今のページで、31ページの２番で点検業務委託が３
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件増えていて、金額が倍ぐらいに上がっているのですけれども、これはどういうこ

とから。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 件数は全体で言うと３件の伸びなのですが、ダイポールアンテナと

いうのを取り付けたりするのですけれども、その取りつけるやり方によって金額が

まちまちですので、たまたま30年度がこの金額というふうに認識しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、27ページのふるさと納税の返礼実績のほうに移りま

す。今返礼品を例えば役務、例えば墓掃除とか見守りとか、何かそういう役務でや

って、いろんな方法があるのですけれども、そういった方法は30年度考えなかった

のでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時18分 休憩 

 

                       11時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 このナンバー４は、返礼品実績というのは主な返礼品実績になって

おりますので、今内藤委員がおっしゃられたような部分は30年度中にも実施してお

ります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 裾野では夏の花火大会人気があるのですけれども、そのマス席

とか、そういうのも入っているのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、26ページなのですけれども、定住移住促進事業のと

ころで、体験ツアーといいますか、新幹線通勤で宿泊を伴う体験をしてもらうツア

ーという話が多分予算審査のときにあったと思うのですけれども、これはどこから

出るのですか。ないのですか。 
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            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時19分 休憩 

 

                       11時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 体験ツアーということで30年度中にも実は実施しているのですが、

ここに載っていないのです。今内藤委員がおっしゃられたような体験ツアーという

よりも市内の例えば移住された方とお会いしていただいて面接をしていただくと

か、実際にその現場に行って何かを体験してもらうとか、そういうようなツアーに

ついては実施しております。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時20分 休憩 

 

                       11時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 24ページ、最初の「広報すその」の発行に関連してお尋ねしま

す。30年度で31年度はもう月に１回ということ決められましたけれども、そのとき

に総ページ数は減らさないとか、総ページ数はこのくらいになるとか、その辺の論

議はどうだったのでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時23分 休憩 

 

                       11時23分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 ページ数については、若干流動的な部分はあるというふうに議論し

たようです。ただ、載せなければならない情報については２回が１回になったこと

によって減るようにはならないようにということで検討したと聞いております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 実際にジャーナルがなくなったりとかって、それもそちらのほ

うでも認識されている中で、実際に、今年度の話になるのですけれども、今まで平

和都市宣言に参加をしていた子供たちの感想文が全部載っていたのがことしは載せ
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れない、ページがないもので載せれないみたいな話があった中ではもう少しそこの

ところの論議というのは何かもう少し具体的にここまでは絶対やりたいという、必

要なものは載せたいということなので、それはページとしてはどのくらいだったか、

その辺の論議というのは。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 具体的なページ数について詳細に決めているということはないので

すけれども、例えばほかのものでも周知できるようなものについてわざわざという

言い方が合っているのかどうかわからないですけれども、広報紙の紙面を利用する

必要があるかというのは議論させていただいておりまして、今のところそんなよう

な状況で作成をしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ９番のところ、負担金としていろいろ広報研究会、県や駿東に

負担金を出されていますけれども、30年度で近隣自治体の中で紙媒体の広報の重要

性というか、方向性みたいなものはどのような論議がされたかありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こういうふうな協会の中での会議等に参加している中で、お互いの

情報交換はしております。その中で、ページ数とか、ある程度具体的な部分という

のは詳細についての協議というのはまだなかなか進んでいないのかなというふうに

考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ぜひ紙媒体とても大事だという認識でぜひやっていただきたい

と思います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 26ページ、５の定住移住の取り組みで、先ほど増田委員のほう

からも出ていましたけれども、総合計画の目標達成として住み続けたいと答える市

民の割合が80％とかってあるのです。それと前年度比転出者数という数字もあるの

ですが、この設問の意味というのが合っているのかなという感じはするのですけれ

ども、その辺のところを指標目標としてこれの設定することの意味合いみたいなも

のは30年度は何か論議なかったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 毎年きっと議論はしていると思うのですが、ここについての数値的

な部分というのは公表させてもらっているようにこの形なのだというふうに認識し

ております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ぜひ総合計画、次期の部分ではこの辺も重要な指標という部分

ではちょっと考えていただきたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 



- 90 - 

〇委員（岡本和枝） 28ページ、相談事業のところがあります。ここで司法書士さん

の相談ということで、多重債務の相談も司法書士さんやられていますけれども、30年

度はどのくらいの件数が多重債務に関してあったのでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時28分 休憩 

 

                       11時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ここに無料法律相談と、あと司法書士相談があるのですが、多

重債務の相談も司法書士さんが対応されています。ぜひ市民向けに広報するときに

弁護士による法律相談、司法書士による土地とかなんとかに対する相談と、あと司

法書士さんによる多重債務、それで消費者問題については消費者センターみたいな

形でもうちょっと多重債務に司法書士さんが対応していくという部分もきっちり押

し出したほうがいいのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。例えばホ

ームページとか何とか方法として。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 その部分につきましてもこれからちょっと検討させていただきま

す。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） もう一つ済みません。24ページの市政カレンダーの発行に戻り

ます。市政カレンダーが販売部数も増えているのですけれども、この年度に市政カ

レンダーを廃止しようということを決められたのですけれども、そのプロセスと言

いますか、もっと例えば広告収入でうまくやっていこうとか、そういうプラスのほ

うの意見もあってよかったと思うのですけれども、その廃止の方向性を決めた理由

を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今回のこの廃止というふうなことについて、事務事業の見直しの中

で計画されたと聞いております。今委員がおっしゃったような形での再検討という

のは全くゼロではないというふうに私どものほうでは認識しておりまして、事業の

実施も踏まえてこれからまた新年度の予算、３年度の予算の段階になるまでには協

議をしたいなというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） どういうふうに持っていけば、再検討ですけれども、市民は要

望がすごく強いのですけれども、この分析を見て、これはすごくいい方向にいって
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いると思うのですけれども、さらにどういうふうに工夫しようというような議論は

なかったですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時31分 休憩 

 

                       11時32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消します。 

  最後にもう一点だけ。28ページの相談の状況なのですけれども、弁護士と司法書

士によるいわゆる専門家の専門的な相談が増え続けているのですけれども、この辺

を30年度振り返って次年度に検討するときに増やそうとか、これで、ときどき広報

でも予約がいっぱいになりましたとかいうのもあるのです。だから、市民の要望に

30年度は全部応えられたのか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 法律相談と司法書士相談では法律相談は予約が必要になります。司

法書士相談はお見えられた方、基本的に時間内であれば常に受付のほうはさせてい

ただいておりまして、件数は増えているのですけれども、それで例えばやりきれて

いないとか、そういうふうなことは今のところ認識していないです。ですから、足

りているというふうに考えています。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 済みません、細かい部分で一点だけ。今の28ページの声のポス

トの部分なのですけれども、受け付けで苦情、要望の振り分けというのは御課でこ

れやられているのですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 はい、そうです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） この苦情というふうな表現に対してなのですけれども、市民の

方恐らく意見として言われていると思うのです。それを苦情というふうにくくって

しまうとちょっと余り芳しくないかなという気がするものですから、記載の仕方と

いうか、見え方をまたご一考いただければと思いますので、そんな要望をお願いし

ます。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） １点。24ページ、先ほど委員からも出ましたけれども、ケ

ーブルテレビ、ＮＨＫ加入の受信装置を持っている家でビック東海、ＣＡＴＶと契

約している件数が全体のうちどれだけあるかということは把握は30年度されていま

すか。 
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            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時35分 休憩 

 

                       11時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 事業者からおおむねの概数は伺っておりますので、把握できており

ます。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 持っているということを聞いている話ではなくて、持って

いる上で先ほど委員が言われたとおりどの程度見ておるか、またこのＣＡＴＶ以外

に広報無線でカバーできるのであれば再検討等お願いをしたいというふうに思いま

す。 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 先ほど委員からもご質疑がありましたが、24ページの

記者会見の件です。市政を語る会で報道機関との意見交換をされているということ

のですが、その中で裾野市の定例記者会見等のあり方で何かご意見とか、そういう

ようなことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 この市政を語る会についてですが、全体的な会議をしているという

よりもどちらかというと懇親を含めての個々での会となっております。その部分に

ついて、私のほうに市の職員側でいろいろ情報を得たものについてはこちらのほう

に情報提供してもらっています。そんな状況です。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時36分 休憩 

 

                       11時37分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇分科会外委員（井出 悟） 小山町とか沼津市については年間12回程度やはりやっ

ていて、それも報道提供資料なんかをホームページ等で公開もしているようなので

すけれども、そんなような裾野市が先端的に感じているような自治体とかのベンチ

マークはどこかされていらっしゃいますか。 
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〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報委員 承知はしております。ただ、今のところ定例記者会見の回数を増や

すとかということの議論はまだなっていないです。もう一点なのですが、ここには

記載しておりませんが、市政を語る会以外に記者懇談会というのを、どちらかとい

うとラフな形だというふうに伺っているのですが、その中での記者懇談会はまたこ

れからも継続して続けたいなと思っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありませんか。 

  岩井委員。 

〇分科会外委員（岩井良枝） 同じページで伺います。４番、ホームページ、インタ

ーネットのところなのですが、トップページのアクセス件数がかなり減っていると

思うのですけれども、これについてはどのような考えですか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 このホームページへのアクセスの仕方を少し工夫しまして、一番最

初のトップ画面に行かなくても、情報のところに直接行けるような形での工夫をさ

せてもらいました。ですので、このアクセス件数自体は減っているのですが、きっ

と全体の情報をとっていただいている件数は減っていることはないのかなというふ

うに認識しております。 

〇委員長（中村純也） 岩井委員。 

〇分科会外委員（岩井良枝） それは、総ページ、ビュー件数が増えているというと

ころにあらわれているということでよろしいですか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時38分 休憩 

 

                       11時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 個別受信機の件お願いします。31ページですけれども、

新規に個別受信機をお渡しした件数というのはわかりますでしょうか。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時39分 休憩 

 

                       11時39分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現在手元では把握できておりませんので、少々お時間いただいて、

また改めて報告させていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 先ほど30年度は新規の購入なかったということで、転

入者の方にお渡しするというお話でした。市民サービスのより高めるという点で窓

口の一本化として転入者の個別受信機の受け渡しを市民課のほうでお願いしてもら

うような、そういった市民サービス向上については30年度何か検討されたことはあ

りませんでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 市民課とあわせてそのような協議は30年度にはしていないというふ

うに思っております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 今後は、何かそういった窓口の一本化を考えていくこ

とってありますでしょうか。ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時40分 休憩 

 

                       11時41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今のところ検討についてという部分はまだ詳細に入っていないので

すけれども、市民課のほうではこの防災行政無線という個別受信機が裾野市にはあ

るということは案内をしていただいて、３階まで来ていただいているのですが、３

階のほうで対応させてもらっているという形での手続を今行っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時41分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 済みません。先ほど新規配付件数また改めてご報告というふうに申

し上げましたが、おおむねということでよろしければおおむね100件程度の配付を行

っております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  杉山委員。 
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〇分科会外委員（杉山茂規） 決算書の47ページ、調書は29ページなのですが、説明

あったら済みません。14節の使用料及び賃借料、これ使用済み額がゼロなのですが、

これについてちょっと説明をお願いします。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時43分 休憩 

 

                       11時44分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今の使用料及び賃借料のところの支出済ゼロなのですが、ちょっと

今手元に資料持っておりませんので、改めて報告させていただきます。 

〇委員長（中村純也） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 調書の26ページお願いします。シビックプライド醸成

事業のシビックプライド情勢に関する職員提案、14提案の中身を教えてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 全部の14件については手持ちに資料持っておりませんが、そのうち

の２件については公園の施設案内看板の作成とか、公園をホームページ等で案内し

ようというふうなことで実施をしたというふうに聞いております。 

〇委員長（中村純也） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 実施していない12件の提案のうち行政としては実施を

しなかったけれども、提案をした職員が外部で一住民として実施をしたようなケー

スってあったりしますか。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 把握はできていないです。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

           （「なし」の声あり） 
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〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、戦略広報課の質疑を終わります。 

  以上で、企画部関係の議案の審議を終わります。 
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戦略広報課（答弁漏れ） 令和元年９月30日（月） 13時07分～ 

〇委員長（中村純也） 次に、戦略広報課より答弁漏れについての発言の申し出があ

りましたので、これを許します。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 先ほどの杉山議員からのご質疑いただきました歳入歳出決算書の

47ページ、２款１項13目国際交流推進事業費のうちの14節使用料及び賃借料が支出

済みがゼロということで、この内容はということです。こちらは、フランクストン

から来日をされたときのあちらの方をお迎えするときのバスの借り上げ料とか交

通費だったのですが、平成30年度については海外友好協会のほうでそちらの手当を

しましたので、今回30年度の支出金額はなしということになっております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 杉山議員。 

〇分科会外議員（杉山茂規） 先ほど友好協会のほうでバスの仕立てをされたという

ことなのですけれども、それはどのような理由で友好協会のほうで準備をされるこ

とになったのかをお願いします。 

〇委員長（中村純也） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今までは、明確に行政側の予算で友好協会側の予算でというのが細

かく線引きがされていないようです。それで30年度については、30年度友好協会側

の予算で支出できるというふうな話があったようで、結果的にそうなっているとい

うふうに聞いております。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時09分 休憩 

 

                       13時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 今答弁させていただきましたけれども、この交通費の関係について

は、今まで明確な線引きがされていないようです。次年度、令和元年度になるので

すが、それ以降ちゃんとした線引きをするように心がけていきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） よろしいでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で答弁漏れについてを終わります。 
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議会事務局 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、議会事務局の質疑を終わります。 
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監査委員事務局 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。決算の審査意見書のほうで触れていただいてい

る点で、指摘が幾つかあろうかとは思うのですけれども、基本的に指摘したことに

対して各担当課のほうでの回答というのはどういった取り扱いになるでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 こちらから意見書の中では要望意見という形で出させていただ

いておりますけれども、そういったものについては今は定期監査を全部局を対象に

実施をしておりますので、決算審査で上がった事項に対しては定期監査のときに改

善情報、そういったのを別途で帳票を出していただいて、改善の状況を確認させて

いただいてございます。同じように定監のときに出てきたものは次回の決算審査の

ときに改善状況を確認するというふうに両方が連携をして行うような形になってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 暫時休憩で。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時25分 休憩 

 

                       13時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 関連して、意見書が出て、是正をして、定監やってとその繰り

返しなのだけれども、修正というか、指摘事項に対する対応はしっかりなされてい

るのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 基本的には改善をしていない場合というのも若干見られる場合

もありますので、そういったケースについては繰り返し今度は定監の意見書の中で

また記載をさせていただいて、それを次回までの必ず履行していただくというよう

な形をとっております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ７番の工事現場等状況調査があるのですが、建設課の部分でこ

の工事が対象となった理由は何かあるのでしょうか。たくさんある中でここが対象

になった。 
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〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 こういった場所の選定につきましては、両監査委員と協議の上

で場所を決定しておりますけれども、ある程度金額的にも大きいもの、あとはどち

らかというとでき上がった場合、そういったときに効果が大きいものといったよう

な多方面から事業を見て総合的に判断をした結果この事業が選ばれたというふうに

認識しております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ここの結果の工事監査の部分でランクはどのランクになったか、

その関連はわかりますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時27分 休憩 

 

                       13時28分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 こちらの工事監査、こういったものについてはあくまでも施工

内容、施工管理状況、そういった面で最終的に成果がどうこうという判断ではなく

て、その工程、そういったものを総合的に見るというのがこちらの監査でございま

して、若干検査室でやるか、検査とはニュアンスが違うのかなというふうに考えて

おります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 実際にこの市道の工事のときに、工事がもう完成したという後

で市民から指摘をされて工事をやり直しをしたというところではないかなと思うの

ですけれども、そのようなところひっくるめて監査のほうではその進捗状況みたい

な部分では見られているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 工事監査の実施日が１月22日ということで、工事まだ完全に終

わっていない状態でやっておりますので、その後にその検査結果が出てくるものと

いうふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で監査委員事務局の質疑を終わります。 
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出納課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 83ページなのですけれども、４番、県証紙の２、収入印紙が146万

2,000円から大幅にアップしていると思うのですけれども、これの内容は。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 県証紙の内容につきましては、各種申請の、危険物取り扱いなどの申請

の手数料や県の高校の検定料などが含まれております。増額の理由については、わ

かりません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件わかりました。 

  その下の登記用の印紙も増えているのですけれども、要は登記が活発に行われた

というふうに見てもいいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時38分 休憩 

 

                       13時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  出納課長。 

〇出納課長 登記用印紙の増額につきましては、税務課の取り扱いになりますが、出

納課では把握しておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） お願いいたします。監査からの指摘で財調の20億円の

組みかえ運用によって財産の運用収益が減になったというお話がありましたけれど

も、その詳細を教えていただけますか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 運用益の減額につきましては、運用利率の金利が低くなったことが大き

なの理由の１点と、あと運用する基金自体の取り崩しによる減額が大きな理由です。

今お話のありました繰替運用20億円を行いましたが、これは歳入歳出の収支の資金

繰りを考えて20億円の繰替運用を行いまして、そのため基金の運用の額が減額した

ということになっております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂議員。 
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〇分科会外議員（賀茂博美） 例年こういった組みかえ運用されていらっしゃるので

すか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 毎年度繰替運用は行っておりまして、年々増加傾向があります。 

〇委員長（中村純也） 賀茂議員。 

〇分科会外議員（賀茂博美） 30年度見込みよりも大幅な減だったという、その減と

いうのは大体どのぐらい減になったのですか。 

〇委員長（中村純也） 出納課長。 

〇出納課長 約400万円の減額となりました。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、出納課の質疑を終わります。 
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行政経営監 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。まず、調書の32ページのほうから改善活動の関

係なのですけれども、先ほど経営監からも数より質のほうにシフトしているという

ふうなお話があって、件数が減っているというのもそういうことというふうに読も

うかと思ったのですけれども、そうなってくると、質に対してどういうふうな効果

が上がっているというふうなことは定量的なというか、数値でも何でも構わないの

ですけれども、これをお示しいただくことは可能でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 質の向上というところでは、１つは先ほど説明した中にもありました

けれども、審査会での発表についてもかなりレベルが上がってきまして、ちょっと

ここでは定性的になってしまうのですが、選定に苦慮するぐらいの質に向上してき

ているというところと、それとちょっと定量的ということでいくとちょっと正確な

数字わからないのですが、金額的換算、実際に今改善した結果金額換算してどのぐ

らい効果あったよというやつを書いていますので、それを整理していくとかなりの

単位で金額が効果を上げているということがあります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今のお話だと30年度にこれもやられて、市長賞とかも、この表

彰まで終わったものの金額的なものの算出を今やられているということでよろしい

ですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 その中でやっているのではなくて、全体の771件の中で金額が出ている

ものに対してまとめているということです。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。それはまた後日というか、いずれ近くお示しい

ただけるということでよろしいでしょうか。 

  別件です。これ30年度の予算審査の中で出ていた話、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時58分 休憩 

 

                       13時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 事務事業の内製化に対して30年度中に実施されたことというの

はどういったものがあるでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 
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〇行政経営監 暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時59分 休憩 

 

                       13時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 まず、１つは自分のところでいいますと、先ほど言いましたＦＭの市

民アンケートにつきましては内製でやっておりまして、通常は150万から200万ぐら

いの費用かかるところ内製でこのくらいの金額で納めておりました。あと、自分が

知っている範疇では昨年度で言うと…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時59分 休憩 

 

                       14時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 特別把握しているわけではございませんがということで。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、内製化をしたことに対しての取りまとめをしてい

る部署というのは経営監のところ以外はどこかありますか。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時01分 休憩 

 

                       14時01分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 取りまとめ特にしているわけではないのですが、改善提案で出てくれ

ば把握できるというのと、仕事柄予算編成のときに必ずそういう内製化したほうが

いいのではないかということで出てきますので、そのぐらいの把握です。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。 

  では、33ページの２番のほうです。こちらのほうも公共施設管理総合計画の基本

計画と個別計画、こちらの進捗というのは今どんなような状況なのでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時02分 休憩 

 

                       14時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 30年度につきましては、ＦＭの取り組みのところにつきましては、カ

ルテの作成を言っていたと思うのですが、このデータ入力ということでかなり力を

使ってカルテの更新、ホームページにも公開していますが、そこの部分でやってき

たのと平行して個別計画と総合管理計画については継続して見直して、今年度から

継続しているというので、特別これができたというようなところは特に今言えない

と思っています。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） アンケートと、それから施設カルテのほうを軸に基本計画、個

別計画のほうに移っていくというふうなお話だったかと思いますので、その点に関

して30年度中に動きがなければその後の時期的な目安を明示する等のことが必要か

と思います。その点に関してはいかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 以前にも説明しましたが、個別計画と総合管理計画につきましては、

32年度中に個別計画が作成、総合管理計画は見直しということで、継続して今やっ

ております。タイミング的にはその辺になると思います。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。１点、33ページの行革推進委員会のところの借

地遊休地の見直しというところがありまして、行財政構造改革でも借地を見直す云

々って入っていますけれども、それを推進していく部署は多分総務部でいいのかな

と思うのですけれども、休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時05分 休憩 

 

                       14時05分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） 遊休地借地の見直しを進めていく部署は総務部でよろしいです

か。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時06分 休憩 
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                       14時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 借地の見直しの計画につきましては、今現在、今年度中に計画を作成

するということで進めております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時06分 休憩 

 

                       14時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇行政経営監 行政経営監が計画を策定を進めております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、ここに意見書提出12月18日ある、意見書は提出し

たけれども、今年度でそれに対する意見のいろいろ取りまとめをしているのが行政

経営監って、そういう考え方ですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 意見書に出てきた項目について、計画策定して借地を見直ししてくれ

という部分について、今計画を今年度中につくっていくという予定でございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。今年度で計画をできると、そういうことですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 はい、そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。予算審査から私は拾ったのですけれども、平成30年

度は総務に向かってとにかく結果を出すことにこだわって取り組んでいくとおっし

ゃっています。積極的に指示を出ししながら進めるということで、この30年度の中

で経営監が積極的に指示を出したというのはどこの部分になりますか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 全般です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ＦＭの中で急がなければいけないのは給食センターという名前

が出ているのです。学校関係に早急に煮詰めていきたいというのですけれども、こ

れを積極的に進めていくのはどこの部署になりますか。 
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〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 基本的に個別計画につきましては、所管課が主なのですが、それを引

っ張っていくというような感じで行政経営監のところで進めているというふうにな

ると思います。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、30年度に早急に煮詰めるっておっしゃっているの

ですけれども、どんなふうに煮詰めることができましたか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 １つは、新美化センターについてはことしの１月にキックオフしまし

て、関係部署集めて動き出しているというようなところで、給食センターについて

も同じようなところで進めていきたいのですが、何せ所管課が動かないことには進

められないものですから、一応そういうことで今現在やっております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 最後に確認なのですけれども、所管課が主導するのですか、そ

れとも経営監が主導するのですか。お互いの遠慮の…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時10分 休憩 

 

                       14時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 基本的には縁の下の力持ちでありたいのですが、やっぱり引っ張って

いくという部分では積極的に行政経営監が進めていくというふうに思っておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 行政経営監が引っ張っていただくと、その辺を期待しているの

で、ぜひ引っ張ってください。 

  以上。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 昨年度指定管理の評価委員でモニタリングされて、その中に御

宿台保育園と北児童館があります。監査のほうで財政援助団体の監査結果報告書の

中にありますけれども、その中で御宿台保育園指定管理の部分で決算状況が収入額

があって、支出額があって、差引額が1,572万9,000円とありますが、この差引額と

いうのは委託先の利益という解釈でよろしいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       14時11分 休憩 
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                       14時11分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 その部分につきましては、踏み込んでおりませんので、ちょっとわか

りかねます。  

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時12分 休憩 

 

                       14時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 非常に大きく漠然とした聞き方になるのですけれども、今

の質疑を聞いていると、賞を取ったもの、それから内製化したものどのものが削減

をされて幾らになったか、ちょっと暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時13分 休憩 

 

                       14時14分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇副委員長（村田 悠） 30年度におけるこの活動の中で行政経営監が指導したもの

でコストカットした結果はどのような金額査定ができますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時14分 休憩 

 

                       14時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 改善記録シートという中で金額算定できる部分がありますので、ちょ

っと計算今できませんけれども、近々にその辺は数字で出したいと思います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時16分 休憩 

 

                       14時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 
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〇行政経営監 出すように努力します。 

〇委員長（中村純也） あしたまでが審査なので、あしたまでに提出をお願いいたし

ます。 

  ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 公共施設等総合管理計画の中で、先ほどの借地の話出

ていましたけれども、計画的な借地解消ということを計画の中で言われていると思

うのですけれども、その計画というのはどのような形で立てられていますか。それ

を30年度のように立てたか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 意見書が30年度だったものですから、現在ということでもう一回借地

等の見直しをして現状把握をして、今策定中ということでございます。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時17分 休憩 

 

                       14時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） ということは、借地の部分の計画というのは今30年度

作成していて、それができるといつのタイミングでどこの借地が更新になってそれ

の取り組みがどうなるのだということも含めてわかるようなものになるということ

でよろしかったですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 あくまでも計画ということなので、地主も、相手もいますので、そこ

は確実にそれで行くということでなくて、優先順位等を決めて進めていくような計

画になろうかと思っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時19分 休憩 

 

                       14時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 ピンポイントでいつということではなくて、その幅になろうかと思い
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ます。幅を決めてこの間に統廃合するのでここは借地を解消するとか、ここは施設

不要なので、現に十里木キャンプ場等がそういう実際に行われているケースですが、

その幅を持って優先順位をつけて方針を決めていって、今後所管課が交渉をしてい

くためのベースになるものというような計画にしていきたいというふうに思ってい

ます。 

〇委員長（中村純也） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 最後です。その内容が今現在やられていて、総合管理

計画の見直しの前に個別計画とともに出てくるということですね。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 総合管理計画は５年で見直しというようなことものですから、平成

28年に策定しますので、令和３年ですか、に出さなければいけないので、来年度中

までに見直しを行います。その前に借地の計画は今年度中に策定しようというふう

に進めております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今の審査通じて成果が出ているのか出ていないのか非常に

不十分であって、明日提出される資料を見なければこの予算執行についてどのよう

な結果が出ているかわかりませんので、この点について意見出します。 

〇委員長（中村純也） ほかに意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で行政経営監の所管の質疑を終わります。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会いたします。お疲れ様でした。 

 

                       14時22分 散会 
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行政経営監（答弁漏れ） 令和元年10月1日（火） ９時00分～ 

〇委員長（中村純也） 初めに、行政経営監より答弁漏れについての発言の申し出が

ありましたのでこれを許します。 

  行政経営監。 

〇行政経営監 昨日の委員会において答弁漏れということで、アンケートや改善とす

る取り組み成果として想定効果額を報告するということふうになっておりますの

で、報告したいと思います。まず、改善効果額として1,852万1,475円であります。

それと、アンケートの内製化による効果金額は100万円というふうに算定しておりま

す。 

  以上で説明を終わりにします。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監の説明は終わりました。 

  いかがでしょうか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） この結果を受けて、行政経営監は今1,900万、2,000万届か

ないくらいの効果を上げられました。この評価についてようやったなと思うか、ま

だまだと思うか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 金額としては大きな数字ではないのですが、実は改善効果金額という

のは30年度から金額入れるようにしまして、それまでは効果金額は求めるとなかな

か提出しないという傾向にあったものですから、ずっとそういうことで来たのです

が、30年度はそうは言っても効果金額を明確にしていこうということで入れられる

ところは入れてもらいまして、実際業務改善によって金額算定できそうなところも

結構まだまだあるのです。実は、今後含めて波及効果していくのではないかと推定

される部分が改善案として出てきていますので、自分としてはまずまずかなという

ふうに思っております。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） この2,000万くらいの削減額はあるのですけれども、一過性

の削減額ではなくて、持続的に本来100かかるものが80になったとかいうのはこの中

だと結構あるのですか。 

〇委員長（中村純也） 行政経営監。 

〇行政経営監 単独の改善によっての効果金額と継続していくものも含まれています

ので、ちょっとここではそこの区分はちょっとできませんけれども、それは入って

います。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） よろしいですね。 
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  以上で答弁漏れについてを終わります。 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和元年１０月１日（火） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（中村純也） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、昨日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

 

環境市民部 

深良支所、富岡支所、須山支所 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。今ご説明いただいた部分からお願いします。須

山支所のほうの不用額なのですけれども、役務費、需用費が主な要因になろうかと

思いますが、その中身というのは何か特別な理由があるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 ちょっと暫時休憩…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時23分 休憩 

 

                       ９時23分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  須山支所長。 

〇須山支所長 需用費は昨年よりも約40万近く減っております。昨年は物件費の修繕

がありましたので、その部分の減でございます。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点はわかりました。 

  では、３支所にまたがってのお話なのですけれども、こちらの調書のほうで地域

振興事務の中で会議室等の貸し出し使用実績があるのですけれども、これ以外の部

分での来場者というか、地域の方がいらっしゃった数というのは大まかにでも把握

されていますでしょうか。暫時休憩お願いします 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       ９時24分 休憩 

 

                       ９時24分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 会議の開催日数自体は事務事業調書のほうに…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時24分 休憩 

 

                       ９時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 会議以外で来ている者として、937名の方が会議以外ということでコミ

ュニティセンターのほうに寄って自分なりの時間を過ごしていただいているという

のは把握しております。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所では、土曜日の日に嶽南ふるさとさんが開放してくれていま

すので、そちらの来場者とあとは中学校、小学校さんの送り迎えの関係で駐車場を

利用していただいていますので、その待合というか、コミセンに寄っていただいて

トイレ休憩だったり、待っている時間があるということです。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所はここに書いてある管理以外の数字は確認しておりません。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） ありがとうございます。 

  その点でわかりました。３支所とも改修された、されていくという話ですので、

その点に関してただ改修されただけではなく、地域の拠点となるようなことに投資

するのかなという部分に関してできれば追っていただければと思います。要望です。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） まず、深良支所から聞きます。92ページ、備品購入、窓口デス

ク、会議で使っている折りたたみだと思うのですけれども、この随契になっていま

すけれども、これ何で随契なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 随契の契約方法につきましては、金額が80万円を超えないものについ

ては同じように見積もりを何社かとってあるのですが、入札という形にならないも

ので随意契約という表現をさせてもらっております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） それ何号なのですか。 
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〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 １号です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 富岡支所、ちょっと、94ページ、各種行事等で平成31年１月20日

から21日、富岡地区区長会視察研修、神奈川県ってありましたけれども、これどう

いうような視察なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらのほうは、開成町のほうに区長会で７名だったのですけれども、

出席させていただきました。こちらのほう深良の新駅の関係の会議に出席を昨年度

させていただいて、その後にやはりまちづくりの関係の研修を受けてまいりました。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 研修は31年１月20日というと、もう４月にも新区長と変わりま

すよね。どう考えていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらのほう、視察研修の後に市長報告もさせていただき、富岡地区

としての考え方を報告させていただいております。その後次年度の区長、今年度の

区長に対して引き継ぎの説明等もしていくということで行かせていただいておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 変わります。95ページの業務委託としまして、いろんなコミュ

ニティセンターリニューアルに対して調査を行ったと思いますけれども、それに対

してどういうような意見だとか課題等あると思うのですけれども、簡単で結構です

ので。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらのほうアンケート、検討会等開かせていただきました。検討会

につきましては、区長会を初めとする各種団体長等に集まっていただいての検討会

となります。意見としましては、防災拠点としての活用を今後していきたいという

ことで耐震補強等をお願いしたいということと、バリアフリーの関係は充実してい

ただきたいということ、または使いやすいように、皆が集まりやすいような施設と

していただきたいというような意見が出ました。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（勝又利裕） これどうこれから対応していくかということまた考えていると

思うのですけれども、それの考え。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 今年度詳細設計を行っております。こちらのほうで予算と合わせてと

なりますが、皆さんの意見が通るような施設改修をしていきたいとは考えておりま

す。 



- 117 - 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 決算書のほうで、43ページのところで需用費の電気代というこ

とで162,000円流用されました。この需用費の中の178万4,940円の中でエレベーター

に係る電気代ってどれくらい占めているのですか。済みません、深良支所です。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時30分 休憩 

 

                       ９時31分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 エレベーター単独での使っている電気料はわからないのですが、エレ

ベーターとエアコン等低圧電力、こちらに係る総量自体が平成30年度が総計で１万

1,847キロワットでした。ちなみに、28年リニューアル前が9,597キロワットですの

で、その分エアコンとエレベーターという形で増えたと、この差が2,000少々増えて

いるということになります。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時32分 休憩 

 

                       ９時33分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 エレベーター単独だけではちょっとわかりません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 私が質問したのは新しい機種に変わるとどんどん省エネタイプ

になるのではないかなと思ったのですが、これは16万2,000電気代が上がったのはエ

レベーターだけの原因ではなくて、ほかにエアコンとかいう要因もあるのでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうしますと、猛暑の影響もかなりあったということですよね。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時33分 休憩 

 

                       ９時33分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消します。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 全支所にお聞きしたいのですが、30年度からバスタクシー券の

交付がそれぞれの支所の窓口で行えるようになったと思うのですけれども、実態は

どのぐらい枚数交付されたか把握されていますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時34分 休憩 

 

                       ９時34分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  須山支所長。 

〇須山支所長 タクシー券の配布については、担当から依頼はありますけれども、実

態はちょっとこちらのほうでは件数は把握しておりません。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 件数の把握はないけれども、皆さんに交付をされた実績はある

ということは認識はいいわけですね。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所においては余りない記憶があります。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所におきましては、４月、５月にお客さんが見えているのは確

認しております。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 深良支所もタクシー券を渡すという光景は何回も見ております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 新たに、今まで企画政策まで来なければいけなかったのが支所

でよくなったという部分でのＰＲというか、皆さんへのお知らせなんかは何か特別

されたのでしょうか。できるようになりましたよとかというような。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 来たお客さんに対しては窓口のところで対象者となりそうな方にはな

るのですけれども、ここでも交換できますのでどうですかというような話はさせて

いただいています。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 深良支所のほうで求められた方への対応はしているのですが、支所と
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してのＰＲというところまではしておりません。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所についても特に積極的に広報活動はしておりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） バスタクシー券、金額は31年は2,000円になるということで大事

な政策の一つだという認識で、ぜひ皆さんへのお知らせ、そして課題等徴収してい

ただきたいと思うのですが、30年度のところではやられていないということでした

けれども、どのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 各支所の窓口として、サービスとして受けている仕事でございまし

て、本来企画政策課がＰＲすべき仕事だと考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １点だけお願いします。３支所の清掃業務委託の関係で載って

いるのだけれども、入札であったり随意契約であったりいろいろしているのだけれ

ども、休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時37分 休憩 

 

                       ９時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（勝又利裕） 清掃業務委託が入札、随契って記載がまちまちなのだけれども、

その辺の説明をお願いします。 

〇委員長（中村純也） 深良支所長。 

〇深良支所長 深良支所のほうでリニューアル工事以前は一括で総務を主体として清

掃業務の一括をやっていたのですが、リニューアル工事が入るということでそこに

ときに抜けて一括自体が３年という期間があるので、その後は個別随契という形に

今なっております。改めてまた期間が合いましたら一括の清掃にまぜてもらってや

る予定でおります。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時39分 休憩 

 

                       ９時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇深良支所長 基本的には一括ですが、今回リニューアルの諸事情で個別になってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） 了解です。ありがとうございました。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はありませんか。 

  土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） これは、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時39分 休憩 

 

                       ９時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇分科会外委員（土屋主久） 住民基本台帳取り扱い件数の中で人口の増減、29年、

30年ありますけれども、富岡支所が一番多く501人の減少、185世帯の減少というこ

とになっていますけれども、それの要因どのように捉えているかちょっとわかった

ら教えていただきたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらのほうは、企業さんの絡みでの件数になっていると考えており

ます。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 今度は、３支所共通でございますけれども、支所の利

用事業ということで、いかに活用されているかというところを見た場合に証明書等

の交付状況を見るとわかるのでないかなというふうに考えております。その中で交

付状況でいくと、須山が一番利用率が高くて、次が深良、そして富岡が３番目とい

う形になると思うのですけれども、この辺交付率ちょっと３支所長さんどう考えて

いるかお伺いしたいと思いますけれども。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時41分 休憩 

 

                       ９時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  須山支所長。 

〇須山支所長 須山の場合に関して言えば、やはり中心からかなり遠隔、離れている

場所にあるということから、別荘、それからその周りの特定したものが来ます。 

  以上でございます。暫時休憩願います。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時43分 休憩 
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                       ９時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  深良支所長。 

〇深良支所長 深良支所も須山の次に利用率が高いということなのですが、本所には

近いのですが、来る方たちがやっぱりかなり高齢の方たちとか、身軽に来られた方

たちが親しんだコミュニティーのセンターということで、足の悪い方たちも踏まえ

てこの近くにあるということで来られているケースが多いと考えております。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所も深良支所と同様となるのですけれども、利用される方がど

ちらかというと高齢者の方が多いということです。また、証明書等だけではなく総

合窓口的な処理もしているものですから、高齢者の方が来て、先ほどのバス利用券

等も利用されているものですから、車が運転できる方は市役所に行かれる方が多い

のかなというような印象はあります。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 状況が少し把握できたと思います。高齢化の進展によ

って高齢者が支所を便利、要するに身近でということで利用されているということ

でよくわかりました。どうもありがとうございました。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又議員。 

〇分科会外議員（勝又 豊） 済みません。96ページの須山支所なのですけれども、

そこの特定財源で雑入、使用電話で６万円ってありますけれども、そこほかのとこ

ろはないので、須山支所だけあるのはなぜかというところを教えてください。 

〇委員長（中村純也） 須山支所長。 

〇須山支所長 先ほど説明いたしましたが、振興会から６万円をいただいております。

振興会の電話の取り次ぎ等ありますので、その手数料としていただいております。 

  以上でございます。 

〇委員長（中村純也） 勝又議員。 

〇分科会外議員（勝又 豊） 暫時休憩でいいのですけれども…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時46分 休憩 

 

                       ９時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

  井出議員。 

〇分科会外議員（井出 悟） 富岡支所のところで先ほど人口のお話が出ていたので
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ちょっと関連なのですけれども、マイナス500人が企業の影響だということなのです

けれども、これが市外に転出したのか、もしくは市内でほかの地域に転出されたか

というのはその辺はどうなっていますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       ９時47分 休憩 

 

                       ９時47分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  富岡支所長。 

〇富岡支所長 把握はできておりません。 

〇委員長（中村純也） 井出議員。 

〇分科会外議員（井出 悟） 先ほど企業でということだったのですけれども、その

理由は何をもってそういうお答えされたかをちょっと理由のところだけ教えてくだ

さい。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡地区に社宅等がありますので、移転の関係で多いのではないかと

いう考えでおります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  井出議員。 

〇分科会外議員（井出 悟） ということは、今の内容は推定だということですよね。

確定ではないということですよね。 

〇委員長（中村純也） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 推定です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わりま

す。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で深良支所、富岡支所及び須山支所の質疑を終わります。 
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市民課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。調書のほうでお願いします。細かいところであ

れなのですけれども、87ページの水曜日の夜間窓口延長開設、件数が非常に伸びて

いるというところに関して要因としてはどういったことが挙げられますでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 最近水曜日の来庁していただく方が増えているように感じております。

要因としましては、水曜窓口延長が市民の間に浸透しているのかというふうに考え

ております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） これ開始したのって、済みません。暫時休憩でお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時15分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 件数が非常に伸びているということはいいことだとは思うので

すけれども、これによる職員の方の残業ですとか、そういったものへの影響という

のはあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 残業等の対応もありますけれども、時差出勤の活用をいたしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。時差出勤であればなるほどと思います。 

  同じページの12番のところです。窓口業務委託の金額、こちらもやっぱり伸して

いるのですけれども、これはどういった理由でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時17分 休憩 

 

                       10時17分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 平成30年度より窓口業者委託が入れかわりになった関係で、初年度とし

て経費が伸びております。 
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〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時18分 休憩 

 

                       10時18分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） そうすると、初年度ということで委託期間で考えたときには大

体同じ、変更前と同じぐらいの金額になるということで考えてよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 人件費等の関係などにもよりまして、委託費としては増えているかと思

います。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 金額が上がるサービスの質として、これがよくなっているとい

うものがもしあるのであれば教えてください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時18分 休憩 

 

                       10時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 ホールでのコンシェルジュ等の事務を追加しておりますので、その分…

… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時19分 休憩 

 

                       10時19分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 ホールでのコンシェルジュやマイナンバー等の受付の事務を追加してお

りますので、サービスとして向上していると考えております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点に関してもう一点だけ、それが市民の方に示せる数値、

もしくは調査などはありますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 窓口に来所された方の満足度の把握などを行ったりしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 
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〇委員（増田祐二） その満足度の把握は公開はされていますか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 あくまで内部資料としてとったものですので、現状では公開はしており

ません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 額が額ですので、その点までできれば追いかけていただけると

ありがたいと思います。 

  次に参ります。戻って86ページです。人口動態に関してなのですけれども、この

転入転出について……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時21分 休憩 

 

                       10時21分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 人口動態の数字に関して、企画部等々と定期的に協議している

ということは30年度ありましたでしょうか。 

            （「済みません。ちょっと暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時21分 休憩 

 

                       10時22分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 転入転出者に対しましてアンケート等をとっておりますので、企画のほ

うにそういった情報を渡しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） アンケート結果の集計、分析は市民課のほうでは行っています

か。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 市民課では行っておりません。企画のほうへ渡しております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。最初に、今マイナンバーの関係で87ページの交

付を始めてから３年ぐらいたっていて、交付率の関係もあるのですが、全国的にそ

んなに変わらないと思うのだけれども、裾野市としてカードの中に付加価値をつけ

るような議論というのは30年度ありましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 
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〇市民課長 内部的に付加価値につきましては、企画や商工等のほうで検討したかと

思っておりますので、市民課のほうでは交付事務は行っておりますが、付加価値に

ついては市民課のほうでは行っておりません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。では、企画のほうでそれは検討することになっ

ているということでいいのかな。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時23分 休憩 

 

                       10時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 市民課のほうでは現況では検討はありませんが、関係課にデータ等の提

供はしていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。 

  もう一点。地縁団体の関係は市民課でよろしいのでしたっけ。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 市民課の所管になります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 30年度で新たに地縁団体として登録した、これ調書に多分入っ

ていないと思うのだけれども、ありますか。 

            （「済みません。暫時休憩を」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時25分 休憩 

 

                       10時25分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 30年度はございません。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時26分 休憩 

 

                       10時27分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 30年度は登録はないということですけれども、今までで登録済

みの団体幾つありますか。 

〇委員長（中村純也） 主任。 

〇市民課主任 現在裾野市に登録されている団体数は10団体になります。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 10団体ということですから、これから多分増えると思いますの

で、区長ハンドブックなり何なりに区長さんにもお知らせをする必要があると思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 各区へも地縁団体についてお知らせをしていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。よろしくお願いします。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ちょっと確認させていただきます。88ページの３番、要望書受

け付け、これ区要望だと思います。多分地域課へ集まってきますよね。これ各課に、

これは建設、これは危機管理とか、ただ配付だけなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 主には市民課でまとめて受け付けを行うということで受け付けを行って

おりますので、実際に担当課へ通知するという形になります。その中で職員が入っ

たほうがいいときには間に入らせていただいて相談をさせていただいております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 振り分けるということだと思います。その中でその他ってあり

ますけれども、このその他って何でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時29分 休憩 

 

                       10時29分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 記載の課以外の、例えば広報関係であったりとか、その他の関係課の件

数でございます。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 市民課としてはこうやって、その担当課がそこの中で優先順位

を決めるということでよろしいですね。 
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〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 そういうことになります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 同じページでお願いします。まず、１番で連絡を図るための事

業ということですけれども、区長さんたちに連絡するときは基本会合のほかは連絡

通知とか基本郵送なのですよね。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 会議等でご連絡する場合と文書で通知する場合とございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時30分 休憩 

 

                       10時31分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 最近の区長さんメールが使えるものですから、メールで経費の

節約とか、その連絡の方法、そんなことはこの30年に協議はしたことはないでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 具体的な検討はしていないと考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ぜひそこを検討していただきたいと思います。区長さんたち皆

さんパソコンで書類つくっているものですから。 

  続きまして、次です。お願いします。３番の要望の受け付けなのですけれども、

これ新規と継続の分類はできていますか。30年度に新しくやった、それとも同じよ

うなものが出ている。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 内訳といたしましては、新規が363件、継続その他が210件でございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この要望の中のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランク別の分類はありますか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 回答のランクわけにつきましては、ＡＡが61件、Ａが129件…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時32分 休憩 

 

                       10時32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

            （「ちょっと待って。もう一回やり直してください」の声 
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             あり） 

〇市民課長 ＡＡが61件、Ａが129件、Ｂが157件、Ｃが76件、Ｄが８件、判断なしが

125件、その他が17件でございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今判断なしの125件ってあったの、これはどういうことでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 ランクづけは建設等の事業に関しますので、その他について判断なしと

いう回答になっております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは要望的な今後検討してくれる、そういう受けとめになっ

てしまったのですか。要は要望に対して判断なしというのがちょっと理解できない

のですけれども。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時33分 休憩 

 

                       10時34分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の発言は取り消します。 

  そうすると、30年度はつまり建設関係は前年度に比べてＡとＡＡ、解決した率が

増えてきているのでしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 休憩いたします。 

                       10時34分 休憩 

 

                       10時35分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 全体の件数自体が今年度若干減っていますので、件数比較はしにくいの

ですが、ランクの割合としては同程度かと考えております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） わかりました。 

  それでは、済みません。４に行きます。自治会の加入率なのですけれども、これ

５地区別の加入率というのは出ているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 現状での数値としては出してはおりません。 



- 130 - 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 地区で特性があると思うので、ちょっと出していただければと

思いました。これは要望です。 

  それと、89ページに行きます。６番なのですけれども、西と東地区の区長会に関

する事務は西、東は支所がないので本庁でやっていただいているのですけれども、

この中で西だけがコミュニティーの起点となるところがないのです。それは何か議

論とか何もないのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 西地区につきましては、本庁舎がある関係かと考えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩します。 

                       10時36分 休憩 

 

                       10時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇市民課長 具体的な議論はございません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） わかりました。 

  それでは、最後に90ページに行きます。90ページの11番に自衛隊協力会とのいろ

んな行事が入っています。それぞれの市民の参加した人数ってわかりますか。自衛

隊見学会、音楽会、火力演習。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時37分 休憩 

 

                       10時38分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開します。 

  市民課長。 

〇市民課長 自衛隊見学会につきましては30名程度が参加しています。音楽祭へは約

40名が参加しております。火力演習につきましては人数把握はできておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、86ページ、最初、特定財源のところに通知カード、

個人カードに管理の委託交付金が来ていますけれども、この交付金には番号カード

の例えば発行目標みたいなものも含んでいる交付金ですか。 

            （「済みません。休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時39分 休憩 
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                       10時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 マイナンバーカードの交付金につきましては、国のほうから人口割で交

付されておりますので、数の目標は入っておりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今カードの発行全国平均が14％と言われている中で、裾野が30年

度で16.2％ですけれども、この辺ＰＲとか特別何か取り組まれたことというのはあ

るのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時40分 休憩 

 

                       10時40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 窓口におきまして、カードの利便性のＰＲ等は行っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） わかりました。全国平均から２％も多いというのこれはこれす

ごいなと思います。 

  次、窓口業務に関連してお尋ねします。自動交付機を以前設置したときに待ち時

間を短縮ということで数値が示されたような気がするのですけれども、現在の平均

の待ち時間みたいな数値というのはお持ちでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 待ち時間の計測した数値はございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その数字はどのような数字でしょうか。 

            （「暫時……」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時41分 休憩 

 

                       10時43分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 窓口の待ち時間につきましては、受付書を発行してから呼び出しをした

までの時間の把握をしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その時間はどのくらいでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 異動事由によっても違いはありますけれども、転入転出等で平均して

30分程度と把握しております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 自動交付機があったときの待ち時間というのはもっと短かった

のではないかと思うのですけれども、その辺の比較の認識はどのように課としては

持たれていますでしょうか。 

            （「暫時休憩を」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時43分 休憩 

 

                       10時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 交付機との比較は困難というふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 比較は無理ということなのですが、最近窓口の状況を見ている

とやっぱり待ち時間が長くなっているのかなという実感を持ちます。でも、改善を

常に取り組まれているということでは、よろしくお願いします。 

  窓口に関連して、目が見えづらい方が来て、窓口でかわりに書いてほしいという

お願いをしたら、障害者手帳を提示してくださいと言われたそうですが、その方は

医者からも…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時46分 休憩 

 

                       10時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 障害認定を受けていないけれども、目が見えづらいとか、耳が

聞こえづらいという方に対して代書をするというような取り組みは30年度はどのよ

うになっていたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 窓口に見えられる方の中には目が見えないとか字が書けないといった方

が来られることもございます。字が書けない方等のことにつきまして、内部的な確

認をしていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時47分 休憩 
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                       10時49分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 窓口に見えられて字が書けない等の事象につきましては、取り扱いのほ

うを決めておりますので、それに基づいて発行するようにしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） １点、窓口業務の中で課税所得証明書というのが税務課でもで

きるのですが、窓口の混雑を減らすという意味からも課税証明所等は税務課のほう

でとってくださいみたいな広報みたいなものは30年度は考えられなかったのでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 市民課の窓口におきまして、税証明は税務課窓口でとれますというよう

な掲示をさせていただいております。ただ、ほかの書類とまとめて一緒にとりたい

というご要望がありまして、市民課窓口で発行しております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 89ページ一番下の環境美化活動、河川の一斉清掃があるのです

けれども、裾野市が管理する普通河川のとっても深いものとかあるのですけれども、

美化活動の一環ではなくて、河川の管理者が行う作業ではないかというような意見

は30年度の中なかったでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 大きな作業の必要があるようなものにつきましては、区要望等で上がっ

てきているのかと考えております。区の要望として上がってきているのかというふ

うに考えております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 確かに大きいものは申請して、機械の貸し出しとかいろいろの

対応をされているのではないかと思うのですが、高齢化とか何かいろんな要素の中

で作業自体が危険であったり、大変であったりという状況の中で、そういうところ

は管理者のほうでやるべきではないかという、そのような意見はなかったのでしょ

うか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 こちらの環境美化活動につきましては、県の事業の一環といたしまして、

身近なところを住民が参加してという事業の目的で行っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時52分 休憩 

 

                       10時52分 再開 
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〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 大きな事業としての検討は行っておりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 身近な作業をみんなで協力してということはとてもよくわかる

のですけれども、専門的というか、お金も人力も責任もいっぱい伴うようなものは

ぜひ管理者のほうでというような部分は全く出ていませんか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時52分 休憩 

 

                       10時52分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、取り消します。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。ちょっと１つ教えてほしいのですけれども、87ペ

ージの各種調査の中に犯歴管理人というのがあります。これちょっとどういう内容

なのか教えてください。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 市民課の業務といたしまして、主に選挙等の資格の関係になるかと思う

のですけれども、犯歴のほうの管理を行っております。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時53分 休憩 

 

                       10時55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課主幹。 

〇市民課主幹 地方検察庁から既決犯罪通知がまいります。それに基づいて犯罪人名

簿を作成し、管理しております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これは、累計ではなくて30年度に247人管理しているということ

ですか。 

〇委員長（中村純也） 主幹。 

〇市民課主幹 違います。今現在本籍人の中で通知を受けた方の人数です。 

〇委員（内藤法子） 累積。 

〇市民課主幹 はい。 
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〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） わかりました。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時55分 休憩 

 

                       10時56分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外議員の質疑はありませんか。 

  杉山議員。 

〇分科会外議員（杉山茂規） よろしくお願いします。88ページの要望関係なのです

が、区に対してＡランクだとか、Ｂランクというふうなものの結果が出て、それを

区に対して通知する、届けるのはどこが担当になりますか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 市民課から通知しております。 

〇委員長（中村純也） 杉山議員。 

〇分科会外議員（杉山茂規） 全ての要望があったものに対して、100％いずれかの形

で回答が区に届いているという解釈でいいでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 回答のほうを送っています。全ての回答を送っております。 

            （「暫時休憩でお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時57分 休憩 

 

                       10時57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇分科会外議員（杉山茂規） 通知に対してしっかり届いているか、区のほうにしっ

かり届けるための今後の考え方は30年度協議ありましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 送付のほうしているかと考えておりますので、対応等の協議はございま

せん。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  岩井議員。 

〇分科会外議員（岩井良枝） 済みません。86ページ、特定財源のところで、通知カ

ード、個人番号カードの再発行手数料というのがあるのですけれども、この金額は
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数によって違ってくるということですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 済みません。暫時休憩。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時58分 休憩 

 

                       10時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課長。 

〇市民課長 個人番号カードは１件800円、通知カードにつきましては１件500円の手

数料となりますので、発行件数によって変わってきます。 

〇委員長（中村純也） 岩井議員。 

〇分科会外議員（岩井良枝） そうしますと、この再発行30年度のときにはどれぐら

いの数で再発行していたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       10時59分 休憩 

 

                       11時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岩井議員。 

〇分科会外議員（岩井良枝） 今の質問取り消します。 

  いいでしょうか。87ページ、10番のところでマイナンバーカードを申請していて、

交付数と相違があって累計交付率が89.11％ということなのですが、この交付されな

い理由というのはどんなものがあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 申請をしてから交付までに１カ月程度の時間が必要になりますので、そ

の時間による交付件数の違いとなります。 

〇委員長（中村純也） 岩井議員。 

〇分科会外議員（岩井良枝） そうしますと、30年度に申請したものについては、今

年度も発行は全て終わっているということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 交付につきましては、ご自身の都合でちょっと遅く取りに来られる方が

いらっしゃいますので、30年度中に申請があったものが全て発行が終わっているか

は現時点ではちょっと把握してございません。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  小田議員。 

〇分科会外議員（小田圭介） 88ページ、９ページのところです。先ほど内藤委員が
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言われた西だけがコミュニティーの拠点がないみたいな話に絡むのですけれども、

市民課さんのほうで区長連合会及び東西の区長会の事務を担われていて、コミュニ

ティーの拠点の議論はなかったという話なのですけれども、これから地域自治の振

興を考えていくと支所機能及び支所長や職員、常駐する職員がいる、いないによっ

てこの地域自治の振興に影響があると考えているのですけれども、このあたりに対

しての課題意識というのは持たれて業務に臨まれているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時02分 休憩 

 

                       11時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  市民課主任。 

〇市民課主任 現状ご相談があったときについては現地に行くような形をとっており

ますので、課題意識については特にはありません。今後それを強めていくような形

で行っていきたいと考えております。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 89ページなのですけれども、コミュニティー助成事業

について、この制度については認知度によって使うところ、使わないところという

ところが出てきてしまうと思います。この制度が全町内会さんに理解されているか

どうかをまず１点お伺いしたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 コミュニティー助成事業につきましては、年度当初区長さんにお配りす

る区長ハンドブック等でご紹介をさせていただいておりますので、各区にＰＲさせ

ていただいていると考えております。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） それでは、確認するために今まで助成を受けている団

体に偏りはございませんか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 助成につきましては、区、連合会等の推薦をいただきまして、申請をし

ておりますので、偏りがあるというふうには考えておりません。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 自分の経験ではその偏りを是正したという経験ござい

ますので、それはもう一回チェックしてしっかり皆さんに使っていただくというこ

と考えていただきたいと思います。 

  次に行きます。先ほど繁忙期の、水曜日の夜間窓口の関係ですけれども、時差出

勤という形で対応をとっているということでございますけれども、市民課業務につ

いては日々の仕事が積み重なっていく仕事というふうに認識しておりますので、そ
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の辺支障がないかどうかをお伺いいたします。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 先ほど時差出勤を活用させていただいているという回答をさせていただ

きました。全員が時差出勤ではございませんで、時間外の職員もおりまして、プラ

ス時差出勤での対応をしているということでございます。日中の業務に支障がない

ように予定を組んで行っております。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 次は、マイナンバーカードの申請交付ということで、

27年から始まって16.2％、これについては県平均ってどのぐらいか数字わかります

か。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 マイナンバーカードの申請率の県平均につきましては14.8％となってお

ります。 

〇委員長（中村純也） 土屋議員。 

〇分科会外議員（土屋主久） 県平均より高いということで、例えばメリットをしっ

かりこれ申請することによってどういうメリットがあるとか、その辺は啓発をして

いますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 市民課長。 

〇市民課長 マイナンバーカードのメリットにつきましては、窓口等で掲示をしたり

してＰＲをさせていただいております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、市民課の質疑を終わります。 
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危機管理課 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。114ページからでございます。29年度から始まっ

ている高齢者の免許証返納の件ですけれども、この免許証の返納された方のエリア

ですとか、そういったものの把握というのはされていますでしょうか。住んでいる

地域です。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 エリアのほうの把握はしておりません。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時35分 休憩 

 

                       11時36分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 訂正します。申請時の段階で住所のほうは把握しておりますので、

それをデータのほうとしてはまとめてはおりませんけれども、住所のほうは確認で

きております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 今後まとめていくよう考え方というのは30年度協議はありまし

たでしょうか。 

〇危機管理課長 特にありません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時36分 休憩 

 

                       11時37分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 同じく114ページからです。交通事故のほうなのですけれども、

件数としては減っている状況、28年度からも減っていますのでいいのですが、この

発生箇所とか発生要因の分析というものはされているでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 警察のほうで作成する交通白書のほうに事故の内容とか場所とかっ



- 140 - 

てそういうものは出ておりますので、そちらのほうから分析というか、内容のほう

は確認をしておるところでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 30年度中にその分析結果が、例えばカーブミラーですとか、そ

ういった行政のサービスのほうに反映されているということはありますでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 特にはありません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） この点も確実に多いようなところがあるという数値があるので

あれば、そこに対してのケアまで戻すというのが必要な行政サービスかと思います

ので、ぜひ生かしていただければと思います。 

  次に参ります。116ページです。先ほど説明の中で29年度に総合防災のほうは県の

ほうが来たものですからというような説明があったのですけれども、30年度で地域

防災のほうの数字が伸びているのですけれども、これは何か要因があっての話でし

ょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には例年どおりの形で地域防災訓練の実施のほうお願いして

いるところでありますけれども、モデル地区訓練とか、こういう形をやることによ

って参加人数は以前より増えるという形の状況が数字として出ているかなと思って

おります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、今回ですと伊豆島田と深良に関しての部分という

のはやっていない訓練もあると思うのですけれども、個別で地域ごとに人数の変動

というのは追っていますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には申請から始まって実績報告ありますので、各区の状況は

把握しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 119ページです。ここ一番下の段、災害応援協定なのですけれど

も、災害支援協定等々、こちらの市内と市外のここまでの数、30年度までの数とい

うものはお示しいただけますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 これまでの協定の内容は全てデータのほうで整備しております。全

体的には140件ぐらいの協定結んでおりますけれども、過去に結んだものが今現在ど

うなっているかという部分もありますので、そちらのほうは精査した上で確認のほ

うはできると思います。 
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〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その市内と市外というのの割り振りもその中ではされているわ

けではなくて、できるということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 可能でございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 防災訓練等々でこの災害支援協定を生かした取り組みというの

は30年度実施したか、あるいは協議はありましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時41分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 協定先との訓練ですけれども、６者協議会との協定に基づく通信訓

練のほうは30年実施しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） こちらも新協定の数大分増えてきていると思いますので、その

点どの相手先がどういう協力をとれるのかということに関してはこれからの防災計

画等々でも必要になってくる部分だと思いますので、ぜひ精査をしていただきなが

ら各年度ごとにこういうふうな協定をこういうふうに生かすというふうなところま

で反映していただけると思いますので、お願いします。要望で結構です。 

  120ページ、済みません、細かいところなのですけれども、安全推進員のブロック

交付金がゼロになっているのは、これは廃止ということでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 こちらにつきましては廃止となります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 特に支障はないですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 左の防犯協会の負担金というのあるのですけれども、防犯協会のほ

うである程度の活動の、例えば消耗品も含めてそういうものは整備していただいて

おりますので、ブロックとしての活動で特にそういう費用は要らないよということ

で確認をとっておりますので、大丈夫だと思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 118ページ、10の防災用備品整備、主なものというか、この可搬

ポンプ２台って自治会貸与って、これどことどこ貸与したのでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 危機管理課課長代理。 

〇危機管理課課長代理 伊豆島田区と中村区の２台です。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この可搬ポンプ、各自治体に全部あると思うのですけれども、

これについて可搬ポンプは効果あると考えていますでしょうか。 

            （「暫時休憩でお願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時44分 休憩 

 

                       11時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課課長代理。 

〇危機管理課課長代理 効果はあると考えております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） ただ、これから高齢者とか女性いますけれども、それに対して

どういうふうに持っていくかというのは地域で大事だと思うのですけれども、そう

いうことに対しての支援ということどういうふうに考えていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時46分 休憩 

 

                       11時48分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には各自主防災からの申請によって可搬ポンプを貸与のほう

しておりますので、それに基づくと各地区で対応はできると考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 114ページの高齢者運転免許証返納支援事業なのですけれども、

これ先ほどエリア別わからないと言ったのですけれども、年代別とかわかりますか。

どの年代の人が一番。は分析していない。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 一応70歳から89歳までで173人、だから188人のうちそこにほとんど

が集中している。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これは今後、29年度から始めて30年度微増しているのですけれ

ども、もっと進めていくために例えばほかの自治体だったらタクシー券とかサービ

スをプラスにして、もっと進めていこうとかいうような議論は30年度にはなかった



- 143 - 

ですか。 

〇委員長（中村純也） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 あくまで交通安全という分野ではこの免許返納支援という形で、そ

のタクシー券であったりという考えになりますと、高齢者のサービスという考え方

になりますので、危機管理課内ではその議論はありませんでした。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 次に行きます。115ページの14番、交通災害共済加入状態ですけ

れども、これ駿東地区交通共済だと思うのです。その中の裾野の加入率はどのよう

に評価されていますか、30年度。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 毎年加入率のほうが下がっているという状況は把握しております。 

            （「駿東地区の中で」の声あり） 

〇危機管理課長 駿東地区の中で。 

            （「地区の中で……」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時51分 休憩 

 

                       11時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

            （「ちょっと暫時……」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時51分 休憩 

 

                       11時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 全体的に加入率は下がっている状況にあります。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 全体の平均って何％ですか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時51分 休憩 

 

                       11時51分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 30年度実績だと22.3％です。 
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〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうしますと、全体の22.3％に比べても裾野市の加入率が減り

続けているのですけれども、これをどうしようという議論はありましたか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 こちらにつきましては、31年度から見舞金の見直しで見舞金を増額

しているというのが１点、それとあと対象、等級によって条件を緩和している、こ

れである程度加入率のほうちょっと高めたいということで、今年度そういう状況で

対応しております。 

            （「30年度はないの」の声あり） 

〇危機管理課長 30年度は済みません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 次年度に期待することにします。 

  それでは、最後に119ページの16番にいって、災害情報提供事業の中です。昨年度

の決算のときはこれ加入率、メール使える人はもう全て加入していただきたいとい

う気持ちがあるということでしたが、1,572人増えているのですが、もっとさらに増

やしたいという何か働きかけはありましたか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 実際これ30年の９月に回覧でまもメールのほうの広報させていただ

きました。ですから、29年度から30年度につきましては1,257人というかなりの数が

増えておりますので、今後どういう形でも情報を得るということは大事だと思いま

すので、何かしら考えて進めていきたいなと思っております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） どうぞ引き続き努力をお願いします。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 補正で交通安全対策費を100万、カーブミラーとか設置されたと

いうことでしたけれども、そのときにちゃんと言うべきことだと思うのですが、他

の新設とか修繕に回すという考え方はなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には区の要望で出てきたものに対して評価としてＡ、Ｂ、Ｃ

のランクづけをするという形で、当然実施したものに関してはＡのものの、そのほ

かの要望もあったのですけれども、そちらのほうとしましては、担当課としてはそ

こは必要ないではないかという判断のもとで工事のほう実施しておりますので、回

すという形では考えておりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、カーブミラーの新設とか修繕に関しては、あくまで地区
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要望として上がってきたことに対応する予算という考え方ですか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には各区からの要望、あとは年間を通して気がついた部分で

修繕とか、腐っているポールを直したほうがいいとか、そういうものに対応するも

の、あとは通学路の点検等でそういう指摘があればそちらについて対応していくと

いうことで予算計上のほうしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ぜひそれはそちらに回してほしかったなと思いますけれども、

わかりました。 

  あと、118ページ、防災用備品の整備がありますが、ラップ式トイレ２台、その前

の年は４台でしたけれども、30年度でのトイレの備蓄の到達というのはどのように

なっているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時56分 休憩 

 

                       11時57分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理調整監。 

〇危機管理調整監 トイレの整備につきましては、組み立て用のトイレと、それから

トイレ使う簡易トイレの使い捨ての部分、こちらを整備していまして、組み立てト

イレ自体については目標を達成しております。ただ、消耗するトイレの便袋等につ

いては目標までまだ達成していないという状況です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その簡易トイレの目標値は今どのくらいでしょう。到達点と目

標値はわかりますか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理調整監。 

〇危機管理調整監 組み立てトイレの目標値は現在67基を目標値にしております。整

備数ですけれども、81ということになっています。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時58分 休憩 

 

                       11時58分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 使い捨ての簡易トイレのほうはいかがでしょうか。目標と到達。 

〇委員長（中村純也） 危機管理調整監。 

〇危機管理調整監 使い捨ての便袋等につきましては、目標値を６万7,820袋と、それ
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に対して現在2018年度で整備できていますのが年度当初４万7,100個と。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） トイレのほうはいいとして、30年度で簡易ベッドの整備という

のはどのようにお考えだったのでしょうか。段ボールなんかの簡易のベッド。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       11時59分 休憩 

 

                       11時59分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 入っておりません。整備品。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、入っていないということですが、簡易ベッドの整備

について30年度までの到達とか考え方とか、そこはどのようになっていますでしょ

うか。簡易ベッドを整備するということについて。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時00分 休憩 

 

                       12時00分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 簡易ベッドのほうは、備品としての検討のほうはしておりません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今、全国的な避難所の衛生面だとかいろいろな部分で雑魚寝よ

りもベッドの優位性というのが言われていて、自分のところで保管しなくても協定

等でいざというときに持ってきてもらうというのもあるのですが、30年度ではその

部分の検討もなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 特にございません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） わかりました。 

  あと一点、123ページ、非常備消防のところです。４のところに出動状況がありま

すけれども、その他というのは具体的にはどのような出動状況でしょうか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時02分 休憩 
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                       12時02分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 報酬の対象としていない活動、いわゆる地区の活動等がこれに該当

すると思います。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 確かに費用弁償の対象ではないということなのですけれども、

条例を改正しながらこの部分も費用弁償の対象にするというような論議みたいなも

のはなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 現段階ではございません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 消防の協力金等の問題についてずっとこれまで指摘をしてきて

いるのですけれども、その改善の意味を込めて、やっぱり出動というのを条例の対

応のほうは出す、だけれどもこちらは出さないではなくて、やっぱり同じように費

用弁償の対象とするほうが明確というか、消防団を育成の部分ではすっきりするの

かなというふうに思うのですけれども、30年度はそのようなことないということで

したけれども、30年度、今後の方向性については…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時03分 休憩 

 

                       12時03分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 116ページの１番に地震災害対策活動のところに職員の動員訓練

があります。これ１時間以内の回答率が45.9％とあったのですが、そもそも目標は

どれくらいに置いていたのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 100％を目標としています。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 100％目標の中で45.9％というものはどういう分析というか、反

省がありましたか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 電話と違ってメールの招集は非常に重要というか、早くて大事なこ

とだと考えております。ですから、ことしも実施しましたが、こちらのほうは職員

に徹底をするように、あらゆる機会で指導というか、指示等をしていきたいと考え

ております。 
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〇委員（内藤法子） わかりました。ぜひお願いします。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

  村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 定期監査から出ているもので質問します。準公金の適正か

つ厳正な取り扱いの徹底と市政の信頼に向けた実践についてということ、３月に消

防団の活動費の横領事件が発覚しているわけですが、30年度どのような取り組みを

されたか、30年度に発生した事件でありますから、その事件が31年度に来ても、そ

ういう会議は行われていると思いますけれども、この30年度に発生したこの事件に

ついてどのような話し合いなり対策が練られたかお伺いをいたします。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時05分 休憩 

 

                       12時06分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  環境市民部長。 

〇環境市民部長 30年度のこの事件を受けまして、本部の会議を３月においても３回

ほど開きまして、公金の適正な使用、それから適正な経理をするように指示を出し

ました。31年度に向けて新たな対策をするということの話もその場でいたしました。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外議員の質疑はありませんか。 

  勝又議員。 

〇分科会外議員（勝又 豊） 117ページで、家具転倒防止機器取り付け委託なのです

けれども、これ件数は何件なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 ３件になります。 

〇委員長（中村純也） 勝又議員。 

〇分科会外議員（勝又 豊） この事業が委託に変わった理由というのはありますか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時07分 休憩 

 

                       12時10分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 
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〇危機管理課長 後ほど答弁いたします。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  杉山議員。 

〇分科会外議員（杉山茂規） よろしくお願いします。117ページのところら辺になる

のですけれども、課のほうで自主防や地域地震防災指導員に対して指導を行ってい

ると思います。地域の防災力向上ということでやっていると思うのですけれども、

平成30年度行った内容で評価、過不足についての認識をお聞かせください。 

〇委員長（中村純也） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 基本的には先ほどのモデル地区訓練と、あと自主防災会に対する勉

強会等の回数は増えております。ですから、今の状況を継続してやっていくこと、

あとは区によって少し温度差があるところがあるものですから、そういうところ何

とか解消して訓練等の実践をしていかなければいけないかなと考えております。 

〇委員長（中村純也） 杉山議員。 

〇分科会外議員（杉山茂規） まずはそのとおりだと思いまして、ただ１点自主防災

会の会長さんは毎年交代されるということの中で、区にお願いをしてというところ

がなかなかつらいのではないのかなと思うのですが、直接市民に対して働きかけを

行うみたいな検討というのはあったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       12時12分 休憩 

 

                       12時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 先ほど116ページに記載してある訓練の内容の中でモデル地区訓練

というものがあったのですけれども、こちらのほうにつきましては市のほうもどう

いう形でどんな訓練が実効性のある訓練かというのを区の方と話しながら実施して

きたものであり、今年度も同じくやっており、今後もつなげていきたいと考えてお

りますので、こういう形であれば１つの区に負担をかけずに実効性のある訓練がで

きるかなと考えております。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、危機管理課の質疑を終わります。 
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危機管理課（答弁漏れ）  令和元年10月1日（火） 13時11分～ 

〇委員長（中村純也） 初めに、危機管理課より答弁漏れについての発言の申し出が

ありましたので、これを許します。 

  危機管理課長。 

〇危機管理課長 先ほどの防災の関係の家具の転倒防止の推進事業ですけれども、年

度の実績につきましては３件の５万6,000円という形になっております。同ページの

６番の委託料のほうに家具転倒防止の取りつけ委託として５万6,000円が計上され

ています。金額のほうが二重で掲載されてしまっているというところがあったもの

ですから、今回こういうような表現のほうさせていただきました。契約のほうの実

施方法につきましては、これまでどおり変わりはございません。少し金額が２つ載

ってしまうのでこちらの部分に対しては事業としての件数だけを載っけるような形

でちょっと来年度修正のほうしたいと思います。 

〇委員長（中村純也） 休憩いたします。 

                       13時12分 休憩 

 

                       13時13分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  いかがでしょうか。 

            （「休憩中で」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 休憩いたします。 

                       13時13分 休憩 

 

                       13時14分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  委員の皆様、よろしいでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で答弁漏れについて終わります。 
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生活環境課（第１号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。調書のほうの99ページです。件数として微減で

はあるのですけれども、市民110番のほうです。この中で解決済みと未解決のものと

いう区分はあるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 その統計は出したことはございません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 基本的には御課ではないところもあるとは思うのですけれども、

生活環境課のほうで対応されたものというのはそれは把握はされていますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ここに記載されているものはひとまずは生活環境課が取り扱って対

応しているものでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その結果というのが処理がされているか、されていないかとい

うふうな数字はとってはいない。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 正確な数字はとってはおりません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 市民サービスの向上の観点から言うと、どういったことで市民

の方々が110番を出されていて、それに対してどういうふうな回答をしたかというこ

との蓄積非常に重要だと思うのですけれども、平成30年度の中ではそういった議論

はなかったですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 それに関する議論としてはこうした市民110番を含めた環境に対す

る苦情処理というのがいろんな指標にはなっているのですが、ただ、それは多い、

少ないというのはなかなかその時々の状況にもよりますので、それの解決率とかと

いうのは場合によっては一つの資料になるのかなという、そんな話し合いはいたし

ました。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時31分 休憩 

 

                       13時32分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 
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  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 同じく99ページの部分です。環境イベントの部分で環境保全費

以外の事業24回とあるところですけれども、これに対して生活環境課とはのかかわ

りはどういった形になりますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そこにもありますけれども、例えば環境美化の日とかさまざまなご

みの回収をやっていただいている団体等もありまして、そういうところに対して回

収であるとか、袋の提供だとか、そうしたサービスは行っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） イベントのほうに会員の方ですとかというのが立ち会ったりと

いうことは特になく、基本的には物品の提供ですとか、そういったことで対応され

ているということですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 職員もできる限りは参加していまして、そこにありますエコマルシ

ェであるとか、あるいは清掃活動なんかも場合によっては見に行ったりとか、状況

把握したりに努めております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） これが総合計画のほうの指標の中で30回のうちの何回というふ

うな部分に影響がある数字かと思いますので、生活環境課として目標を達成してい

るというふうにこのように書かれるのであれば、生活環境課としてこの事業にはし

っかりとかかわっているということをお示しいただいたほうが理由としては通ると

思います。そうでないとどこかの課でやっている事業のものをぽんって入れてしま

うということがあり得るのかなと思ったもので、そんな質問でございました。 

  次です。102ページです。ごみ減量推進協議会さんの協議の中で美化センターへの

持ち込みごみのほうの有料化云々というふうな議論は30年度ありましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ごみ減量推進協議会の中ではそうした議論はございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、ほかの場面でそういった議論はありましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 こちらの事務局内部ではたびたび行っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 協議としては継続中というふうなことでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時34分 休憩 
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                       13時34分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。今事業やっていないから調書に載っていないの

しようがないのだけれども、環境大会というのが何年か前やっていて、３年、４年

ぐらい前からやめたのかな。いろいろ事情があったことなのでしょうけれども、30年

度でこの環境大会について何か議論というかどうする、こうするということありま

したか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 30年度には特にそうした議論、要望等はございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、話題にも上っていないという、例えば復活をさせ

ようとか、そういう議論も何もないって、そういう意味でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 少なくとも私のところにはそうしたご意見は届いてはおりませんで

した。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 市民からの意見ではなくて、行政側として環境大会をどうする

かという、今ないからもしかしたら議論が忘れられているのかもしれないけれども、

そういう考えはないのかなということです。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 環境大会を取りやめるときの理由の一つとして、環境大会１回では

なくていろんな団体のイベントがあるものですから、そういうところに入っていき

ながら環境のＰＲをするということがいいではないかということがありましたの

で、今はその方向で行っているところでございます。例えばこのエコマルシェであ

るとか、消費生活展とか、そういうところの既存のところに入ってＰＲをしていく

と、そういうスタイルで行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、環境大会に変わっていろいろなイベントでやって

いるから活動としては十分にできていると、そういう考え方ですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 環境大会におけるＰＲの面についてはそういう方向でやっていける

のかなと考えております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 103ページの２の委託業務、浄化槽パトロール業務委託なのです、

この800カ所ですか、調査したということで、結果はどういうことなのでしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時37分 休憩 

 

                       13時39分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 貴重なお時間大変申しわけございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時39分 休憩 

 

                       13時40分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 たびたび失礼いたしました。800件のパトロールを実施いたしまし

て、そのうち清掃している清掃件数が183件で、23％の清掃率という状況を確認いた

しました。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） その結果を見て、どういう対応しているかちょっと。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 清掃未実施のところに対しては、そのときにパンフレットを置いて

きたりとか、あとから清掃業者から案内をするとかという形で清掃率の向上に努め

ております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） パンフレットを置いて、やっぱりそれでもなかなか厳しいと思

うのですけれども、どのぐらいパンフレットを置いて未実施が少なくなるという。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 一応これ年に１回は清掃しなさいということになっているものです

から、これをやっているときに清掃がまだこのあとの可能性もあるわけなのですが、

一応パトロールした段階で23％という、そういう清掃率でございました。清掃がま

だなされていないところにはそういう案内を年に１回以上しっかり清掃してくださ

いという、そういう案内は行っているところでございます。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。102ページの３番の交付金ですけれども、29年度、

30年度ゼロで廃止に至ったのですけれども、このときにこれにかわるものとか何か

よりよい工夫とかいう議論はなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 
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〇生活環境課長 例えば団体による集団回収ということがあるのかと思うのですが、

それとても今裾野市の場合には市で資源の日で月２回収集しておりますし、あるい

は各地に民間の24時間営業のステーションが増えていますから、そういうことの利

便性を考えると、なかなかこのお金をもらえるからといって手間をかけてやるとい

うことまでには至らないという、そういう意見になりました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 100ページに戻ります。済みません。３番の委託業務なのですけ

れども、死亡動物処理業務の委託先はどこだったのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 こちらシルバー人材センターでございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これ有害鳥獣とかいろんな動物だと思うのですが、どういう動

物がありましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 動物としましては、犬と猫でございました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これ頭数はわかりますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 犬が２頭、猫が65匹、そして死亡動物を片づけに行ったけれども、

見つからないということがあります。これは探索には行ったけれども見つからない

というのですが、そのときは半分の金額をお支払いすると、２分の１ということで、

それが5.5件ございました。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この中には例えば猪とか鹿とか、そういうのが飛び出して死ん

だとかいうのは入っていない。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 それらの場合もあります。それは農林振興課で同じような業務委託

があるものですから、野生のほうはそちらのほうにカウントしてもらうと、そうい

うすみわけでやっております。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これ１頭当たりの手数料というか、幾らという算定があります

か。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 4,808円でございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） とりあえずいいです。ありがとうございます。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 
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  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その上の、今のところの、蚊とハエをなくす運動というのは…

… 

〇委員長（中村純也） マイクを入れてください。もう一回。 

〇委員（岡本和枝） 蚊とハエをなくす運動というのは予算というか、そのものは全

くない状態なのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時45分 休憩 

 

                       13時46分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 12万円ほど予算をいただいております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） これをどういう方法で配付をされるのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 まず、広報等でその年の配付を呼びかけまして、それで希望者に対

して生活環境課の窓口にとりにおこしいただくという、そういう形でやっておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 発生の特徴的な地域とか、何か問題があるとか、そういう分析

みたいなものはされているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 市内全域満遍なくとりに来ていただいているという傾向がございま

す。それから、地区でまとまって、例えば千福が丘さんなんかはまとまってとりに

来ることがありますので、特に地域的にどうということはありません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 前のページ、99ページです。市民110番のところに水質汚濁が８

件とありますけれども、これはどのような問題だったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 主には浄化槽から流れ出す処理水、これがしっかり処理されていな

いのが流れているではないかと、こういうものが多い状況です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、例えばどこかのお店とか何かの排水の問題でという

ようなことでは全くないことなのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 それは、お店に関するそういう排水処理施設のものもございました。 
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〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、そのような場合はお店とか大きいところとかの、そうい

うときはどのような対応をされるのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 その排水処理施設や浄化槽が適切に稼働しているかどうかを確認し

て、それに不備があればそれを直してもらうようにお願いすると、そういった対応

でございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その場合水質汚濁法とか、そういう法律に違反するような状態

のものというのはない状態ですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 水濁法の特定施設に該当するようなものはございませんでした。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 102ページ、ごみ減量推進協議会の活動の中で、11月21日理事会

が開かれていまして、市指定ごみ袋の大型サイズと資源の日の当番についてという

協議がされているようですが、これはどのような内容のものだったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ごみ袋につきましては、当市の場合には30リットル、15リットルと

ありますけれども、30リットルより大きい45リットルのものをという要望がありま

したので、それについて協議して、プラスチック類の容器、これについては45リッ

トルのものをつくるようにしていこうという、そういう話し合いがここで話されま

した。 

  それから、資源の日の当番につきましては、これはいろいろ負担になっていると

いうことがございましたので、どういうものかというのがあったのですが、これも

長年やってきたことでもありますし、地域の中で検討してもらえればいいではない

かということで話し合いました。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、可燃ごみについては現状どおりということで。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 やはり収集するときのかなり重くなりますので、可燃につきまして

は従前どおり30リットルということで話がなされました。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 資源の日の当番については、地域の中でというのは現状どおり

の対応だと思うのですけれども、では義務化と考えている地域もまだあるのではな

いかと思うのですけれども、そこに対しての対応はどのような問題提起をされたの

でしょうか。 
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〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 やはりどうしても出せない事情というのはあるのだと思います。高

齢化も含めまして、病気等もありますし。そういう場合には地域の中で柔軟な対応

をしてもらうようにということで話はしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それで、問題が解決できるというのが30年度の結論だったとい

うことでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ごみの出し方につきましては、おおむね上手にいっているのかなと

いう、そういう考えでおりますので、そういう中では30年度のごみ減委員の中では

従前どおり当番制をやっていこうということで話がまとまっております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 102ページのごみ減の今の関連してだけれども、スプレー缶の出

し方についての話があったのだけれども、それは美化センターで議論したほうがい

いのかな。今ここでいい。 

            （「ここでもいいかと思います」の声あり） 

〇委員（勝又利裕） 質疑します。当初あけないで使い切って出してくださいって非

常に混乱を招いたと思うのだけれども、30年度そういう説明をしているけれども、

30年度状況いかがでしたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回混乱するだろうということもありまして、通常ごみ減量推進協

議会の総会を５月30日のごみゼロの日にやっていたのですけれども、ちょっと早め

て連休明けにやることにいたしました。その間３月を試行的な期間を設けたりして、

３月から４月については美化センターの職員が各ステーションを巡回しながらここ

はうまくいっている、いっていないというの確認しながら、キャッチボールをしな

がら進めていって、今現在は排出、収集はほとんどうまくいっているかと認識して

います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 103ページ、し尿処理費になります。小型合併浄化槽の設置

補助なのですが、この45件やっていますが、下水道実施区域に補助を出した槽は何

個ありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 下水道の実施区域に対する補助はないと認識しております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 
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〇副委員長（村田 悠） 計画区域に対して出している件数は何件ありますか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時54分 休憩 

 

                       13時54分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 数件あると認識しております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 下水道事業会計の中で今回監査委員の指摘の中でも多額の

建設費と投資経費が先行して回収までに長時間を要するというのが下水道であっ

て、本管から遠くのところとか、またポンプアップしなければいけない公共下水道

に関しては今浄化槽の整備を……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       13時54分 休憩 

 

                       13時55分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇副委員長（村田 悠） 公共下水道実施区域や計画区域の中でもより採算のとれる

下水道方法として、30年度は浄化槽を含めたそういう検討は生活環境課内で行われ

たことはありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 幅広い意味での裾野市の排水処理という観点で下水道課と同じ部で

もありますので、いろんな形で話し合いは常に持っております。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 最後に１点。市街化区域であって、市街化区域の下水道計

画区域であって実施区域に含まれないコミュニティープラントも個別浄化槽に含ま

れるからして、その地域に関する下水道のことは30年度何か話し合われたことはあ

りますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 市内に何カ所がありますけれども、そういうところとは何回か積極

的にコミュニケーションをとって方法について今検討はしているところでございま

す。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 30年度何かそれで結果が出ていることってありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 30年度中には結果として出せるものは特に話し合いには合意するま
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でには至りませんでした。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほど何か持ち込みごみの有料化について区内でも話が云々と

いうことあったのですが、ごみの有料化というと一般的にこれまで指定ごみ袋買っ

てもらうことについてそれがごみの有料化という捉え方をしているのですけれど

も、実際裾野もそうであったと思うのですけれども、この持ち込みごみの有料化と

いうのはどういうことなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 例えばですけれども、美化センターへ直接搬入されることがありま

すけれども、そうしたごみを有料化することについてはどうだろうという、そうい

う検討は行っております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その持ち込みについて有料化にする意味というのはどういう観

点から。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これはあくまでもまだ議論の段階ですから、通常ですとごみステー

ションに出していただければいいのだと思うのですが、直接持ってくるとなると、

一遍にたくさんというようなそんなこともございますので、あるいはものによって

はなかなか大きなものとか処理困難なものなんかもありますので、そうしたものに

ついては応分の負担をいただくということも必要なのかなと言う、そういう検討は

常にしているところでございます。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 本当に公的な回収のルールというのは壊さないで充実させてい

く方向というのが私はとっても大事だと思っているのですけれども、でもその点に

関してはやっぱり30年度の部分でも論議を重ねながら向かい合っていただきたいと

思います。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外議員の質疑はありませんか。 

  二ノ宮議員。 

〇分科会外議員（二ノ宮善明） お願いします。100ページ、委託業務の犬猫の移送業

務というのはご説明願えますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 野良犬、それから飼い主の不明な猫、そうしたものをもし市で保護

した場合しばらく所有者を探すのですけれども、それでもいよいよあらわれない場

合に保健所に犬や猫を搬送する、そういう業務を委託しております。 
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〇委員長（中村純也） 二ノ宮議員。 

〇分科会外議員（二ノ宮善明） そうしますと、その隣の６の交付金のところでござ

います。先ほどＴＮＲをやっている区へという話でございました。そうすると、区

でＴＮＲをするときに避妊手術に連れていったりなんかするのはこちらの交付金の

中で行っているということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 こちらには連れていくような費用というのは、要するに注射代、去

勢の注射代につきましては、ここの中には入っておりません。 

〇委員長（中村純也） 二ノ宮議員。 

〇分科会外議員（二ノ宮善明） そうしますと、それは区で連れていったりする場合

はどういうふうな支払いになりますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 失礼しました。先ほど私説明が誤りでして、移送するときの費用も

こちらの交付金には入っております。去勢避妊の手術代は、これはここの中には入

っておりません。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  賀茂議員。 

〇分科会外議員（賀茂博美） 浄化槽の件です。御殿場市ではＰＦＩを使った公設浄

化槽整備に取り組みを始めましたけれども、裾野市でその検討というのは30年度内

で何かされたことってありますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これは先ほどもお話ししましたけれども、裾野市の排水処理全体の

お話の中で、そうした公設の浄化槽、市町村型というのですけれども、それについ

ても話題には上っております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂議員。 

〇分科会外議員（賀茂博美） 話題に上がって、その検討のその後というのはどうな

っているのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 この事業をやっているところというのは全国的にも少ないわけでし

て、御殿場市はたまたま財産区のお金を使ったりして、上手にやれているところは

ありますが、なかなかそういう財源がなければ地域を決めて市町村型の合併処理浄

化槽というのは難しいという、そういう議論になりました。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 
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  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

 



- 164 - 

生活環境課（第７号） 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 調書で言うと105ページになります。30年度終了時点で13区画の

残でさらに進んでいるというのはこの間現地調査でも確認はしているのですけれど

も、30年度時点で残数を勘案して４号墓域、５号墓域、粗造成が終わっているとい

う区画に関してのその後に関する協議というものはありましたでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これ、やはり残りがなくなりますと、迷惑かけることになりますの

で、常にそういう協議をして毎年予算要求はしているところでございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 予算要求もされているということですので、その場合の試算、

金額的な見込みについて現状償還……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時07分 休憩 

 

                       14時07分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

〇委員（増田祐二） 予算的な側面から造成した場合、どの程度の金額になるかとい

うことも含めて協議はされていますでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 大体工事の造成区画割の工事が主になりますけれども、これについ

ては大体3,500から4,000万ぐらいかかるのかなというふうに考えております。これ

を何年間で今度販売するかというところが検討の余地があるのかなというふうに認

識しております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その際には、これ仮定の話ですのであれなのですけれども、暫

時休憩でお願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時08分 休憩 

 

                       14時09分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 105ページなのですけれども、結果的に執行率が63.2％になった
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ということは、どんなふうに分析しているのですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹 こちら不用額が63％というのが割と目立つのですけれども、実は

この不用額の280万というのが次年度に繰り越した後に基金として積み立てる部分

が実は反映されています。そういった意味での不用額というふうな表現になってし

まうというのが現状でございます。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、１番の使用者受け付け状態の中でちょっと気になる

のですが、30年度の返還数が４ありました。この方の理由というのはどういう理由

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹 昨年度の売れ残り４件なのですけれども、その内訳は大まかな感

じになってしまうのですけれども、使用予定がないというのが３件、後継者がいな

いよということでそれが１件でした。墓石が建っているケースはありません。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ありがとうございます。それで、全体で墓石が建っている率と

いいますか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 最新の数字で38％でございます。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 余り伸びていないなと思うのですけれども、よろしいです。結

構です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 事業として、お盆とかお彼岸とか無料の公共交通、バスとかの

運行みたいな部分の希望がかなりあるのではないかと思うのですけれども、その辺

はどのように捉えられていましたか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時11分 休憩 

 

                       14時11分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 30年度そのような意見はありましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 販売するときにその場所を見ていただくわけですから、その段階で
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そこには公共交通ないという、そういう説明をしておりますし、そういうご質問と

いうかご要望というのもこちらには特には届いておりませんでした。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 購入したときといろいろ条件が変わってきてしまう中で、実際

に本当に困っているという部分での対応というのは、事業の一環として何か30年度

の中では全く入っていなかったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時12分 休憩 

 

                       14時12分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 取り消します。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ４号、５号というのがちょっと出たけれども、６から９の墓域

もまだ残っていて、そこについて30年度で全体計画を含めた中で６から９をどうし

ていこうかなという議論はありましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 常にそういう議論は行っております。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 具体的なものは言えないとは思いますけれども、言える範囲で

どんな議論したか、もし言えたら教えてください。言えなければいい。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 本来６から９につきましても墓地として造成して販売するという、

そういう計画ですので、それがいいのかどうかというそういう議論をいたしました。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解です。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外議員の質疑はありませんか。 

  井出議員。 

〇分科会外議員（井出 悟） 済みません。この墓地事業は、公会計適用の範囲にな

っているのでしたっけ。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時14分 休憩 
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                       14時15分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  生活環境課長。 

〇生活環境課長 そうした公営企業会計の移行というような、そういう指導であると

かは受けておりませんし、またそういう認識も現時点ではしておりません。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  賀茂議員。 

〇分科会外議員（賀茂博美） 30年度の墓地の販売数の伸び率から見て、今の社会状

況が変わってきている中で、この墓地の販売形態についての検討というのは何かさ

れましたか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 それらを含めて今のこの裾野市、あるいはこの近隣だけであると、

やっぱりどうしてもだんだんと伸びが下がってきていますから、そうなりますと別

なこともやらなければいけないという、そういう話し合いはしております。 

〇委員長（中村純也） 賀茂議員。 

〇分科会外議員（賀茂博美） 別のことというのは個々のお墓の販売以外の手法を考

えているということでよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 販売の方法も、これはやっぱりいろいろ考えなければいけませんし、

あるいは販売先であるとか、複合的にいろんな観点から今後の墓地のあり方につい

て考えなければいけないというふうに認識しております。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第７号に関する質疑を終わります。 

  これより認定第７号について意見を伺います。賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第７号に関する意見を終わります。 

  以上で、生活環境課の質疑を終わります。 
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美化センター 

〇委員長（中村純也） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） お願いします。今ご説明の中でありました、ページで言うと107ペ

ージの部分とそれから109ページのほうになろうかと思います。落雷での保険対応の

ものというのはこれ全額保険で充当されているのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 こちらに掲載してある修繕工事につきましては全額保険で充当

されました。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点含めて実際こちらも現地調査に行ったときに感じた部分

なのですけれども、落雷があって保険で対応して工事は終わっている、その後落雷

に対してのケア、落雷で物、人に被害が出ないような処置というのは何かされてい

ますか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これ前からもなるべくそういう心がけではいたのですが、とに

かく雷があったときにはいち早く、できるだけコンピューターの電気を切ったりと

か、不要な電気については落として、それから職員もなるべく中に入ると、そうい

う処置はしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 設備的な部分で別途避雷針を設けるですとか、そういったこと

というのは30年度中には協議はなかったですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 この間現地ごらんいただきましたとおり、周辺には市の煙突が

あって、そこには避雷針はありますけれども、ほかにも携帯電話の中継棟が２本ほ

どありますし、高い施設もありますので、改めてそこで避雷針を増設するという議

論はいたしませんでした。しかも、今回の落雷は横から走るような、そういう雷で

あったようですので、なかなかそれについては防御の方法が難しいものもあるなと

いう感じはしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点はわかりました。 

  では、細かいところですが、108ページの、こちらも先ほどのご説明であったその

他の金属にプラまじりが増えているためにそこの部分での費用がかさんで収入とし

ては落ちているというふうな話でしたが、それは30年度に限った話ですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 30年度からそれが始まって、今年度もそれは引き続いておりま
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す。皆さんご存じのとおりプラスチックを今まで国外に、特に中国、それから東南

アジアに輸出していたのですが、そうしたものがなかなかできなくなったという部

分が１つの要因かと思います。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点含めてプラまじりに対する地区なりへの指導というか分

別のあり方というものの見直しというものは30年度中に協議はされていますか。暫

時休憩お願いします。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時40分 休憩 

 

                       14時41分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇委員（増田祐二） 済みません。先ほどの質問のほうを訂正します。プラまじりの

分別に関してほかの方法にしようとかというそういう協議はありましたでしょう

か。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 結局それは誰かがその分別を、要するに金属とプラスチックを

分けなければならないということがありますので、今はだからその他の金属という

ことで出してもらっています。もしそれをさらに細かく分けてもらうようにすると

なると、またこれは市民の方々もなかなか難しいのだと思います、認知するのが。

かといってこれを美化センターの職員がそこでさらに分けて、いいものだけ金属と

して売るとなるとそこも手間がかかる話なものですから、ですから今の現状ではな

かなか難しいかなという、そういう認識ではおります。一応検討はいろいろしては

おります。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その点も理解しました。 

  109ページです。これも済みません。少し細かいところなのですが、パトロールの

回収が非常に減っているというところで、その横、委託業務のほうのパトロールと

しては金額が変わっていない、通報による回収が増えている、総量としても増えて

いる、このあたりをどういうふうな状況なのかということをご説明願います。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これ７番のところにあります不法投棄のパトロールの委託とい

うのはこれはシルバー人材センターに行っているものでして、これは12回、要する

に月１回お願いしているものであります。こっちの４のところにありますパトロー

ルによる回収というのは今言いましたシルバーの月１回の回収12回プラス美化セン

ター職員がパトロールしたものも入れて合算した数字が30年度48件、29年度は95件
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という、そういう数字になってございます。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） そうすると、パトロール回数としては美化センターも含めた中

で30年度、29年度同じぐらいの頻度で出動していらっしゃるということでいいです

か。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 30年度は、回数としては減っております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） その中で通報が多いというのは本来パトロールすべきものがパ

トロールできていなかったがために通報が増えてしまったというふうな見方ができ

るのですけれども、その点はそういう認識でよろしいですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 必ずしもそこは一致しないところもありますが、確かにそうい

う一因もあるのかもしれません。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） ごめんなさい、細かくて申しわけないですけれども、であれば

その点に関してはやはり適正の規模というのはちょっと僕もわからないのですけれ

ども、一度状況に関しては精査して、課内で協議されることを要望します。 

  別件です。111ページお願いします。最終処分場に関してもそうですし、美化セン

ターのほうもそうなのですけれども、30年度中予備費を充用した部分と補正対応し

た部分での修繕に関するものが少しあったかなというふうな記憶であります。その

点勘案して点検の仕方というものに対して30年度見直した部分ですとか、そういっ

たものはありますか。設備の点検です。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時45分 休憩 

 

                       14時45分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 例えば最終処分場のところに第２期の浸出水処理施設の維持管

理業務委託というのがありますが、これは29年から30年度で金額が増えております

が、今までこれ２回だったものを４回に倍増させたというような形でできるだけい

ろんな形での点検を増やすようにはしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 点検の方法に関してはわかりました。あわせてなのですけれど

も、これ本議会の補正のときにも出ている話なのですけれども、機械を直す方向と

合わせてタイミング的に別なものに交換するですとか、より長もちするものに切り
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かえていくというふうな、そういった議論は都度行われていたということでよろし

いですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 やっぱりなるべく１回の手間で済めばそれはコスト的にもいい

部分がありますので、そうした検討は常にするようにはしております。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） わかりました。終わります。 

〇委員長（中村純也） ほかにありますか。 

  佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 職員の清掃点検というのは年間何回ぐらい実施されるですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 通常の点検は、毎日行っております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これは中へ入るに対して防護服とか着ますよね。それ例えば複

数で入るとか単独で入るとか、どっちなのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 焼却炉の清掃につきましては、複数で入るように清掃等、点

検等は行っております。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） これ職員ってこういう清掃点検というのは何か資格等必要なの

でしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 清掃に関しての資格は特にございません。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） その防護服って１回使うと焼却するのでよろしいのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 そのとおりです。 

〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） その防護服の毎日という話なのですけれども、ストックってど

のぐらい持っているのですか。 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時48分 休憩 

 

                       14時48分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 防護服の在庫については把握しておりません。 
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〇委員長（中村純也） 佐野委員。 

〇委員（佐野利安） この防護服１着って幾らぐらいするのですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 1,000円程度のものです。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。美化センターの更新時期が近づいていて、平成

26年か７年に基本構想つくっているはずなのです。その中では単独なのかいろいろ

あるのだけれども、それで今年度調査をかけていますよね。調査をかけるに当たっ

て30年度で何か議論したというか、方向性とかいろいろ話せる範囲で結構ですけれ

ども、何かありましたら教えてください。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 なかなか進めていくところに課題もあるわけなのですが、その

４つの課題というのがありまして…… 

〇委員長（中村純也） 暫時休憩いたします。 

                       14時50分 休憩 

 

                       14時50分 再開 

〇委員長（中村純也） 再開いたします。 

  美化センター所長。 

〇美化センター所長 昨年の議論ではことし候補地選定の基礎調査をやるという議論

をいたしました。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 具体的には多分話しているはずなのですけれども、話ができな

いということでそれは理解します。これから先の話はまた今後議論したいと思いま

す。 

  以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 済みません。108ページの３番の資源化率なのですけれども、

8.5％、これを上げる手法ってあるのですか。なかなかやっぱり難しいということで

すか。資源化率。 

〇委員長（中村純也） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これは、ご存じのとおりなかなか資源が最近各地区に24時間の

資源ステーションもございまして、市の資源ごみの収集に出てくる量がなかなか伸

びないということがありますので、難しいのではないかというふうに考えておりま

す。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） わかりました。 
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  では、その次に行きます。109ページのふれあい収集実績です。これ１世帯年２回

までで１回５袋なのですけれども、これ伸びているから需要が伸びるのだと思うの

ですけれども、この範囲内では足りなかったというような例はないですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 今のところそういう話は伺っていません。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 107ページ、塵芥処理費の特定財源の日本容器包装リサイクル協

会再商品化拠出金、これはどういうものでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 ペットボトル等の際商品化するものの処理をする際にかかる

費用から実際に処理にかかった費用を差し引いたものの半分を容器リサイクル協会

に加盟している各自治体に対して分配するものになります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、昨年度から比べてとても金額が減っているという理由は。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 理由については、そういうリサイクル協会が行っていること

になりますので、詳細についてはわからないですけれども、今後拠出金が支払われ

なくなるということも聞いてはおります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは量の問題からですか。何かその理由は。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 プラスチック製品が基本になりますので、プラスチック製品

の処理に対して費用がかかってきている現状があるからという理解でおります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 110ページ、印刷製本費、社会科の副教材「ごみは生き返る」っ

て、これは配付先は、対象はどちらだったのでしょうか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 毎年小学４年生、市内全学校になりますけれども、４年生が

社会科見学で美化センター、処分場に訪れますけれども、その際に使う副読本とい

うことでこちらになります。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは生活環境課のほうで作成されたというものですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 

〇美化センター副所長 美化センターのほうで作成をしております。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それを映像化されているようなものというのは別にないですか。 

〇委員長（中村純也） 美化センター副所長。 
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〇美化センター副所長 特にございません。 

〇委員長（中村純也） ほかありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外議員の質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する質疑を終わり

ます。 

  これより認定第１号のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関する意

見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 分科会外議員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） 以上で、認定第１号のうちの関係部分に関する意見を終わり

ます。 

  以上で、美化センターの質疑を終わります。 

  以上で、環境市民部関係の議案の質疑を終わります。 

  以上で、予算決算委員会総務分科会に割り振られました議案の質疑を終了いたし

ます。 
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自由討議 

〇委員長（中村純也） これから自由討議を実施いたします。 

  委員の皆様に申し上げます。発言は、１人ずつマイクを使用し、委員長の指名に

より発言してくださいますようお願いいたします。増田委員。 

〇委員（増田祐二） 所管する審査の中ですと、一番やっぱり気になった部分が総合

計画、監査からの指摘もありましたが、この進捗管理に関して審査をしていく中で

明らかにならないことが多いかなというのが、審査の内容としては明らかになって

いるのですけれども、進捗を向上させようというふうな意識が余り感じ取れなかっ

たというのが正直な感想です。ですので、この点に関しては所管としては企画政策

なのか行政なのかそのあたりになろうかと思いますが、全庁一丸となっての取り組

み、当然そうするべきですので、もう少し前向きな発言なり、進捗管理に向けて真

摯な姿勢というものが必要かなというふうに感じています。 

  別件で、両方とも生活環境課にはなるのですけれども、墓地と、それから美化セ

ンター、墓地に関しては本日の審査で残数と、それからこれからの計画に対しての

進捗、実際現地も調べてきた中でどこまでいくというふうな部分に対して余り時間

的余裕がないように感じておりますので、そこの部分に関しての、もう少し検討が

進んでいてほしいなというところと、あわせて美化センターに関しても更新を継続

する中でもう実際適地調査しかまだしていない状況ですので、ここの議論と、それ

からこのあとどうするのかという部分の実効的なスケジュールぐらいはもう明示さ

れていないとおかしいかなというふうに感じておりますので、その点に関しても

30年度決算が終わり、31年度の予算が動く中でもう少し出ているべきかなというふ

うに感じています。長くて済みません。 

〇委員長（中村純也） 一応総合計画の目標管理に関しての部分と、墓地のこれから

今後の計画だとかの動きの加速化についての部分と、美化センターも計画があるけ

れどもそのおくれに対してどう進めていくのかというところの議論の加速化が必要

だというような意見がございました。 

  ほかにありますか。勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 自分ができていたかどうかは別として、決算を審査する場合に

はもちろん総合計画もそうですけれども、運営方針というのが当然30年度の年度振

りかえが示されております。それをもとに30年度の決算も出てくるわけです、時間

差があるのですけれども、当然その予算も含めた中での話になるのですけれども、

そういうところを踏まえて決算の款項、予算項目で行くと款項ぐらいの部分での事

業としてどういう効果があったのかないのかというところの視点を持って決算の審

査をするのが本来の姿なのかなとは思っています。ただ、自分がそこまでできたか

はちょっとわかりませんけれども、余り細かく言ってしまうと事業としての効果が

薄れてくる、審査が薄れてくる可能性もあるものですから、そういうところをちょ

っと自分も反省をしながらもう一度振り返ってみたいとは思っています。 
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  いいですか。もっと長くなってしまっても。 

〇委員長（中村純也） 全然全然。いいです。 

〇委員（勝又利裕） 増田委員も言ったけれども、個別の事業についてもいろいろな

部分がありますので、墓地と美化センターも出てきましたけれども、そういうとこ

ろの議論は今後議会としても関心を持って見ながら議論できるところは議論してい

くべきではないかなと思った次第であります。以上です。 

〇委員長（中村純也） ほかに。佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 私、この３日間総務委員会やって、うちは時間内で何とかおさ

まったかなという感じはしました。決算でもやはり勝又委員が言うとおりいかに款

項目節ではなくて事業まで、そこでしっかり審議していけば時間も簡潔、質疑も完

璧、していけば時間等も日にちも何も３日とることなく２日でできるのではないか

と、その２日間でやるようになればしっかり細かいことまで聞かなくなると思いま

す。そうすると、やっぱり常任委員会も１日、１日、３常任委員会ありますので、

これは６日間になりますので、３日というのは削減できるかなって。 

  あと、皆さんしっかり勉強しながらやってきたと思いますけれども、質疑しても

えというような答弁かありましたので、できるなら本当に質疑完璧にするのだった

ら、この委員会で決算にしろ、予算にしろしっかり予習をして、こういうこと聞く

からというぐらいの各課に、担当課長のところにいってもいいかな、そうすると早

くスムーズに行くかなということは感じました。以上です。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 総合計画の後期計画の目標値と乖離しているのが結構多くて、

そこのところを、増田委員も言いましたけれども、さらにどうしようかという取り

組みをしっかりとちゃんと確認する必要があるなと私は思いました。それと、事例

を挙げたらおかしいのですけれども、行政経営監がＦＭを進めていますけれども、

では例えば給食センターの統廃合どうするのですかって、どっちがやるのですかっ

て、あっちかな、こっちかな、ではどっちなのですかという感じで、もうちょっと

しっかりと私はＦＭに関することは行政経営監がしっかりと軸を持って指導するべ

きだと、そういうものだと思っていたので、今の段階になって、それはあっちかな、

こっちかなというのは何かとても無責任な感じがしてがっかりしているのですけれ

ども、だから自分の仕事と目標に応じて遊びの部分というか、抜け落ちる部分が出

てくると、全体的な事業がしっかりと目標に向かっていかないので、その辺横軸を

通すとかいうところはしっかりとやっていただきたいなと思いました。 

  以上。 

〇委員長（中村純也） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 行政の仕事というのは本当に住民の福祉の向上というのが第一

定義だと思うのですが、今全体の決算とか予算見ていても目標設定があるのですけ

れども、それが単一の効果とか、そういうものだけで判断をする方向がとても見え
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るのです。でも、指標とか判断というのはもっと複合的なというか、相乗的な部分

で目標設定をしていかなければならないのにこのスタートの段階でやっぱり少し足

りないのかなという感じがします。具体的に今回の決算の中で数字としてしっかり

向き合わなければいけないなと思うのは、１つはきょうの審議でもあったのですが、

市民課の窓口委託をしたその結果、通常待ち時間が増えているなというのがもう目

に見えてわかる、実際にきょう聞いたら平均30分の待ち時間というのは当初窓口を

導入するときに目的からすると全く逆の方向にいっている、なおかつ市民の人材育

成というか、そういう部分でもとってもマイナスになっているというのと、もう一

つ指定管理の問題で指定管理制度そのものを全否定するわけではないのですが、保

育事業ということを考えたときに決算のところで他団体の報告ということで差し引

き1,530万ぐらいの金額があったのです。監査にちょっと聞いてもらったら利益のな

いところに企業が来るわけがない、当然これは企業のもので、それは企業努力で生

じたお金だからということでした。これ一般的に言われるわけなのですけれども、

では企業努力で得たその1,530万どうして生まれたのかというところまで見ていく

と保育事業とかそういう部分における指定管理者制度のあり方というのをもうちょ

っと考えていかなければいけないのかなというふうに本当に強く思いました。 

  今回の決算の中で、調書の中でとても努力されていろいろ積算根拠等とか結果が

示されている努力があったという部分ではよかったかなというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今回行政経営監のところで意見も言わさせてもらっている

のですけれども、この意見に関しては賛成とか反対とかではなくて、職員研修費だ

とか行政改革費、そういうものを挙げてこういうことをやりました、行政経営監自

体は事業自体を持っているわけではないので、研修だとかそういうものをやったも

のに対してどういう効果が出たかということが行政経営監の評価であって、それが

この決算調書、主要事務事業調書に反映されてくるべきものだというふうに私は思

ったので、その資料を提出を、発言をお願いするので、1,800万とか内製化で100万

円削減をしましたよという説明があったけれども、これはこれでよしとしたのだけ

れども、本来であればその中身も、こういうことであってこういう結果を私はもた

らしましたと、ついては決算審査よろしくお願いしますというのが行政経営監のあ

るべき姿ではないかなというふうに僕は今回思いました。行政経営監のところは。 

  あともう一つ秘書課のところ、市長がいろんな会議に出て、その資料を持って帰

ってくると、それを各課にこういう会議でこういう話があったよということで投げ

るのだと、それも自分たちの仕事であってということがあったのだけれども、市長

が出てきた会議でこれは肝いりだからこういうふうにやってくれと、ついてはこう

いう政策を年度内に起こして、こういうふうに返してくれよというところまでがや

っぱり仕事であって、秘書課長もそれ投げるだけではなくて、やっぱり市長戦略監

なのだから、政策として起こしたり、それが市長の肝いりだということをやるのは
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僕は投げるだけが仕事ではないなというふうに思いました。 

  あと、言うならば生活環境ですか、生活環境のところも平成30年度のところで下

水道の状況というのは非常に芳しくないわけであって、各市町村とも公共下水道に

かわるまた浄化槽、採算とれる下水道環境を整えていくような動きを全国市町村や

っているわけであって、裾野市も平成30年から行財政構造改革始めるに当たって、

一部事務事業だけで6.5億を減らすような小さなことやっているけれども、本来であ

れば大きな事務事業の改革というものをやっていかなければいけなくて、やはりそ

ういう事業で採算がとれないところにこそメスを入れていかなければいけないとい

うふうに感じました。小さいところで小さな財源をとっていくのではなくて、大き

な無駄のあるところ、そういうものをしっかりと探していく、それも職員全体が、

自分が主体性を持って持続可能なふるさとをつくるのだというような意気込みを持

ってやってもらいたいなというふうにこの決算審査を通じて思いました。終わりま

す。 

〇委員長（中村純也） ありがとうございました。 

  自由討議ですので、決算の関係で事業効果のあり方については質疑のほうもおっ

しゃっていましたけれども、説明のあり方も違うのではないかという話が両方出て

いました。そこら辺何か意見がございますか。今は課題として感じたことを出して

いただきましたけれども、議論して必要なことは伝えるとかいう構造が必要ですけ

れども。例えば今ＦＭの話とかって個別で来ていますし、節までというのはこの事

務事業調書がやたら詳しく書いてくださっていると、だけれども全体で言う事業効

果というのはどこにもないのですよということでいけば、そういったほうが主眼で

やるほうがいいのではないかとか、そこら辺の今言っていただいたのはどうするこ

とがいいかというのをちょっともしあれば。佐野委員。 

〇委員（佐野利安） 私は、決算は１年前のですよね、の決算をやって、今年度はも

う予算がなって半年たちますよね。でももう12月となると来年度の予算を踏まえな

ければならないのです。ただ、この決算をもとにしてできるかというとできないで

すね、今年度がスタートして半年たっていますので、やはり勝又委員言うように事

業に対して進捗をしっかりそこから持っていかないと予算にはつながらないかなと

いうように思います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） だから、非常に難しくなってしまったけれども、要はここの事

務事業調書はさっき言ったとおり本当に節まで細かく委託についても何でも書いて

あるもので、どうしてもこれを見るとそちらへどうしても、審査する側はいってし

まいがちなのです。聞けば答えるほうもそこを答えなければならないということな

ものですから、これはこれですごくすばらしい資料なのですけれども、こちらの歳

入歳出決算のほうがやはりどうしても不用額が出たりどうのこうのって話になるの

ですけれども、款項の中で例えばどういう費目があって不用額がどのぐらい出たか
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ら、事業として成り立ったの、成り立っていないのという議論がちょっと必要なの

かなと。こちらも大事ですけれども、うまく言えないのだけれども、説明するほう

はどうしてもこっちのところでも説明するから、そういうふうにどうしてもなって

しまうのだけれども、具体的に何をすればそういうふうになるのかなというのはち

ょっとまだいまいち考えつかないのだけれども。 

〇委員長（中村純也） 増田委員。 

〇委員（増田祐二） 僕がこれで１年ぐらい改選後たつのですけれども、最初から思

っていたのが、それなりに４回見てくれば予算書にしても決算書にしても、この調

書にしても見方がわかってくるのですけれども、これがそもそも何も知らない状態

で見たらまずまずほとんどの方は意味がわからない、見方に対してもそうだろうと

思うのです。全部をそういうふうに直す必要はないとは思うのですけれども、今の

委員の話を伺っている限りではやっぱり事業に焦点を当てたお金の出入りもそうで

すし、その効果に充てたものというものがあるとやはりわかりやすいのだろうなと

は思うのですが、それをつくることによって行政の側の事務係数が余りにはね上が

るのであれば、やはりそれはそれで不毛な話ですので、何らかここに対して改善策

があるのかどうかというのを行政と一緒に協議していくということができればいい

なと考えています。以上です。 

〇委員長（中村純也） 審査の方法のほうですけれども、勝又委員おっしゃったとお

り運営管理シートをもとに審査をしていけば事業に対してのことになるので、そう

いうふうな進め方がいいだろうと、しかし総合計画の目的との乖離があるので、そ

こをやろうとしてもなかなか効果を答えられるようになっていないというのが課題

なのだろうなって。姿勢としては第５次総合計画の指標だとかというのは事業とち

ゃんと合わせた指標が必要ではないですかということになってしまいますけれど

も、審査方法はもうちょっと運営管理シート、これで説明はされますけれども、こ

うで議論するというのが一番いいかなというのは私はちょっと感じていました。 

  そこら辺はそういう、そういう認識でいいです。まずは、審査方法としてのあり

方をしっかりやっていきましょうということなので。 

  あと、墓地とか美化センターだとかという部分は議論していきましょうですけれ

ども、どう議論していきたいと思っていらっしゃるのか。増田委員。 

〇委員（増田祐二） 最初にその話し出したの自分ですので、まずは委員の質疑の中

でもあったのですけれども、答えられる部分、答えられない部分が当然あろうかと

思います。下交渉ですとか、あるいは土地等に関してはやはり公にできない部分も

あろうかとは思うのですけれども、公にできる部分とできない部分というのはつま

びらかにしていただいて、やっぱり議会とでもいいです。対市民でとか、あるいは

協議会、審議会等々持っていると思うのですけれども、そこに議題として出せる形

でまず出していただかないと、現状役所の中だけで話をされている内容だと思いま

すので、どういう形かにして出していただく、それに対して傍聴ができる状態にし
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ていただくということで、まず議論が進んでいるという状態をつくっていただくこ

とが最初かなというふうに思っています。 

〇委員長（中村純也） 総務委員会としては、例えば議員協議会だとか、そういった

ところでおくれている事業に関しては逐次報告をしてもらいたいという感じです

か。どこかに傍聴行くってどういうことなのかよくわかりませんでしたけれども。 

〇委員（増田祐二） 墓地も美化センターもないか。 

〇委員長（中村純也） 特に具体情報交換はしておきたいよというような考えでよろ

しいですか。 

〇委員（増田祐二） はい。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 美化センターに関しては、今30年度決算だけれども、この

間の理事就任のときにもスピード感を持って土地の選定やっていくということだっ

たもので、総務委員会管轄ですから、そこのところはしっかり見守っていかなけれ

ばいけないし、どういう役割を果たされるのか、またどういうものができるのか、

やっぱりこれは委員会で情報共有していかなければいけないことだというふうに思

います。 

〇委員長（中村純也） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 美化センターの関係は候補地の選定、非常にデリケートな問題

だからそれはそれとして、市営墓地においてはでき上がってしまっているものをこ

れからどうしたらいい、こうしたらいいという話ですから、総務委員会もそうなの

ですけれども、１つ政策討論会というのもありますので、そういうところへ乗せて

みんなで議論して、結果的に提案したっていいだろうし、提言を出したって。提言

まで行かなければいけないでしようがないのですけれども、そういう議論も一つい

いのかなという、議会側として責任ある立場で、例えばこうしたらどうしたらとい

うところまで行かれればいいけれども、そうではなくてもいいのかな、政策討論と

いう課題もありますので、１つの課題として出してもいいのかなという気はします。 

〇委員長（中村純也） 行政視察報告にもそれを書いて報告する予定ですので、そう

いった動きもあるかもしれないと、１つの方法ですね。 

            （「私もそう思います」の声あり） 

〇委員長（中村純也） あと１つ要望があったのは村田委員から調書に行政経営監の

ところの効果、金額というのはちゃんと明示したほうがいいよというのがありまし

たが、それを報告でよろしいですか。効果金額。行政改革に対しての。そこはしっ

かり報告するような状態が必要だと。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 建設管理のところで、道路点検を新人の方に教えていくという

ときに私がそれはすごくファシリティーマネジメントしているの、一番の基本だか

ら全庁的にそのようなことをやられているのですかという話をしたら、何か事業、

私が言ったので批判されていると感じられたのか、いや、そうではない云々かんぬ
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んと言われたのだけれども、やっぱり行政監の立場もそうだけれども、全庁的にフ

ァシリティーマネジメントの視点を持ちながら事業に取り組むという、そこのとこ

ろがやっぱりちょっと足りないのかな。ただ、計画をつくればいいだけの話ではな

いのかなというふうに思いました。皆さんのおっしゃる効果という点では、大きな

効果を生むためにはまずそこかなというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 行政経営監は、ファシリティーマネジメントを担っていると私

は思っているのですけれども、計画を立てて、個別計画は現場に任せているみたい

なところが感じられて、ファシリティーマネジメントってぐいぐい、ぐいぐい進め

ていかないと、リーダーシップとっていただかないと、それぞれに任せっきりとか、

何かそれではいけないなって私思いました。行政経営監を民間から雇ったという意

義をもう一回検証していきながら、しっかりやっていただきたいなと思いました。 

〇委員長（中村純也） 村田委員。 

〇副委員長（村田 悠） 今内藤委員が民間から行政経営監登用してということで、

これで私議会来てからだから５年間かな、３年、２年でやられてきたのだけれども、

行政経営監仕事はしていると思うのです。でも、市役所が雇い入れるときに民間の

人材をどういうふうに使ってこの市役所の中の掃除の仕方ということを指示ができ

ていないところもあって、行政経営監が組織図で見ると、市長直轄になっているの

で、そこは市長が使いこなせていないところも私はあると思うもので、行政経営監

一人ではなくて、その上にどういうことをやってもらいたいかというエッセンスが

加わらなければあの人は生きてこないポジションにあるというふうに思います。 

〇委員長（中村純也） ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（中村純也） では、以上で、本分科会に割り振られた議案の審査は全て終

了いたしました。 

  来る10月８日の予算決算委員会で分科会委員長報告をいたします。 

  審査にご協力賜りましたことに感謝申し上げまして、本分科会を閉会いたします。 

  お疲れ様でした。 

 

                       15時33分 閉会 

 


